
国
際
取
引
に
お
け
る
域
外
適
用
ル
ー
ル
統
一
化
な
ら
び
に
秩
序
形
成
に
向
け
て
（
藤
川
）

（
一
）

国
際
取
引
に
お
け
る
域
外
適
用
ル
ー
ル
統
一
化

な
ら
び
に
秩
序
形
成
に
向
け
て

藤　
　

川　
　

信　
　

夫

一
．
は
じ
め
に
│
国
際
取
引
に
お
け
る
域
外
適
用
│

1
．
域
外
適
用
の
議
論

近
年
、
米
国
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
に
お
け
る
ボ
ル
カ
ー
ル
ー
ル
に
み
る
よ
う
に
国
際
取
引
に
お
け
る
域
外
適
用
が
議
論
と
な
り
つ
つ

あ
る
。
従
前
よ
り
、
独
占
禁
止
法
に
お
い
て
域
外
適
用
は
問
題
と
な
っ
て
き
た
が
、
国
際
金
融
法
制
、
国
際
取
引
法
な
ど
全
般
に
域
外
適

用
の
問
題
が
拡
大
し
つ
つ
あ
り
、
内
容
も
区
々
の
た
め
、
予
測
可
能
性
お
よ
び
国
益
な
ど
の
観
点
か
ら
域
外
適
用
の
ル
ー
ル
統
一
化
の
必

要
性
が
起
こ
っ
て
来
つ
つ
あ
る
と
い
え
よ
う
。
域
外
適
用
に
関
し
て
は
、
個
別
の
各
分
野
・
法
に
関
す
る
著
作
は
あ
る
が
、
近
年
の
ド
ッ

論　

説

一
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（
二
）

ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
な
ど
の
域
外
適
用
の
動
き
が
強
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
受
け
、
新
た
に
そ
の
統
一
的
考
察
、
ル
ー
ル
統
一
化
の
試
み
な
ど

が
大
き
な
意
義
を
持
っ
て
き
た
と
い
え
る
。
本
稿
は
、
こ
う
し
た
大
き
な
問
題
意
識
の
下
に
、
近
時
の
域
外
適
用
の
現
状
を
把
握
す
る
と

共
に
、
忠
実
義
務
と
域
外
適
用
の
交
錯
な
ど
の
課
題
に
も
論
及
し
、
将
来
の
秩
序
形
成
に
向
け
て
歩
を
進
め
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

国
際
取
引
法
に
関
す
る
規
制
の
域
外
適
用
と
、
内
部
統
制
と
い
う
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
、
即
ち
組
織
法
と
の
一
体
的
な

考
察
を
求
め
ら
れ
る
問
題
で
あ
り
、
内
部
統
制
に
お
け
る
企
業
風
土
な
ど
の
統
制
環
境
と
し
て
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
体
制
構
築
が
重
要
に
な
っ

て
き
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

2
．
米
国
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
お
よ
び
英
国
賄
賂
防
止
法
な
ど
の
域
外
適
用

二
〇
一
〇
年
七
月
二
一
日
署
名
、
成
立
し
た
米
国
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
（D

odd-F
rank W

all S
treet R

eform
 and C

onsum
er 

P
rotection A

ct

）
に
関
し
て
は
、
サ
ブ
プ
ラ
イ
ム
金
融
危
機
後
の
米
国
金
融
改
革
を
目
指
す
米
国
国
内
法
で
あ
る
が
、
域
外
適
用

（extraterritorial application

）
と
一
律
規
制
・
外
国
銀
行
の
扱
い
が
大
き
な
焦
点
と
な
っ
て
い
る
が
、
二
〇
〇
二
年
サ
ー
ベ
ン
ス
・
オ
ク

ス
リ
ー
法
（
米
国
企
業
改
革
法S
arbanes-O

xley A
ct

上
場
企
業
会
計
改
革
及
び
投
資
家
保
護
法
Ｓ
Ｏ
Ｘ
法
）
が
実
質
的
に
域
外
適
用
と
な
っ
て

い
る
事
例
も
あ
り
、
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
も
本
邦
金
融
機
関
に
実
質
的
に
域
外
適
用
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
と
の
見
方
も
出
さ
れ
る
。

特
に
同
法
の
ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
（V

olcker R
ule

）
の
外
国
銀
行
と
銀
行
持
株
会
社
を
も
対
象
と
す
る
一
律
規
制
、
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ

な
ら
び
に
ス
ワ
ッ
プ
規
定
な
ど
の
域
外
適
用
に
対
し
て
は
、
我
が
国
金
融
庁
、
全
国
銀
行
協
会
な
ど
か
ら
反
論
も
出
さ
れ
て
い
る

（
1
）

。

ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
に
関
し
て
は
、
規
制
強
化
の
反
面
、
適
用
除
外
・
延
期
が
相
次
ぎ
、
ま
た
ジ
レ
ン
マ
・
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
が
指
摘

さ
れ
る
な
ど
内
容
が
揺
ら
い
で
い
る
面
も
あ
る
が
、
近
時
も
持
株
会
社
に
自
己
資
本
基
準
達
成
を
求
め
る
な
ど
大
手
外
銀
に
関
す
る
さ
ら

な
る
規
制
強
化
の
方
向
性
が
示
さ
れ
、
一
部
邦
銀
も
対
象
と
な
る
見
込
み
で
あ
る
な
ど
、
我
が
国
金
融
機
関
経
営
へ
の
影
響
も
大
き
い

（
2
）

。

二



国
際
取
引
に
お
け
る
域
外
適
用
ル
ー
ル
統
一
化
な
ら
び
に
秩
序
形
成
に
向
け
て
（
藤
川
）

（
三
）

Ｆ
Ｒ
Ｂ
（F

ederal R
eserve B

oard

米
国
連
邦
準
備
制
度
理
事
会
）
は
二
〇
一
二
年
一
二
月
一
四
日
米
国
内
で
事
業
展
開
す
る
大
手
外
国
銀
行

に
対
す
る
規
制
強
化
策
を
ま
と
め
、
米
国
内
外
の
総
資
産
五
〇
〇
億
ド
ル
以
上
の
外
銀
の
一
部
に
中
間
持
株
会
社
（im

m
ediate stock 

holding com
pany IH

C

）
設
立
を
義
務
付
け
、
米
銀
持
株
会
社
と
同
様
の
自
己
資
本
基
準
を
求
め
る
こ
と
を
骨
子
と
す
る
（
二
〇
一
五
年
七

月
一
日
施
行
）。
必
要
資
本
の
計
算
に
は
国
際
展
開
す
る
銀
行
の
健
全
性
を
高
め
る
た
め
の
新
自
己
資
本
規
制
で
あ
る
バ
ー
ゼ
ル
Ⅲ
を
適
用

す
る
と
し
、
私
見
で
あ
る
が
、
従
前
は
実
質
的
に
は
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
な
ど
バ
ー
ゼ
ル
規
制
と
類
似
内
容
の
規
制
導
入
を
図
っ
て
き

て
は
い
た
も
の
の
、
直
接
適
用
に
は
消
極
的
で
あ
っ
た
Ｆ
Ｒ
Ｂ
が
国
際
金
融
規
制
と
平
仄
を
図
る
方
向
性
に
転
換
し
つ
つ
あ
る
こ
と
が
窺

え
よ
う
か

（
3
）

。

国
際
不
正
取
引
に
関
し
て
は
、
二
〇
一
一
年
七
月
一
日
英
国
賄
賂
防
止
法
（U

K
 B

ribery A
ct

）
が
施
行
さ
れ

（
4
）

、
法
人
の
罪
（C

orporate 

O
ff ence

）
と
し
て
企
業
が
賄
賂
防
止
を
図
ら
な
い
こ
と
自
体
を
犯
罪
化
す
る
な
ど
、
米
国
海
外
汚
職
行
為
防
止
法
（F

oreign C
orrupt 

P
ractices A

ct F
C
P
A
 

一
九
七
七
年
施
行
）
に
比
し
、
広
範
な
規
定
と
な
っ
て
お
り
、
域
外
適
用
も
議
論
が
さ
れ
る

（
5
）

。
国
際
不
正
取
引
に
関

す
る
グ
ロ
ー
バ
ル
・
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
体
制
と
内
部
統
制
等
の
考
察
が
重
要
と
な
る

（
6
）

。

3
．
国
際
取
引
に
お
け
る
域
外
適
用
の
ル
ー
ル
統
一
化
の
必
要
性
│
予
測
可
能
性
と
国
益
│

域
外
適
用
に
関
し
て
は
、
国
際
金
融
法
制
な
ど
国
際
取
引
法
の
様
々
な
局
面
で
議
論
を
呼
ん
で
き
て
い
る
。
ボ
ー
ダ
ー
レ
ス
な
金
融
規

制
の
強
化
・
統
一
や
米
国
金
融
規
制
改
革
法
の
域
外
適
用
等
を
背
景
に
、
新
た
な
法
制
度
の
収
斂
の
動
き
に
繋
が
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

バ
ー
ゼ
ル
Ⅲ
規
制
は
元
来
グ
ロ
ー
バ
ル
規
制
で
あ
り
、
国
内
法
で
あ
る
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
に
し
て
も
域
外
適
用
を
通
じ
各
国
国
内
法

制
の
整
備
を
促
す
要
素
が
あ
る
。
金
融
取
引
は
国
境
を
超
え
て
進
展
し
、
金
融
規
制
の
統
一
的
な
浸
透
は
当
然
で
も
あ
ろ
う
。
ド
ッ
ド
・

フ
ラ
ン
ク
法
の
域
外
適
用
と
一
律
規
制
に
は
、
差
別
的
跛
行
性
の
存
在
な
ど
も
あ
っ
て
、
批
判
も
出
さ
れ
る

（
7
）

。
今
後
は
司
法
権
・
司
法
判

三
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（
四
）

断
の
域
外
適
用
、
執
行
・
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
を
含
め
、
国
際
管
轄
権
の
議
論
と
も
併
せ
て
、
予
測
可
能
性
を
持
た
せ
た
理
論
的
統
一

性
確
立
と
法
秩
序
形
成
に
向
け
、
解
決
に
向
け
た
模
索
が
続
く
も
の
と
み
ら
れ
る
。

以
下
で
は
、
域
外
適
用
の
ル
ー
ル
統
一
化
に
向
け
て
、
従
前
よ
り
域
外
適
用
の
問
題
が
論
じ
ら
れ
て
き
た
独
占
禁
止
法
、
米
国
証
券
取

引
法
に
お
け
る
議
論
な
ど
を
参
照
し
、
さ
ら
に
国
際
取
引
法
分
野
全
般
に
お
け
る
域
外
適
用
に
係
る
課
題
と
展
望
を
考
察
し
た
い
。

二
．
独
占
禁
止
法
に
お
け
る
域
外
適
用

1
．
独
占
禁
止
法
に
み
る
域
外
適
用
と
国
際
取
引
・
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
領
域
へ
の
示
唆

（
1
）
独
占
禁
止
法
に
例
を
み
る
域
外
適
用
問
題
の
解
消　

国
際
取
引
に
お
け
る
域
外
適
用
に
関
す
る
統
一
ル
ー
ル
の
形
成
は
容
易
で

な
い
。
国
際
取
引
自
体
、
多
様
性
を
有
し
、
新
し
く
複
雑
な
経
済
社
会
の
変
貌
を
受
け
、
ま
す
ま
す
困
難
さ
が
際
立
っ
て
き
て
い
る
。

域
外
適
用
問
題
に
関
し
て
は
、
独
禁
法
に
関
す
る
変
貌
ぶ
り
が
先
駆
的
経
験
と
し
て
参
考
と
な
り
得
る
。
当
初
、
カ
ル
テ
ル
の
行
わ
れ

た
場
所
、
あ
る
い
は
効
果
の
発
生
に
重
き
を
置
く
こ
と
の
相
違
か
ら
、
属
地
主
義
と
効
果
主
義
の
対
立
が
あ
り
、
我
が
国
も
属
地
主
義
の

立
場
で
米
国
な
ど
の
主
張
す
る
効
果
主
義
に
基
づ
く
域
外
適
用
の
拡
大
傾
向
に
対
峙
し
て
い
た
が
、
一
九
八
九
年
ベ
ル
リ
ン
の
壁
の
崩
壊

以
降
、
旧
共
産
圏
諸
国
も
独
禁
法
を
広
く
制
定
す
る
に
至
り
、
情
勢
が
大
き
く
変
化
す
る
こ
と
に
な
る
。
即
ち
、
経
済
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
、

米
国
以
外
の
独
禁
法
の
執
行
の
活
発
化
を
受
け
て
、
米
国
に
よ
る
域
外
適
用
の
対
応
が
積
極
的
礼
譲
と
呼
ば
れ
る
形
に
変
化
す
る
に
至
る
。

一
九
九
一
年
米
国
Ｅ
Ｕ
独
禁
法
協
力
協
定
に
象
徴
さ
れ
る
と
お
り
、
企
業
は
進
出
国
に
備
わ
る
独
禁
法
を
上
手
く
扱
う
こ
と
が
先
ず
は
重

要
で
あ
り
、
機
能
し
な
い
場
合
に
米
国
の
独
禁
法
の
域
外
適
用
を
及
ぼ
す
考
え
方
で
あ
る
。
加
え
て
近
年
で
は
、
リ
ニ
エ
ン
シ
ー
制
度
の

世
界
的
普
及
か
ら
、
カ
ル
テ
ル
規
制
に
お
け
る
国
際
協
力
が
容
易
に
な
り
、
主
要
国
は
共
通
資
料
に
よ
り
審
査
協
力
も
図
る
こ
と
が
可
能

四



国
際
取
引
に
お
け
る
域
外
適
用
ル
ー
ル
統
一
化
な
ら
び
に
秩
序
形
成
に
向
け
て
（
藤
川
）

（
五
）

と
な
っ
て
い
る
。
企
業
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
利
用
し
た
制
度
設
計
が
域
外
適
用
問
題
を
解
消
し
た
こ
と
に
な
る

（
8
）

。
Ｅ
Ｕ
、
連
邦
国
家
で

は
、
域
外
企
業
へ
の
法
適
用
が
容
易
な
制
度
を
採
用
し
、
競
争
制
限
の
た
め
、
効
果
主
義
は
当
然
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て

い
る
と
い
え
、
企
業
サ
イ
ド
と
し
て
は
国
際
的
な
ベ
ス
ト
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
へ
の
対
応
が
求
め
ら
れ
よ
う
。

（
2
）
国
際
取
引
・
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
領
域
へ
の
示
唆　

独
禁
法
領
域
に
お
け
る
域
外
適
用
問
題
の
解
消
過
程
に
鑑
み
る
と
、
効
果

主
義
を
当
然
視
し
、
法
規
制
が
各
国
に
共
通
ル
ー
ル
と
し
て
確
立
し
た
こ
と
が
背
景
と
な
っ
て
い
る
。
翻
っ
て
国
際
金
融
取
引
、
海
外
不

正
競
争
防
止
な
ど
の
国
際
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
の
領
域
で
は
、
私
見
で
あ
る
が
、
独
禁
法
分
野
と
異
な
り
、
今
後
域
外
適
用
問
題
が
大
き

く
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
く
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
、
各
国
の
法
規
制
の
整
備
・
共
通
化
の
進
展
を
前
提
に
、
域
外
適
用
問
題
の
統
一
化

に
向
け
た
動
き
も
出
て
く
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
か
。
米
国
ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
に
し
て
も
英
国
・
米
国
で
類
似
の
動
き
を
み
せ
て
い
る
が
、

我
が
国
で
は
官
民
挙
げ
て
個
別
の
背
景
・
事
情
の
相
違
を
強
調
し
、
単
純
な
受
け
入
れ
に
は
ほ
ど
遠
い
状
況
で
あ
る
。
一
層
の
規
制
強
化

に
進
む
と
し
て
も
、
規
制
自
体
の
一
律
化
に
向
か
う
と
は
限
ら
な
い
と
み
ら
れ
よ
う
。

独
禁
法
域
に
お
け
る
域
外
適
用
問
題
の
考
え
方
と
の
整
合
性
も
検
討
課
題
と
な
ろ
う
が
、
こ
う
し
た
国
際
取
引
分
野
で
は
、
今
後
域
外

適
用
問
題
が
ま
す
ま
す
際
立
ち
、
域
外
適
用
問
題
の
事
実
上
解
消
し
た
と
さ
れ
る
独
禁
法
分
野
と
は
ま
た
異
な
る
統
一
ル
ー
ル
化
へ
の
模

索
が
進
め
ら
れ
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

2
．
独
占
禁
止
法
の
域
外
適
用

（
1
）
独
占
禁
止
法
の
域
外
適
用
に
関
す
る
議
論　

独
占
禁
止
法
の
域
外
適
用
に
関
す
る
議
論
に
つ
い
て
、
考
察
を
進
め
て
み
る
と
、

域
外
適
用
の
問
題
に
関
し
て
は
、
従
来
は
主
と
し
て
独
禁
法
に
関
連
し
て
考
察
が
進
め
ら
れ
て
き
た
。
独
占
禁
止
法
の
域
外
適
用
に
関
す

る
課
題
は
、
立
法
管
轄
権
に
つ
い
て
効
果
主
義
に
基
づ
く
管
轄
権
原
則
の
確
立
、
二
国
間
協
力
協
定
に
よ
る
競
争
当
局
間
の
協
力
体
制
の

五



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
一
号
（
二
〇
一
三
年
六
月
）

（
六
）

整
備
、
役
割
を
終
え
た
独
占
禁
止
法
六
条
の
廃
止
で
あ
り
、
国
際
取
引
に
対
す
る
法
適
用
の
問
題
で
あ
る
。
国
外
の
行
為
に
つ
い
て
自
国

競
争
法
規
定
を
適
用
で
き
る
か
と
い
う
立
法
管
轄
権
原
則
に
は
、
国
内
で
行
わ
れ
る
行
為
に
適
用
で
き
る
属
地
主
義
、
主
要
な
行
為
が
国

内
で
行
わ
れ
た
場
合
に
行
為
全
体
に
つ
い
て
適
用
で
き
る
客
観
的
属
地
主
義
、
国
外
で
行
わ
れ
る
行
為
が
国
内
に
実
質
的
な
効
果
を
有
す

る
場
合
に
国
外
行
為
に
つ
い
て
適
用
で
き
る
効
果
主
義
が
あ
る
が
、
一
九
九
〇
年
代
以
降
の
世
界
的
な
流
れ
は
効
果
主
義
に
収
斂
し
た
と

い
え
る

（
9
）

。

立
法
管
轄
権
は
、
競
争
法
の
管
轄
権
原
則
に
つ
い
て
国
際
的
に
効
果
主
義
が
採
用
さ
れ
る
中
で
、
各
国
が
国
内
法
で
あ
る
競
争
法
を
構

成
す
る
中
核
規
定
に
つ
い
て
の
管
轄
権
原
則
を
い
か
に
解
釈
す
る
か
を
意
味
す
る
。
明
文
で
域
外
適
用
の
有
無
が
規
定
さ
れ
れ
ば
優
先
す

る
。
国
際
的
ル
ー
ル
は
、
自
国
市
場
に
直
接
的
、
実
質
的
お
よ
び
予
測
可
能
な
効
果
を
及
ぼ
す
と
き
に
適
用
で
き
る
と
解
さ
れ
、
我
が
国

も
同
じ
流
れ
に
沿
っ
て
い
る
。
①
自
国
市
場
に
実
質
的
効
果
を
及
ぼ
す
こ
と
を
意
図
し
て
行
わ
れ
、
自
国
市
場
に
実
質
的
な
効
果
を
及
ぼ

し
て
い
る
と
き
に
自
国
競
争
法
が
適
用
さ
れ
る
基
準
、
②
自
国
市
場
に
効
果
を
及
ぼ
す
こ
と
が
当
初
か
ら
意
図
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
な

い
海
外
の
行
為
で
も
、
自
国
市
場
に
直
接
的
、
実
質
的
か
つ
予
測
可
能
な
効
果
を
及
ぼ
し
て
い
る
と
き
に
自
国
競
争
法
が
適
用
さ
れ
る
基

準
の
二
つ
が
あ
る
。

米
国
反
ト
ラ
ス
ト
法
（A

ntitrust L
aw

）
の
域
外
適
用
に
つ
き
、
一
九
八
二
年
外
国
取
引
反
ト
ラ
ス
ト
改
善
法
（T

he F
oreign T

rade 

A
ntitrust Im

provem
ents A

ct F
T
A
IA

）
制
定
お
よ
び
一
九
九
三
年
ハ
ー
ト
フ
ォ
ー
ド
火
災
保
険
会
社
（T

he H
artford

）
事
件
最
高
裁
判

決
、
一
九
九
五
年
司
法
省
・
連
邦
取
引
委
員
会
「
国
際
的
事
業
活
動
に
関
す
る
反
ト
ラ
ス
ト
法
執
行
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
に
よ
り
現
行
ル
ー

ル
が
明
確
化
さ
れ
、
事
物
管
轄
権
に
つ
い
て
は
輸
入
取
引
ま
た
は
輸
入
通
商
に
関
す
る
行
為
は
従
前
通
り
判
例
法
に
よ
り
決
定
さ
れ
、
輸

入
取
引
・
輸
入
通
商
に
関
す
る
行
為
以
外
に
外
国
で
行
わ
れ
る
行
為
は
Ｆ
Ｔ
Ａ
Ｉ
Ａ
に
よ
り
規
律
さ
れ
る

（
10
）

。
米
国
で
は
一
九
四
五
年
ア
ル

六



国
際
取
引
に
お
け
る
域
外
適
用
ル
ー
ル
統
一
化
な
ら
び
に
秩
序
形
成
に
向
け
て
（
藤
川
）

（
七
）

コ
ア
事
件
（A

lcoa C
ase

）
で
米
国
通
商
に
実
質
的
効
果
を
及
ぼ
す
こ
と
を
意
図
し
、
か
つ
実
際
に
効
果
が
及
ん
だ
場
合
反
ト
ラ
ス
ト
法

が
適
用
さ
れ
る
と
し
て
効
果
主
義
を
適
用
し
た
。
ハ
ー
ト
フ
ォ
ー
ド
事
件
で

（
11
）

、
外
国
の
法
律
が
米
国
法
が
禁
止
す
る
や
り
方
で
行
動
す
る

こ
と
を
義
務
付
け
ま
た
は
強
制
す
る
場
合
以
外
は
反
ト
ラ
ス
ト
法
を
適
用
で
き
る
と
す
る
。

Ｅ
Ｃ
競
争
法
の
域
外
適
用
に
つ
き
ウ
ッ
ド
パ
ル
プ
（W

ood P
ulp

）
事
件
判
決
（
一
九
八
八
年
）
は
、
Ｅ
Ｃ
競
争
法
の
管
轄
権
は
Ｅ
Ｃ
域

外
で
形
成
さ
れ
Ｅ
Ｃ
域
内
で
実
行
さ
れ
た
行
為
に
及
ぶ
こ
と
、
Ｅ
Ｃ
域
外
で
締
結
さ
れ
た
協
定
等
に
つ
い
て
、
当
該
商
品
が
Ｅ
Ｃ
域
内
で

販
売
さ
れ
た
場
合
に
Ｅ
Ｃ
競
争
法
の
管
轄
権
が
及
ぶ
こ
と
、
参
加
事
業
者
が
Ｅ
Ｃ
内
販
売
に
お
い
て
子
会
社
、
支
店
、
代
理
店
等
を
介
さ

ず
、
Ｅ
Ｃ
内
の
購
買
者
に
直
接
販
売
す
る
場
合
に
も
原
則
と
し
て
管
轄
権
が
及
ぶ
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
Ｅ
Ｃ
域
外
に
お
け
る
行
為
に
つ

い
て
Ｅ
Ｃ
競
争
法
の
管
轄
を
認
め
る

（
12
）

。

競
争
法
の
域
外
適
用
は
外
国
・
国
内
企
業
に
関
係
な
く
、
主
要
な
違
反
行
為
が
国
外
で
行
わ
れ
た
場
合
に
影
響
を
受
け
た
国
が
自
国
法

を
適
用
す
る
も
の
で
、
違
反
行
為
は
ど
こ
ま
で
を
指
す
の
か
が
議
論
と
な
り
、
カ
ル
テ
ル
の
場
合
は
合
意
の
会
合
、
実
施
の
会
合
、
そ
の

後
の
販
売
等
の
行
為
ま
で
違
反
行
為
に
含
ま
れ
る
か
は
定
説
が
な
い
。
企
業
結
合
に
つ
い
て
は
結
合
手
続
が
完
了
す
る
ま
で
は
違
反
行
為

に
含
ま
れ
る
が
、
合
併
企
業
が
販
売
す
る
こ
と
ま
で
違
反
行
為
に
含
ま
れ
る
か
も
定
説
は
な
い
。

比
較
法
的
に
域
外
適
用
事
例
は
圧
倒
的
に
米
国
事
例
が
多
く
、
大
陸
法
の
一
般
の
域
外
適
用
と
は
分
け
て
議
論
す
る
べ
き
と
さ
れ
る
。

我
が
国
独
占
禁
止
法
の
域
外
適
用
に
つ
い
て
、
公
的
枠
組
み
、
基
本
的
な
考
え
方
は
大
陸
法
的
な
考
え
方
を
取
る
べ
き
こ
と
が
指
摘
さ
れ

て
い
る
。
効
果
主
義
に
基
づ
く
立
法
管
轄
権
の
確
立
と
六
条
の
廃
止
が
課
題
と
な
り
、
我
が
国
に
お
い
て
効
果
主
義
に
基
づ
く
立
法
管
轄

権
原
則
を
採
り
、
文
書
送
達
規
定
を
整
備
し
、
効
果
主
義
に
基
づ
く
立
法
管
轄
権
を
確
立
す
る
こ
と
が
提
唱
さ
れ
る

（
13
）

。
個
別
の
限
界
事
例

処
理
の
難
点
と
し
て
、
国
内
法
の
独
占
禁
止
法
の
要
件
解
釈
で
適
切
に
運
用
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
国
際
法
的
概
念
を
使
用
し
な
い
で
処
理

七



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
一
号
（
二
〇
一
三
年
六
月
）

（
八
）

で
き
る
。
ま
た
排
除
措
置
命
令
等
を
海
外
で
執
行
で
き
な
い
こ
と
が
大
前
提
で
、
ど
の
よ
う
な
内
容
の
命
令
が
で
き
る
か
と
い
う
難
し
さ

も
あ
る
。

（
2
）
我
が
国
の
独
禁
法
域
外
適
用
ル
ー
ル　

我
が
国
の
独
禁
法
域
外
適
用
ル
ー
ル
に
関
し
て
は
公
正
取
引
委
員
会
の
公
式
見
解
、
独

禁
法
分
野
の
判
例
も
な
く
、
客
観
的
属
地
主
義
あ
る
い
は
効
果
主
義
の
立
場
を
明
確
に
し
て
い
な
か
っ
た

（
14
）

。
理
由
の
一
つ
と
し
て
文
書
送

達
規
定
の
存
在
が
挙
げ
ら
れ
る
。
外
国
送
達
を
認
め
る
民
訴
法
の
準
用
規
定
が
独
禁
法
に
欠
け
て
お
り
、
反
対
解
釈
と
し
て
外
国
送
達
は

で
き
な
い
と
解
さ
れ
、
立
法
管
轄
権
の
範
囲
を
議
論
す
る
意
味
合
い
が
な
か
っ
た
た
め
で
あ
る
。
外
国
企
業
に
対
す
る
文
書
送
達
規
定

（
七
〇
条
の
一
七
、
七
〇
条
の
一
八
）
を
改
正
し
、
外
国
企
業
に
管
轄
権
を
及
ぼ
す
こ
と
が
可
能
と
な
る
場
合
が
拡
大
し
た
が
、
手
続
管
轄
権

拡
大
に
よ
り
我
が
国
の
立
法
管
轄
権
が
事
実
上
拡
大
し
た
と
把
握
で
き
る

（
15
）

。

独
禁
法
分
野
で
効
果
主
義
が
拡
大
し
た
他
の
理
由
は
企
業
結
合
の
事
前
届
出
制
度
の
普
及
で
あ
る
。
届
出
義
務
を
課
す
場
合
、
当
該
企

業
に
立
法
管
轄
権
が
及
ぶ
こ
と
が
前
提
と
な
る
。
外
国
企
業
に
よ
る
外
国
企
業
の
在
外
資
産
ま
た
は
株
式
取
得
（
外
国
対
外
国
取
引
）
に
対

し
て
届
出
義
務
を
及
ぼ
す
た
め
に
は
効
果
主
義
に
よ
る
こ
と
に
な
る
。
二
〇
一
〇
年
一
月
以
降
は
対
日
輸
出
額
で
み
た
国
内
売
上
額
を
基

準
に
届
出
義
務
を
課
す
こ
と
と
な
り
、
対
日
輸
出
金
額
が
大
き
い
こ
と
を
根
拠
に
我
が
国
市
場
に
効
果
が
及
ぶ
と
す
る
効
果
主
義
に
よ
り
、

外
国
企
業
に
届
出
義
務
を
課
し
て
い
る
と
説
明
す
る
こ
と
に
な
る

（
16
）

。

次
に
六
条
の
存
在
意
義
が
検
討
さ
れ
る
。
六
条
は
国
内
事
業
者
の
み
を
名
宛
人
と
し
て
排
除
措
置
命
令
を
行
う
こ
と
を
可
能
と
す
る
独

自
規
定
で
あ
る
。
当
面
、
三
条
等
の
補
完
規
定
と
し
て
利
用
す
る
前
提
で
、
六
条
規
定
を
存
続
さ
せ
る
意
義
は
あ
ろ
う

（
17
）

。
八



国
際
取
引
に
お
け
る
域
外
適
用
ル
ー
ル
統
一
化
な
ら
び
に
秩
序
形
成
に
向
け
て
（
藤
川
）

（
九
）

三
．
米
国
証
券
取
引
所
法
の
域
外
適
用

1 

．
米
国
証
券
所
法 10b-5 

の
域
外
適
用
と
統
一
ル
ー
ル
の
提
案
│
属
地
主
義
の
拡
張
、
主
観
的
属
地
主
義
お
よ
び
客
観
的
属
地
主
義
、

国
際
私
法
的
な
法
の
抵
触
・
準
拠
法
選
択
│

（
1
）
米
国
証
券
所
法 10b-5 

の
域
外
適
用
と
主
観
的
属
地
主
義
お
よ
び
客
観
的
属
地
主
義　

独
占
禁
止
法
領
域
以
外
に
お
け
る
域
外

適
用
の
法
制
度
と
し
て
、
一
九
三
四
年
米
国
証
券
取
引
所
法
（the S

ecurities E
xchange A

ct of 1934

）
一
〇
条
⒝
お
よ
び
証
券
取
引
委

員
会
規
則 10b-5 

に
つ
い
て
考
察
し
て
お
き
た
い
。
一
九
三
四
年
米
国
証
券
取
引
所
法
一
〇
条
⒝
お
よ
び
規
則 10b-5 

の
域
外
適
用
に
お

い
て
、
米
国
裁
判
所
は
属
地
主
義
の
拡
張
と
し
て
、
主
観
的
属
地
主
義
お
よ
び
客
観
的
属
地
主
義
を
根
拠
と
し
て
い
る
。
独
禁
法
の
域
外

適
用
は
行
為
と
効
果
の
関
係
が
具
体
的
で
明
白
な
も
の
で
な
く
、
客
観
的
属
地
主
義
に
よ
り
正
当
化
さ
れ
な
い
。
域
外
適
用
の
限
界
と
し

て
他
国
の
経
済
政
策
と
衝
突
し
、
そ
の
国
に
対
す
る
干
渉
と
な
り
、
国
際
法
違
反
と
な
る
可
能
性
を
指
摘
さ
れ
、
規
則 10b-5 

の
域
外
適

用
に
関
す
る
司
法
判
断
に
疑
問
も
呈
さ
れ
る

（
18
）

。
今
後
ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
な
ど
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
関
連
の
域
外
適
用
を
検
討
す
る
に

当
た
り
、
こ
う
し
た
議
論
は
参
考
と
な
ろ
う
。

国
際
的
企
業
活
動
に
対
す
る
経
済
法
的
規
制
の
域
外
適
用
に
つ
い
て
は
、
管
轄
権
に
関
す
る
国
際
法
の
原
則
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

国
家
に
自
国
の
正
当
な
利
益
が
関
係
す
る
場
合
に
管
轄
権
を
域
外
的
に
行
使
す
る
権
利
が
認
め
ら
れ
る
が
、
他
国
の
管
轄
権
の
行
使
に
対

す
る
干
渉
と
な
る
権
利
行
使
は
権
利
の
濫
用
に
な
る

（
19
）

。

米
国
の
連
邦
の
証
券
に
関
す
る
法
律
の
う
ち
、
証
券
法
（the S

ecurities A
ct of 1934

）、
証
券
取
引
所
法
（the S

ecurities E
xchange 

A
ct of 1934

）
お
よ
び
投
資
会
社
法
（the Investm

ent C
om

pany A
ct of 1940

）
の
三
つ
が
米
国
の
証
券
取
引
規
制
の
基
礎
を
形
成
し
て
い

九



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
一
号
（
二
〇
一
三
年
六
月
）

（
一
〇
）

る
。
証
券
法
は
証
券
の
発
行
市
場
を
規
制
し
、
証
券
取
引
所
法
は
証
券
の
流
通
市
場
を
規
制
す
る
。
投
資
会
社
法
は
、
ミ
ュ
ー
チ
ュ
ア

ル
・
フ
ァ
ン
ド
（m

utual fund

）
と
呼
ば
れ
る
オ
ー
プ
ン
・
エ
ン
ド
型
投
資
会
社
の
活
動
を
主
に
規
制
す
る
。
こ
れ
ら
の
法
律
は
、
準
立

法
・
準
司
法
機
能
を
持
つ
独
立
行
政
委
員
会
で
連
邦
の
全
証
券
取
引
規
制
を
担
う
証
券
取
引
委
員
会
（the S

ecurities E
xchange and 

C
om

m
ission

）
に
よ
り
執
行
さ
れ
る
。
証
券
法
五
条
（
登
録
）、
同
一
二
条
（
民
事
責
任
）、
同
一
七
条
（
不
正
な
州
際
取
引
）、
証
券
取
引
所

法
三
条
⒜
項
⑫
（
適
用
除
外
証
券
の
定
義
）、
七
条
⒡
項
（
証
拠
金
所
要
率
）、
九
条
（
相
場
の
操
縦
）、
一
〇
条
（
相
場
操
縦
的
お
よ
び
詐
欺
的
策

略
）、
一
二
条
⒢
項
③
（
外
国
発
行
者
の
登
録
）、
一
五
条
⒜
項
（
ブ
ロ
ー
カ
ー
お
よ
び
デ
ィ
ー
ラ
ー
の
登
録
お
よ
び
規
制
）、
三
〇
条
⒝
項
（
外
国

証
券
取
引
所
）、
投
資
会
社
法
七
条
（
外
国
投
資
会
社
の
登
録
）
な
ど
が
国
際
的
証
券
取
引
に
関
係
す
る
。

域
外
適
用
に
関
し
、
管
轄
権
に
つ
い
て
国
際
法
の
原
則
と
の
関
係
で
問
題
に
な
る
の
は
証
券
取
引
所
法
一
〇
条
⒝
項
お
よ
び
規

則 10b-5 

で
あ
る
。
規
則 10b-5 

は
、
証
券
取
引
所
法
一
〇
条
⒝
項
に
基
づ
き
、
一
九
四
二
年
証
券
取
引
委
員
会
に
よ
り
制
定
さ
れ
て
い

る
。
本
来
、
証
券
取
引
委
員
会
に
一
定
の
権
能
を
付
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
、
規
則
に
違
反
す
る
詐
欺
的
不
正
行
為
に
よ
り
損
害
を
受

け
た
私
人
が
同
規
則
に
基
づ
き
損
害
賠
償
請
求
の
訴
え
を
提
起
で
き
る
こ
と
を
目
的
と
し
な
か
っ
た
が
、
一
九
四
六
年K

ardon v. 

N
ational G

ypsum
 C

o. 

事
件
判
決
に
お
い
て
、
民
事
責
任
の
明
文
規
定
が
な
く
て
も
黙
示
的
責
任
（im

plied liability

）
が
規
則 10b-

5 

に
基
づ
い
て
認
め
ら
れ
、
以
後
は
多
く
の
民
事
上
の
訴
え
が
提
起
さ
れ
て
い
る
。
包
括
的
裁
判
管
轄
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
、
訴
訟
費
用

の
担
保
が
不
要
で
あ
る
こ
と
、
出
訴
期
限
が
長
い
こ
と
、
弁
護
士
費
用
に
つ
い
て
取
扱
い
が
有
利
な
こ
と
、
損
害
賠
償
の
他
に
取
消
の
請

求
も
認
め
ら
れ
る
こ
と
、
当
事
者
関
係
（privity

）
の
必
要
性
が
緩
和
さ
れ
る
こ
と
、
広
範
な
行
為
を
対
象
と
で
き
る
こ
と
な
ど
利
点
が

あ
り
、
広
く
活
用
さ
れ
、
証
券
業
者
の
不
公
正
取
引
、
売
買
当
事
者
間
の
詐
欺
、
証
券
分
売
上
の
詐
欺
、
粉
飾
決
算
、
株
式
公
開
買
付

（tender off er

）、
合
併
、
営
業
譲
渡
、
会
社
資
産
の
不
当
処
分
、
内
部
者
取
引
な
ど
の
事
例
に
お
い
て
規
則 10b-5 

が
適
用
さ
れ
る
。

一
〇



国
際
取
引
に
お
け
る
域
外
適
用
ル
ー
ル
統
一
化
な
ら
び
に
秩
序
形
成
に
向
け
て
（
藤
川
）

（
一
一
）

一
般
に
経
済
法
的
規
制
は
行
政
法
規
制
お
よ
び
刑
事
責
任
追
及
に
よ
る
公
法
的
規
制
と
損
害
賠
償
請
求
と
い
う
私
法
的
規
制
が
含
ま
れ
、

証
券
取
引
の
特
質
上
、
詐
欺
禁
止
措
置
と
し
て
開
示
制
度
な
ど
の
予
防
措
置
と
と
も
に
不
正
行
為
に
対
し
て
罰
則
と
損
害
賠
償
責
任
が
課

さ
れ
る
。
規
則 10b-5 

に
よ
る
私
的
訴
訟
の
よ
う
に
民
事
責
任
追
及
を
容
易
に
し
、
損
害
を
受
け
た
者
の
救
済
と
不
正
行
為
を
行
う
者
に

対
す
る
威
嚇
と
し
て
証
券
取
引
規
制
強
化
を
図
っ
て
い
る
。
証
券
取
引
所
法
一
〇
条
⒝
項
・
規
則 10b-5 

の
域
外
適
用
の
明
示
的
規
定
は

な
い
が
、
域
外
適
用
の
意
図
が
明
確
で
あ
れ
ば
、
国
際
法
に
反
す
る
も
の
で
も
米
国
裁
判
所
は
意
図
に
従
う
。
意
図
が
不
明
確
な
場
合
に

は
、
従
前
は
国
家
の
主
権
的
独
立
に
基
づ
く
管
轄
権
の
排
他
性
に
厳
格
に
従
い
域
外
適
用
を
認
め
な
か
っ
た
が
、
国
際
経
済
活
動
の
増
大

に
伴
い
、
法
目
的
の
達
成
の
た
め
に
域
外
適
用
が
必
要
で
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
、
制
定
法
は
原
則
と
し
て
は
域
外
適
用
が
否
定
さ
れ
る

と
推
定
さ
れ
る
も
の
の
、
黙
示
的
に
意
図
さ
れ
る
と
解
釈
で
き
れ
ば
域
外
適
用
を
肯
定
す
る

（
20
）

。
議
会
の
黙
示
的
意
図
を
推
量
し
て
域
外
適

用
を
行
う
場
合
に
は
国
際
法
に
従
っ
て
行
わ
れ
る
。

こ
う
し
た
証
券
取
引
法

（
21
）

の
域
外
適
用
の
根
拠
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
一
般
的
な
管
轄
権
原
則
で
あ
る
属
地
主
義
の
拡
張
で
あ
る
。
属

地
主
義
は
国
家
主
権
に
基
づ
く
自
国
領
域
に
対
す
る
排
他
的
支
配
を
根
拠
と
し
、
規
則 10b-5 

の
域
外
適
用
で
は
米
国
裁
判
所
は
主
観
的

属
地
主
義
お
よ
び
客
観
的
属
地
主
義
を
根
拠
と
し
て
い
る
。

施
行
機
関
が
下
す
命
令
の
域
外
的
な
効
力
に
つ
い
て
、
独
禁
法
に
関
す
る
調
査
・
訴
訟
手
続
に
お
い
て
外
国
文
書
の
提
出
命
令
、
排
除

措
置
命
令
が
下
さ
れ
た
場
合
に
問
題
が
生
じ
る
。
証
券
取
引
委
員
会
は
一
定
の
調
査
権
を
持
ち
、
文
書
提
出
を
求
め
る
召
喚
令
状
を
発
す

る
こ
と
も
で
き
（
証
券
取
引
所
法
二
一
条
⒝
項
）、
独
禁
法
と
同
じ
間
題
が
生
じ
得
る
。
証
券
取
引
委
員
会
が
外
国
子
会
社
を
持
つ
米
国
会

社
に
対
し
、
子
会
社
保
管
の
文
書
提
出
を
命
令
す
る
こ
と
は
正
当
と
さ
れ

（
22
）

る
（
23
）

。

（
2
）
主
観
的
属
地
主
義
に
基
づ
く
域
外
適
用　

Ｓ
Ｅ
Ｃ
（
米
国
証
券
取
引
委
員
会
）
の
主
張
に
従
え
ば
、
行
為
の
大
部
分
が
米
国
領
域
外

一
一



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
一
号
（
二
〇
一
三
年
六
月
）

（
一
二
）

で
行
わ
れ
、
被
害
者
も
米
国
領
域
外
の
者
で
も
、
詐
欺
的
不
正
行
為
に
関
連
し
州
際
通
商
の
施
設
ま
た
は
郵
便
が
使
用
さ
れ
れ
ば
リ
ス

テ
ー
ト
メ
ン
ト
（R

estatem
ent

）
に
お
け
る
領
域
内
行
為
と
し
て
領
域
内
法
律
関
係
に
関
す
る
立
法
管
轄
権
が
肯
定
さ
れ
、
規
則 10b-

5 

の
域
外
適
用
が
可
能
と
な
る
。
裁
判
所
も
、
国
際
法
上
、
何
ら
か
の
行
為
が
領
域
内
で
行
わ
れ
れ
ば
主
観
的
属
地
主
義
に
基
づ
き
域
外

適
用
が
可
能
と
解
し
、
明
示
的
規
定
が
な
い
と
き
は
議
会
は
国
際
法
に
よ
り
許
容
の
限
界
ま
で
法
律
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
を
意
図
す
る
も

の
で
な
く
、
ど
こ
ま
で
適
用
さ
れ
る
か
は
解
釈
問
題
と
す
る
。
主
観
的
属
地
主
義
の
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
・
ケ
ー
ス
と
さ
れ
るL

easco D
ate 

P
rocessing E

quip. C
orp. v. M

axw
ell

事
件
控
訴
裁
判
決
で
は
、
米
国
で
の
行
為
が
重
要
な
行
為
（signifi cant conduct

）
か
、
ま
た

は
結
果
へ
の
不
可
欠
な
連
関
（essential link

）
を
形
成
す
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い

（
24
）

。B
ersch v. D

rexel F
irestone, Inc.

事
件
、

IT
T
 v. V

encap

事
件
控
訴
裁
判
決
で
は
予
備
行
為
と
詐
欺
の
実
行
行
為
が
区
別
さ
れ
る
。

（
3
）
客
観
的
属
地
主
義
に
基
づ
く
域
外
適
用　

第
二
リ
ス
テ
ー
ト
メ
ン
ト
一
八
条
は
領
域
外
で
生
起
し
、
領
域
内
で
効
果
の
発
生
す

る
行
為
に
つ
い
て
管
轄
権
を
認
め
る
。
①
行
為
と
効
果
が
相
当
に
発
達
し
た
法
制
を
有
す
る
国
家
で
一
般
的
に
犯
罪
ま
た
は
不
法
行
為
の

構
成
要
件
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
場
合
、
②
行
為
と
効
果
が
一
般
的
に
犯
罪
ま
た
は
不
法
行
為
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
な
い
場
合
、
効

果
が
行
為
の
構
成
要
件
と
な
っ
て
い
る
こ
と
、
効
果
が
実
質
的
で
あ
る
こ
と
、
効
果
が
直
接
的
か
つ
予
見
可
能
な
結
果
で
あ
る
こ
と
、
当

該
原
則
が
相
当
に
発
達
し
た
法
制
を
有
す
る
国
々
で
一
般
に
認
め
ら
れ
た
裁
判
原
理
に
反
し
な
い
こ
と
の
充
足
を
要
件
と
し
て
、
管
轄
権

が
認
め
ら
れ
る
。S

choenbaum
 v. F

irstbrook

事
件
の
控
訴
裁
判
決
は
客
観
的
属
地
主
義
を
適
用
し
た
も
の
と
い
え
る
。
米
国
内
で
全

く
行
為
が
な
く
て
も
、
米
国
内
に
居
住
す
る
株
主
に
効
果
を
及
ぼ
す
詐
欺
的
不
正
行
為
に
は
す
べ
て
規
則 10b-5 

が
適
用
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
。
リ
ス
テ
ー
ト
メ
ン
ト
一
八
条
⒝
項
で
は
効
果
は
実
質
的
、
直
接
的
、
予
見
可
能
で
あ
る
こ
と
と
さ
れ
、
詐
欺
的
不
正
行
為
の
実
質

的
、
直
接
的
、
予
見
可
能
な
行
為
は
明
確
に
さ
れ
な
い
が
、
い
く
つ
か
の
基
準
も
示
さ
れ
る
。
Ｓ
Ｅ
Ｃ
も
客
観
的
属
地
主
義
に
基
づ
く
規

一
二



国
際
取
引
に
お
け
る
域
外
適
用
ル
ー
ル
統
一
化
な
ら
び
に
秩
序
形
成
に
向
け
て
（
藤
川
）

（
一
三
）

則 10b-5 

の
域
外
適
用
を
主
張
し
て
い
る
。

2
．
規
則 10b-5 

の
域
外
適
用
に
お
け
る
問
題
点

（
1
）
域
外
適
用
の
正
当
化　

第
一
に
、
被
害
者
が
外
国
居
住
の
外
国
人
で
あ
る
場
合
、
詐
欺
的
不
正
行
為
が
米
国
内
で
行
わ
れ
、
被

害
者
の
損
害
の
直
接
の
原
因
で
な
い
限
り
は
域
外
適
用
は
な
い
。
域
外
適
用
を
及
ぼ
す
た
め
に
は
、
予
備
行
為
の
み
な
ら
ず
、
実
行
行
為

ま
で
も
米
国
内
で
行
わ
れ
る
こ
と
が
必
要
と
な
り
、
こ
の
場
合
、
域
外
適
用
は
主
観
的
属
地
主
義
に
よ
り
正
当
化
さ
れ
る
。
第
二
に
、
被

害
者
が
外
国
居
住
の
米
国
人
の
場
合
、
損
害
発
生
に
相
当
な
程
度
寄
与
す
る
だ
け
の
相
当
に
重
要
な
行
為
が
米
国
内
で
行
わ
れ
な
い
限
り
、

域
外
適
用
は
な
い
。
米
国
内
の
予
備
行
為
は
、
外
国
居
住
の
外
国
人
の
損
害
に
関
し
て
域
外
適
用
を
認
め
る
に
十
分
で
な
い
が
、
外
国
居

住
の
米
国
人
の
損
害
に
関
し
て
は
十
分
と
な
り
、
予
備
行
為
と
実
行
行
為
を
区
別
す
る
実
益
が
あ
る
。
域
外
適
用
は
主
観
的
属
地
主
義
に

よ
り
正
当
化
さ
れ
る
。
第
三
に
、
被
害
者
が
米
国
内
居
住
者
の
場
合
は
、
詐
欺
的
不
正
行
為
に
よ
る
損
害
発
生
に
よ
り
、
行
為
は
米
国
内

で
行
わ
れ
て
い
な
く
て
も
域
外
適
用
が
あ
り
、
客
観
的
属
地
主
義
に
よ
り
正
当
化
さ
れ
る
。

行
為
ま
た
は
効
果
が
領
域
外
に
存
在
す
る
場
合
、
属
地
主
義
に
基
づ
く
管
轄
権
を
拡
張
し
、
主
観
的
属
地
主
義
ま
た
は
客
観
的
属
地
主

義
に
よ
り
域
外
適
用
が
正
当
化
さ
れ
る
た
め
に
は
、
行
為
お
よ
び
効
果
が
不
可
分
で
効
果
は
具
体
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
独
禁
法
の

域
外
適
用
に
つ
い
て
、
行
為
と
効
果
の
関
係
が
具
体
的
で
明
白
で
は
な
く
、
客
観
的
属
地
主
義
に
よ
っ
て
は
正
当
化
さ
れ
な
い
と
さ
れ
る

（
25
）

。

（
2
）
規
則 10b-5 

の
域
外
適
用
の
問
題
点
│
内
容
面
の
国
際
法
上
の
制
約
│　

主
観
的
属
地
主
義
お
よ
び
客
観
的
属
地
主
義
に
基
づ

く
規
則 10b-5 

の
域
外
適
用
の
問
題
点
と
し
て
は
、
被
害
者
の
国
籍
お
よ
び
居
住
地
、
詐
欺
的
不
正
行
為
の
場
所
お
よ
び
行
為
の
程
度
な

ら
び
に
被
害
者
に
対
す
る
有
害
な
効
果
が
考
慮
さ
れ
る
。
規
則 10b-5 

の
域
外
適
用
は
主
観
的
属
地
主
義
ま
た
は
客
観
的
属
地
主
義
に
基

づ
き
、
行
為
と
効
果
の
関
係
が
明
白
で
抽
象
的
管
轄
権
の
行
使
に
関
し
て
は
国
際
法
上
の
間
題
は
な
い
。
も
っ
と
も
域
外
適
用
の
行
わ
れ

一
三



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
一
号
（
二
〇
一
三
年
六
月
）

（
一
四
）

る
法
律
の
内
容
面
に
お
い
て
、
国
際
法
違
反
で
あ
る
場
合
に
は
管
轄
権
を
行
使
で
き
な
い
。
規
則 10b-5 

の
域
外
適
用
は
他
国
の
経
済
政

策
と
衝
突
・
干
渉
と
な
り
、
国
際
法
違
反
と
な
る
こ
と
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
米
国
裁
判
所
の
判
決
で
は
考
慮
は
全
く
な
さ
れ
ず
、

Ｓ
Ｅ
Ｃ
の
見
解
で
も
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
抽
象
的
に
国
際
法
上
管
轄
権
の
域
外
的
行
使
の
正
当
化
の
み
を
考
え
、
内
容
面
を
検
討
し
て

い
な
い
た
め
、
今
後
は
こ
う
し
た
検
討
を
加
え
て
国
際
法
に
反
す
る
場
合
は
域
外
適
用
は
否
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

（
26
）

。

3
．
手
続
管
轄
権
行
使
と
域
外
的
効
力
│
主
権
侵
害
と
法
抵
触
│

手
続
管
轄
権
行
使
は
国
家
の
主
権
独
立
性
に
基
づ
き
自
国
領
域
内
に
限
ら
れ
る
。
対
人
管
轄
権
の
要
件
、
法
律
施
行
に
あ
た
る
機
関
が

下
す
命
令
の
域
外
的
効
力
が
問
題
と
な
る

（
27
）

。
米
国
証
券
取
引
所
法
二
七
条
で
訴
訟
の
管
轄
裁
判
所
を
定
め
る
が
、
対
人
管
轄
権
の
要
件
と

し
て
被
告
が
裁
判
地
区
内
に
居
住
、
現
在
ま
た
は
事
業
を
営
む
こ
と
を
定
め
、
国
内
に
現
在
し
な
い
外
国
人
も
当
該
地
区
で
事
業
を
営
ん

で
い
れ
ば
対
人
管
轄
権
が
あ
る
。
訴
状
送
達
は
被
告
の
現
在
場
所
で
あ
れ
ば
行
う
こ
と
が
で
き
外
国
を
含
む

（
28
）

。
米
国
会
社
を
支
配
す
る
外

国
会
社
も
事
業
を
営
む
も
の
と
し
て
対
人
管
轄
権
が
及
び
、
地
区
内
で
活
動
ま
た
は
予
見
可
能
な
結
果
を
お
こ
し
た
も
の
に
も
及
ぶ

（
29
）

。
後

掲
す
る
近
時
のS

outhern P
eru

事
件
（
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
衡
平
法
裁
判
所
二
〇
一
一
年
一
〇
月
一
四
日

（
30
）

）
と
も
関
連
す
る
企
業
結
合
と
国
際
会

社
法
の
事
例
の
議
論
で
も
あ
ろ
う
。

域
外
適
用
の
法
律
施
行
機
関
が
下
す
命
令
の
域
外
的
効
力
に
つ
い
て
、
独
禁
法
に
お
い
て
調
査
ま
た
は
訴
訟
手
続
に
つ
き
外
国
に
あ
る

文
書
提
出
命
令
が
下
さ
れ
た
場
合
、
排
除
措
置
命
令
が
下
さ
れ
た
場
合
に
問
題
が
生
じ
る
。
Ｓ
Ｅ
Ｃ
は
一
定
の
調
査
権
を
有
し
、
文
書
提

出
を
求
め
る
召
喚
令
状
を
発
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
（
証
券
取
引
所
法
一
二
条
⒝
項
）。
こ
の
こ
と
か
ら
、
独
禁
法
と
同
様
な
間
題
が
生

じ
得
る
。
Ｓ
Ｅ
Ｃ
が
外
国
子
会
社
を
有
す
る
米
国
会
社
に
対
し
、
子
会
社
保
管
の
文
書
提
出
命
令
を
発
す
る
こ
と
は
正
当
と
さ
れ
る

（
31
）

。
独

禁
法
の
よ
う
に
外
国
と
紛
争

（
32
）

は
生
じ
て
い
な
い
が
、
外
国
に
あ
る
文
書
の
提
出
命
令
を
発
し
た
場
合
、
外
国
が
主
権
侵
害
と
し
て
反
対
す

一
四



国
際
取
引
に
お
け
る
域
外
適
用
ル
ー
ル
統
一
化
な
ら
び
に
秩
序
形
成
に
向
け
て
（
藤
川
）

（
一
五
）

る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。
Ｓ
Ｅ
Ｃ
は
証
券
諸
法
違
反
行
為
に
対
す
る
差
止
命
令
を
求
め
提
訴
す
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
や
は
り
外
国
に
お

け
る
行
為
に
対
す
る
場
合
、
外
国
主
権
の
侵
害
ま
た
は
法
抵
触
を
お
こ
す
こ
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。

規
則 10b-5 

の
域
外
適
用
に
つ
き
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
が
外
国
会
社
の
被
告
に
資
産
お
よ
び
議
決
権
株
式
の
処
分
禁
止
命
令
と
管
財
人
任
命
を
請

求
し
た
事
案
が
あ
り

（
33
）

、
本
国
法
律
に
お
い
て
外
国
人
で
あ
る
代
理
人
は
そ
の
国
の
会
社
に
対
す
る
権
限
を
持
つ
こ
と
が
で
き
な
い
と
定
め

て
お
り
、
管
財
人
任
命
は
で
き
な
い
と
の
申
立
に
対
し
て
、
裁
判
所
は
裁
判
所
命
令
が
外
国
領
域
で
施
行
さ
れ
る
か
の
間
題
で
あ
り
、
裁

判
で
審
理
さ
れ
て
い
る
米
国
証
券
取
引
法
違
反
が
あ
る
か
の
問
題
で
は
な
い
と
述
べ
る

（
34
）

。

4
．
国
際
私
法
的
ア
プ
ロ
ー
チ
と
経
済
政
策
実
現
│
域
外
適
用
と
統
一
ル
ー
ル
に
向
け
て
の
示
唆
│

今
後
の
域
外
適
用
に
係
る
提
案
と
し
て
、
他
国
の
経
済
政
策
に
適
切
な
考
慮
を
払
わ
な
い
と
当
該
国
に
対
す
る
干
渉
と
な
る
こ
と
を
認

識
し
つ
つ
、
国
際
法
に
違
反
す
る
こ
と
に
は
触
れ
ず
、
国
際
私
法
的
な
法
の
抵
触
・
準
拠
法
選
択
と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
の
採
用
に
よ
り
、

他
国
の
経
済
政
策
と
の
衝
突
回
避
を
図
る
べ
き
と
の
提
案
が
さ
れ
る

（
35
）

。
最
高
裁
判
例
に
よ
れ
ば

（
36
）

仲
裁
条
項
が
存
在
す
る
場
合
、
規

則 10b-5 

違
反
行
為
に
つ
い
て
も
仲
裁
条
項
が
尊
重
さ
れ
、
米
国
裁
判
所
で
審
理
さ
れ
な
い
。
仲
裁
条
項
は
法
廷
選
択
条
項
で
あ
り
、
国

際
取
引
に
対
す
る
規
則 10b-5 

適
用
に
つ
い
て
国
際
私
法
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
用
し
て
域
外
適
用
を
抑
制
す
る
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
経
済
法
的
規
制
の
域
外
適
用
に
つ
い
て
は
、
国
際
私
法
に
お
け
る
い
ず
れ
か
の
国
家
の
法
選
択
の
問
題
で
は
な
く
、
一

定
の
経
済
政
策
を
実
現
す
る
た
め
に
自
国
法
を
適
用
す
る
か
の
問
題
で
あ
り
、
他
国
の
経
済
政
策
に
干
渉
す
る
域
外
適
用
は
国
際
法
上
か

ら
許
さ
れ
な
い
と
い
え
よ
う

（
37
）

。
後
述
の
域
外
適
用
に
関
し
て
国
内
管
轄
権
の
原
則
に
付
随
す
る
国
際
法
の
他
の
原
則
か
ら
の
一
定
の
制
限

と
し
て
述
べ
ら
れ
る
三
原
則
で
あ
る
、
①
管
轄
権
の
対
象
と
管
轄
権
の
渕
源
の
間
に
実
質
的
か
つ
真
正
の
結
合
が
あ
る
こ
と
、
②
他
国
の

国
内
管
轄
権
に
属
す
る
事
項
に
干
渉
し
な
い
こ
と
、
③
適
合
性
、
相
互
性
お
よ
び
比
例
性
の
原
則
に
従
う
こ
と
の
う
ち
、
特
に
②
が
重
視

一
五



日
本
法
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第
七
十
九
巻
第
一
号
（
二
〇
一
三
年
六
月
）

（
一
六
）

さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
証
券
取
引
法
を
含
む
経
済
法
と
呼
ば
れ
る
法
分
野
で
は
、
伝
統
的
な
公
法
・
私
法
の
明
確
な
区
分
に
馴
染
ま

な
い
部
分
が
大
き
い
が
、
私
見
で
あ
る
が
、
国
際
金
融
法
制
な
ど
に
関
し
て
も
上
記
の
指
摘
が
当
て
は
ま
り
、
今
後
の
域
外
適
用
の
統
一

ル
ー
ル
形
成
に
向
け
て
重
要
な
示
唆
と
な
ろ
う
。
上
記
の
議
論
を
踏
ま
え
て
、
域
外
適
用
に
関
す
る
判
例
の
具
体
的
基
準
を
さ
ら
に
検
討

し
て
い
き
た
い
。

5
．
判
例
の
具
体
的
基
準
│
主
観
的
属
地
主
義
と
客
観
的
属
地
主
義
│

（
1
）
域
外
適
用
の
肯
定
判
例
│Leasco

判
決
、Schoenbaum

判
決
とBersch

判
決
│　

規
則 10b-5 

の
域
外
適
用
を
認
め
る
管

轄
権
の
根
拠
原
則
と
し
て
、
主
観
的
属
地
主
義
（
行
為
理
論
）
と
客
観
的
属
地
主
義
（
効
果
理
論
）
に
よ
り
、
管
轄
権
を
領
域
外
に
及
ぼ
す

こ
と
が
国
際
法
上
認
め
ら
れ
る
。
規
則 10b-5 

の
域
外
適
用
を
認
め
た
判
例
は
、S

E
C
 v. G

ulf International F
inance C

orp.

を
嚆

矢
と
し
て
、S

choenbaum
 v. F

irstbrook
、L

easco D
ate P

rocessing equipm
ent v. M

axw
ell

、B
ersch v. D

rexw
el F

irestone, 

Inc.

が
あ
る
。L

easco

判
決
は
、
主
観
的
属
地
主
義
に
基
づ
き
、
被
告
に
よ
る
米
国
内
に
お
け
る
行
為
を
理
由
と
し
て
、
外
国
に
お
い

て
行
わ
れ
た
取
引
に
米
国
法
が
適
用
さ
れ
て
い
る

（
38
）

。S
choenbaum

判
決
は
、
客
観
的
属
地
主
義
に
基
づ
く
も
の
で
、
外
国
に
お
け
る
外

国
人
の
行
為
が
米
国
人
の
利
益
を
侵
害
す
る
効
果
を
も
た
ら
し
た
こ
と
を
理
由
に
、
外
国
に
お
け
る
行
為
に
規
則 10b-5 

が
適
用
さ
れ
る

可
能
性
が
あ
る
と
さ
れ
た

（
39
）

。

B
ersch

判
決
で
は
、
以
下
の
内
容
を
示
し
、
域
外
適
用
が
認
め
ら
れ
る
基
準
と
し
て
主
観
的
属
地
主
義
と
客
観
的
属
地
主
義
を
組
み

合
わ
せ
て
い
る
。
規
則 10b-5 

は
、
①
米
国
内
の
実
質
的
に
重
要
な
行
為
ま
た
は
過
失
あ
る
不
作
為
の
有
無
に
関
わ
ら
ず
、
米
国
内
に
お

け
る
米
国
居
住
者
に
対
す
る
証
券
売
付
に
よ
り
損
害
を
被
っ
た
と
き
は
適
用
が
あ
る
。
②
外
国
に
居
住
す
る
米
国
人
へ
の
証
券
売
付
に
よ

り
被
っ
た
損
害
に
つ
い
て
は
米
国
に
お
け
る
実
質
的
に
重
要
な
行
為
ま
た
は
過
失
あ
る
不
作
為
が
相
当
な
程
度
で
損
害
に
寄
与
し
た
と
き

一
六



国
際
取
引
に
お
け
る
域
外
適
用
ル
ー
ル
統
一
化
な
ら
び
に
秩
序
形
成
に
向
け
て
（
藤
川
）

（
一
七
）

に
限
り
適
用
が
あ
る
。
③
米
国
外
に
お
け
る
外
国
人
へ
の
証
券
売
付
に
よ
り
被
っ
た
損
害
に
つ
い
て
は
、
米
国
内
に
お
け
る
行
為
ま
た
は

過
失
あ
る
不
為
が
損
害
の
直
接
的
原
因
で
あ
る
と
き
を
除
き
適
用
が
な
い

（
40
）

。
在
外
外
国
人
が
被
っ
た
損
害
に
証
券
取
引
法
の
域
外
適
用
を

認
め
る
場
合
、
米
国
に
お
け
る
行
為
を
損
害
の
直
接
的
原
因
と
な
る
行
為
か
、
単
な
る
予
備
行
為
か
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が

B
ersch

判
決
で
は
明
確
に
さ
れ
て
い
な
い
。

（
2
）Fidenas
判
決
とContinental Grain

判
決　

さ
ら
にF

idenas

判
決
で
は
、
在
外
外
国
人
が
被
っ
た
損
害
に
つ
い
て
米
国
内

で
の
行
為
を
理
由
に
規
則 10b-5 

の
域
外
適
用
が
求
め
ら
れ
た
が
裁
判
所
は
認
め
て
い
な
い

（
41
）

。B
ersh

判
決
な
ど
従
来
の
判
例
の
延
長
線

上
に
あ
る
。

他
方C

ontinental G
rain

判
決
は
、
在
外
外
国
人
が
被
っ
た
損
害
に
対
し
米
国
内
の
行
為
を
理
由
に
規
則 10b-5 

の
域
外
適
用
が
求

め
ら
れ
、
連
邦
控
訴
裁
判
所
（
第
八
巡
回
区
）
は
域
外
適
用
を
認
め
て
い
る

（
42
）

。
外
国
の
被
っ
た
損
害
に
つ
い
て
域
外
適
用
を
認
め
な
か
っ

たB
ersch

判
決
に
比
べ
て
被
告
に
よ
る
米
国
内
の
行
為
は
少
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
域
外
適
用
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の

C
ontinental G

rain

判
決
で
は
、K

asser

判
決
が
既
にB

ersch

判
決
の
示
し
た
基
準
に
お
い
て
必
要
と
さ
れ
る
米
国
内
に
お
け
る
行

為
の
範
囲
を
拡
張
し
て
い
る
と
し
て
、
域
外
適
用
の
範
囲
の
拡
張
を
正
当
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
後
述
す
るK

asser

判
決
に
お
い
て
は
、

三
つ
の
政
策
的
理
由
を
掲
げ
、
詐
欺
の
計
画
の
助
長
を
目
的
と
す
る
何
ら
か
の
行
為
が
米
国
内
で
行
わ
れ
れ
ば
域
外
適
用
が
認
め
ら
れ
る

と
し
て
い
た

（
43
）

。

C
ontinental G

rain

判
決
は
、K

asser

判
決
が
原
告
が
Ｓ
Ｅ
Ｃ
で
あ
る
こ
と
で
政
策
的
理
由
に
基
づ
き
拡
張
し
た
域
外
適
用
の
範
囲

を
原
告
が
在
外
外
国
人
で
被
告
の
米
国
内
の
行
為
が
限
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
場
合
に
ま
で
拡
張
し
た
こ
と
に
な
る
。B

ersch

判
決
を
三

つ
の
基
準
か
ら
主
観
的
属
地
主
義
と
客
観
的
属
地
主
義
を
組
み
合
わ
せ
た
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
ケ
ー
ス
と
し
つ
つ
、C

ontinental G
rain

判

一
七
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法
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（
一
八
）

決
は
行
き
過
ぎ
で
あ
る
と
し
て
、K

asser

判
決
が
示
す
三
つ
の
政
策
的
要
素
が
あ
る
場
合
は
、B

ersch

判
決
の
示
し
た
基
準
に
お
い
て

域
外
適
用
の
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
米
国
内
に
お
け
る
行
為
の
範
囲
が
、
原
告
が
在
外
外
国
人
で
被
告
の
米
国
内
の
行
為
が
限
ら
れ
た
も

の
で
あ
る
場
合
に
ま
で
も
拡
張
さ
れ
る
と
み
る
こ
と
に
な
ろ
う
か
。

6
．
規
則 10b-5 

の
域
外
適
用
の
拡
張
と
国
際
法
原
則
の
整
合
性
│B

ersch

判
決
の
画
一
的
基
準
│

（
1
）
規
則 10b-5 
の
域
外
適
用
と
国
際
法
原
則　

米
国
裁
判
所
の
規
則 10b-5 

の
域
外
適
用
に
関
す
る
判
例
を
み
る
と
私
人
間
訴
訟
、

Ｓ
Ｅ
Ｃ
が
証
券
諸
法
を
強
行
す
る
た
め
に
提
起
す
る
訴
訟
共
に
、
属
地
主
義
を
刑
事
管
轄
権
行
使
に
関
し
て
拡
大
し
た
原
則
で
あ
る
主
観

的
属
地
主
義
お
よ
び
客
観
的
属
地
主
義
に
基
づ
き
域
外
適
用
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。

国
際
法
の
原
則
に
つ
い
て
は
、
①
国
際
法
は
民
事
事
件
の
管
轄
権
に
は
い
か
な
る
制
限
を
も
課
し
て
い
な
い
と
の
考
え
方
が
あ
る

（
44
）

。
法

廷
地
国
と
は
関
係
の
な
い
事
件
に
法
廷
地
法
が
適
用
さ
れ
裁
判
さ
れ
る
例
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
外
交
上
の
抗
議
が
行
わ
れ
た
こ
と

が
な
い
こ
と
を
根
拠
と
す
る
。

他
方
、
②
国
際
法
が
課
す
る
制
限
は
民
事
・
刑
事
裁
判
権
共
に
大
き
な
相
違
は
な
い
と
の
考
え
方
も
あ
り
、
民
事
訴
訟
も
刑
事
制
裁
を

含
む
執
行
手
続
に
よ
り
担
保
さ
れ
刑
事
管
轄
権
と
差
は
な
い
と
す
る
。
国
際
法
の
原
則
と
米
国
判
例
の
整
合
性
を
考
え
る
と
、
①
で
は
、

規
則 10b-5 

の
域
外
適
用
が
私
人
間
訴
訟
に
つ
い
て
求
め
ら
れ
た
場
合
、
域
外
適
用
の
範
囲
は
米
国
の
裁
量
に
任
さ
れ
国
内
法
の
証
券
取

引
法
と
の
抵
触
法
の
問
題
と
な
る
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
問
題
が
生
じ
る
が
、
①
の
考
え
方
を
採
用
し
て
も
、
域
外
適
用
に
は
刑
事
管
轄
権

に
関
す
る
国
際
法
の
原
則
が
適
用
さ
れ
る
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
証
券
取
引
法
を
含
む
経
済
法
分
野
で
は
伝

統
的
な
公
法
・
私
法
の
区
分
に
馴
染
ま
な
い
部
分
が
あ
り
、
民
事
・
刑
事
を
峻
別
し
な
い
英
米
法
に
お
い
て
か
か
る
理
解
は
意
味
を
有
す

る
（
45
）

。

一
八



国
際
取
引
に
お
け
る
域
外
適
用
ル
ー
ル
統
一
化
な
ら
び
に
秩
序
形
成
に
向
け
て
（
藤
川
）

（
一
九
）

即
ち
、
損
害
填
補
を
主
目
的
と
す
る
債
務
不
履
行
・
不
法
行
為
に
関
す
る
法
は
民
事
的
で
国
際
法
の
観
点
か
ら
も
同
様
に
考
え
れ
ば
済

む
が
、
規
則 10b-5 

に
基
づ
く
損
害
賠
償
訴
訟
は
損
害
塡
補
の
み
な
ら
ず
、
公
正
な
証
券
取
引
と
い
う
証
券
取
引
法
の
目
的
実
現
の
た
め

に
果
す
べ
き
役
割
が
あ
り

（
46
）

、
私
人
間
で
も
国
際
法
の
見
地
か
ら
は
公
法
的
な
性
格
を
持
つ
と
み
る
べ
き
こ
と
と
な
る
。
私
見
で
あ
る
が
、

こ
う
し
た
考
え
方
は
米
国
金
融
改
革
法
、
米
国
海
外
汚
職
行
為
防
止
法
、
英
国
賄
賂
防
止
法
な
ど
に
も
合
致
す
る
こ
と
に
な
る
と
み
ら
れ

る
。
即
ち
、
同
様
の
一
定
の
制
約
に
服
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

そ
こ
で
刑
事
管
轄
権
に
関
す
る
国
際
法
原
則
を
み
る
と
、
国
家
の
刑
事
管
轄
権
の
根
拠
と
し
て
一
般
的
に
承
認
さ
れ
る
内
容
は
属
地
主

義
な
ら
び
に
拡
張
と
し
て
の
主
観
的
属
地
主
義
・
客
観
的
属
地
主
義
、
国
籍
主
義
、
消
極
的
属
人
主
義
、
保
護
主
義
、
普
遍
主
義
で
あ
る

が
、
規
則 10b-5 

の
域
外
適
用
は
主
観
的
属
地
主
義
お
よ
び
客
観
的
属
地
主
義
を
根
拠
と
し
て
い
る
。
国
内
法
の
域
外
適
用
を
規
律
す
る

国
際
法
原
則
は
、
刑
事
管
轄
権
に
関
す
る
も
の
の
み
で
な
く
、
属
地
主
義
、
国
籍
主
義
等
の
管
轄
権
の
根
拠
が
あ
る
場
合
も
、
加
え
て
国

家
主
権
に
関
す
る
国
際
法
原
則
か
ら
の
制
限
も
課
せ
ら
れ
る

（
47
）

。
か
か
る
制
限
と
し
て
は

（
48
）

、
①
管
轄
権
の
対
象
と
管
轄
権
の
渕
源
の
間
に
実

質
的
か
つ
真
正
の
結
合
が
あ
る
こ
と
、
②
他
国
の
国
内
管
轄
権
に
属
す
る
事
項
に
干
渉
し
な
い
こ
と
、
③
適
合
性
、
相
互
性
お
よ
び
比
例

性
の
原
則
に
従
う
こ
と
、
と
い
う
三
原
則
が
挙
げ
ら
れ
、
国
内
管
轄
権
の
原
則
に
付
随
す
る
も
の
で
あ
る
。

①
で
は
、
国
家
が
何
ら
か
の
管
轄
権
の
根
拠
に
基
づ
い
て
管
轄
権
を
行
使
す
る
こ
と
に
合
理
的
な
利
益
を
持
つ
場
合
で
あ
り
、
い
か
な

る
利
益
が
合
理
的
か
は
国
家
の
裁
量
で
は
な
く
、
国
際
法
の
客
観
的
基
準
に
従
い
判
断
さ
れ
る
べ
き
こ
と
に
な
る

（
49
）

。
②
で
は
、
域
外
適
用

が
他
国
の
内
政
に
対
す
る
干
渉
、
主
権
国
家
の
政
策
実
現
の
阻
害
に
な
っ
て
は
な
ら
ず
、
か
か
る
結
果
を
も
た
ら
す
場
合
に
は
域
外
適
用

せ
ん
と
す
る
国
の
権
利
濫
用
と
な
る
。
③
で
は
、
平
等
な
主
権
国
家
の
関
係
を
規
律
す
る
国
内
管
轄
権
の
原
則
に
付
随
す
る
も
の
と
し
て

適
合
性
、
相
互
性
お
よ
び
比
例
性
の
原
則
を
掲
げ
る

（
50
）

。
適
合
性
の
原
則
は
、
一
方
の
国
の
域
外
適
用
を
認
め
る
の
で
あ
れ
ば
他
方
の
国
の

一
九



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
一
号
（
二
〇
一
三
年
六
月
）

（
二
〇
）

管
轄
権
行
使
に
適
応
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。
相
互
性
の
原
則
は
、
同
一
事
項
に
つ
い
て
互
い
の
国
内
法
の
域
外
適
用
を
認
め
る
と
す
る
。

比
例
性
の
原
則
は
、
域
外
適
用
は
必
要
な
限
度
内
に
と
ど
ま
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。

私
見
で
あ
る
が
、
米
国
金
融
改
革
法
な
ど
の
域
外
適
用
の
実
際
に
お
い
て
も
、
参
考
と
な
る
べ
き
考
え
方
で
あ
る
と
い
え
、
具
体
的
に

は
、
①
に
つ
い
て
は
関
連
性
・
結
合
性
は
あ
る
と
い
え
よ
う
が
、
特
に
域
外
適
用
を
求
め
る
側
と
し
て
は
、
②
、
③
の
原
則
の
ク
リ
ヤ
ー

は
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

（
2
）
管
轄
権
対
象
と
渕
源
の
間
に
実
質
的
か
つ
真
正
な
結
合
と
国
際
金
融
法
制
へ
の
敷
衍
の
試
論　

そ
こ
で
以
下
で
は
、
①
、
③
の

原
則
に
つ
い
て
、
考
察
を
行
う
こ
と
と
し
た
い
。
①
の
管
轄
権
の
対
象
と
管
轄
権
の
渕
源
の
間
に
実
質
的
か
つ
真
正
の
結
合
が
あ
る
こ
と

に
つ
い
て
み
て
い
き
た
い
。
客
観
的
属
地
主
義
を
根
拠
と
す
る
規
則 10b-5 

の
域
外
適
用
に
お
い
て
は
、
国
際
法
上
問
題
と
な
る
管
轄
権

の
対
象
は
外
国
に
お
け
る
証
券
詐
欺
行
為
で
あ
る
。
属
地
的
根
拠
は
米
国
内
に
お
い
て
証
券
を
取
得
し
た
米
国
居
住
者
が
損
害
を
被
っ
た

こ
と
、
米
国
の
利
益
は
自
国
の
証
券
投
資
者
保
護
で
あ
る
。
外
国
に
お
け
る
証
券
詐
欺
行
為
と
米
国
居
住
の
投
資
者
の
損
害
の
間
に
投
資

者
保
護
の
た
め
に
正
当
化
で
き
る
実
質
的
か
つ
真
正
な
結
合
が
必
要
と
な
る

（
51
）

。

主
観
的
属
地
主
義
を
根
拠
と
す
る
規
則 10b-5 

の
域
外
適
用
に
関
し
て
は
、
管
轄
権
対
象
は
外
国
に
お
け
る
証
券
取
引
ま
た
は
証
券
詐

欺
行
為
の
う
ち
外
国
で
行
わ
れ
た
部
分
で
あ
り
、
属
地
的
根
拠
は
米
国
内
に
お
い
て
証
券
詐
欺
行
為
が
行
わ
れ
た
こ
と
、
米
国
の
利
益
は

米
国
投
資
者
保
護
ま
た
は
米
国
を
証
券
詐
欺
の
基
地
に
し
な
い
こ
と
で
あ
る
。
外
国
に
お
け
る
証
券
取
引
ま
た
は
証
券
詐
欺
行
為
の
う
ち

外
国
に
お
い
て
行
わ
れ
た
部
分
と
証
券
詐
欺
行
為
の
う
ち
米
国
で
行
わ
れ
た
部
分
の
間
に
米
国
投
資
者
の
保
護
ま
た
は
米
国
を
証
券
詐
欺

の
基
地
と
し
な
い
こ
と
の
た
め
正
当
化
で
き
る
実
質
的
か
つ
真
正
な
結
合
が
必
要
と
な
る

（
52
）

。
主
観
的
属
地
主
義
に
基
づ
く
域
外
適
用
に
お

い
て
、
実
質
的
か
つ
真
正
な
結
合
の
存
在
の
た
め
に
意
味
の
大
き
い
行
為
が
米
国
内
で
行
わ
れ
た
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
る
。
ま
た
在
外
外

二
〇



国
際
取
引
に
お
け
る
域
外
適
用
ル
ー
ル
統
一
化
な
ら
び
に
秩
序
形
成
に
向
け
て
（
藤
川
）

（
二
一
）

国
人
が
被
っ
た
損
害
に
域
外
適
用
を
認
め
る
場
合
、
米
国
に
お
け
る
行
為
を
損
害
の
直
接
的
原
因
行
為
ま
た
は
単
な
る
予
備
行
為
か
を
判

断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、B

ersch

判
決
で
は
明
確
に
さ
れ
て
い
な
い
。

私
見
と
な
る
が
、
米
国
金
融
改
革
法
の
域
外
適
用
に
関
し
て
、
主
観
的
属
地
主
義
と
客
観
的
属
地
主
義
を
組
み
合
わ
せ
たB

ersch

判

決
の
考
え
方
に
従
え
ば
、
主
観
的
属
地
主
義
に
基
づ
く
域
外
適
用
に
お
い
て
、
米
国
居
住
者
が
被
害
者
の
と
き
は
米
国
内
に
お
け
る
行
為

は
ど
ん
な
程
度
の
も
の
で
も
よ
い
と
す
べ
き
で
な
い
。
在
外
米
国
人
の
と
き
は
予
備
行
為
以
上
、
在
外
外
国
人
の
と
き
は
損
害
の
直
接
原

因
と
な
る
行
為
が
必
要
と
さ
れ
る
が
、
管
轄
権
対
象
の
関
係
で
必
要
な
行
為
の
種
類
を
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

例
え
ば
邦
銀
の
支
店
が
米
国
に
あ
る
事
例
で
は
、
米
国
の
利
益
は
、
損
害
を
被
っ
た
者
が
米
国
居
住
者
で
あ
る
と
き
と
し
て
、
米
国
投

資
者
の
保
護
が
該
当
す
る
。
米
国
銀
行
の
日
本
法
人
が
原
告
と
な
る
場
合
に
は
、
在
外
米
国
人
で
あ
る
と
き
と
し
て
、
米
国
人
投
資
家
の

保
護
お
よ
び
米
国
を
証
券
詐
欺
の
基
地
と
し
な
い
こ
と
が
該
当
す
る
。
さ
ら
に
在
外
外
国
人
で
あ
る
と
き
は
米
国
を
証
券
詐
欺
の
基
地
と

し
な
い
こ
と
、
と
序
々
に
抽
象
的
と
な
る
。

即
ち
、
①
管
轄
権
の
対
象
と
管
轄
権
の
渕
源
の
間
に
実
質
的
か
つ
真
正
の
結
合
が
あ
る
こ
と
、
②
他
国
の
国
内
管
轄
権
に
属
す
る
事
項

に
干
渉
し
な
い
こ
と
、
③
適
合
性
、
相
互
性
お
よ
び
比
例
性
の
原
則
に
従
う
こ
と
、
と
い
う
三
原
則
の
う
ち
、
①
の
原
則
に
関
連
し
て
、

米
国
か
ら
み
て
原
告
・
被
告
と
も
在
外
外
国
人
で
あ
る
純
粋
な
我
が
国
の
国
内
取
引
に
対
し
て
、
米
国
金
融
改
革
法
の
域
外
適
用
を
及
ぼ

さ
ん
と
す
る
と
き
、
域
外
適
用
に
よ
る
米
国
の
利
益
は
、
米
国
を
証
券
詐
欺
の
基
地
と
し
な
い
こ
と
と
な
る
。
米
国
で
は
被
告
に
よ
る
損

害
の
直
接
原
因
と
な
る
積
極
的
行
為
が
な
い
場
合
、
管
轄
権
対
象
と
管
轄
権
の
渕
源
の
間
に
は
、
実
質
的
か
つ
真
正
な
関
孫
は
な
く
、
主

観
的
属
地
主
義
と
客
観
的
属
地
主
義
を
組
み
合
わ
せ
たB

ersch

判
決
の
考
え
方
か
ら
は
、
国
際
法
に
よ
っ
て
も
域
外
適
用
は
許
さ
れ
な

い
こ
と
と
な
る
と
思
料
さ
れ
よ
う
か
。

二
一



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
一
号
（
二
〇
一
三
年
六
月
）

（
二
二
）

（
3
）
管
轄
権
行
使
の
適
合
性
、
相
互
性
お
よ
び
比
例
性
原
則
と
国
際
金
融
法
制
へ
の
敷
衍
の
試
論　

②
の
他
国
の
国
内
管
轄
権
に
属

す
る
事
項
に
干
渉
し
な
い
こ
と
は
、
権
利
濫
用
法
理
か
ら
も
重
要
な
原
則
と
い
え
る
。
そ
の
上
で
、
③
の
原
則
に
つ
い
て
域
外
適
用
に
お

け
る
管
轄
権
の
行
使
の
適
合
性
、
相
互
性
お
よ
び
比
例
性
の
原
則
に
つ
い
て
み
て
い
き
、
上
掲
し
た
三
原
則
の
考
察
を
踏
ま
え
て
、
国
際

取
引
法
の
関
す
る
域
外
適
用
の
規
範
鼎
立
を
図
り
た
い
。

私
見
で
あ
る
が
、
そ
の
場
合
、
広
範
な
国
際
取
引
に
お
い
て
、
各
法
益
な
ど
を
十
分
に
吟
味
す
る
必
要
が
あ
り
、
一
律
に
は
言
い
難
い

こ
と
は
当
然
で
あ
る
が
、
公
益
的
色
彩
も
兼
ね
備
え
る
点
で
、
米
国
の
証
券
取
引
法
と
金
融
改
革
法
と
は
近
接
し
て
お
り
、
か
か
る
三
原

則
の
立
場
を
踏
ま
え
る
こ
と
に
合
理
性
は
あ
ろ
う
。
国
際
法
的
な
見
地
か
ら
民
事
と
刑
事
の
区
分
を
考
え
る
場
合
、
近
時
の
国
際
取
引
分

野
に
お
け
る
新
た
な
不
正
取
引
と
し
て
問
題
と
な
る
海
外
汚
職
防
止
法
や
マ
ネ
ー
ロ
ン
ダ
リ
ン
グ
な
ど
は
、
よ
り
刑
事
法
的
色
彩
が
強
く

な
る
と
い
え
よ
う
。

ⅰ
適
合
性　

規
則 10b-5 

の
域
外
適
用
に
よ
り
、
外
国
の
証
券
取
引
法
・
会
社
法
な
ど
の
規
制
対
象
事
項
に
対
し
て
、
米
国
証
券
取
引

法
も
適
用
さ
れ
、
法
規
制
が
衝
突
す
る
可
能
性
が
生
ず
る
こ
と
を
回
避
す
べ
く
、
域
外
適
用
に
よ
る
管
轄
権
行
使
は
外
国
管
轄
権
に
応
じ

た
適
合
が
求
め
ら
れ
る
。
国
内
管
轄
権
の
原
則
の
存
在
か
ら
領
域
内
に
お
い
て
は
当
該
国
の
管
轄
権
が
他
国
管
轄
権
に
優
先
す
る

（
53
）

。

ⅱ
相
互
性　

米
国
の
規
則 10b-5 

の
域
外
適
用
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
他
国
の
証
券
詐
欺
防
止
規
則
も
米
国
に
お
け
る
一
定
の

行
為
に
対
す
る
域
外
適
用
が
認
め
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い

（
54
）

。

ⅲ
比
例
性　

規
則 10b-5 

の
法
的
手
段
と
し
て
Ｓ
Ｅ
Ｃ
に
差
止
命
令
請
求
と
行
政
的
制
裁
の
権
能
が
賦
与
さ
れ
、
民
事
上
の
救
済
手
段

と
し
て
私
人
間
の
損
害
賠
償
請
求

（
55
）

、
証
券
取
引
の
取
消

（
56
）

、
エ
ク
イ
テ
ィ
上
の
差
止
命
令

（
57
）

、
加
え
て
刑
事
上
の
制
裁
手
段

（
58
）

も
存
す
る
。
域
外

適
用
で
実
現
さ
れ
る
米
国
の
利
益
に
応
じ
、
法
的
手
段
の
中
で
必
要
最
低
限
の
も
の
を
目
的
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二
二



国
際
取
引
に
お
け
る
域
外
適
用
ル
ー
ル
統
一
化
な
ら
び
に
秩
序
形
成
に
向
け
て
（
藤
川
）

（
二
三
）

7
．
国
際
取
引
全
般
の
域
外
適
用
の
具
体
的
メ
ル
ク
マ
ー
ル
鼎
立
へ
の
示
唆

規
則 10b-5 

の
域
外
適
用
の
問
題
は
、
国
際
法
上
の
管
轄
権
行
使
の
範
囲
画
定
の
問
題
で
あ
る
が
、
主
観
的
属
地
主
義
お
よ
び
客
観
的

属
地
主
義
の
原
則
に
よ
り
規
律
さ
れ
れ
ば
域
外
適
用
の
拡
張
が
不
当
に
拡
大
す
る
懸
念
が
あ
る
た
め
、
国
内
法
を
域
外
適
用
せ
ん
と
す
る

国
の
利
益
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
う
る
管
轄
権
対
象
お
よ
び
管
轄
権
の
渕
源
の
間
に
実
質
的
か
つ
真
正
な
結
合
が
存
在
す
る
こ
と
が
重
視

さ
れ
、
そ
の
上
で
国
内
法
の
域
外
適
用
全
般
に
つ
い
て
、
各
国
利
益
を
考
慮
す
べ
き
こ
と
に
な
る

（
59
）

。
国
際
取
引
全
般
の
域
外
適
用
に
関
し

て
は
、
抵
触
法
に
お
け
る
イ
ン
タ
レ
ス
ト
・
ア
ナ
リ
シ
ス
（interest analysis

）
の
ア
プ
ロ
ー
チ
な
ど
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
な
り
得
る
基
準

も
想
定
さ
れ
る

（
60
）

。
米
国
裁
判
所
に
お
い
て
規
則 10b-5 

の
域
外
適
用
が
求
め
ら
れ
る
と
き
、
米
国
が
域
外
適
用
に
よ
り
管
轄
権
を
及
ぼ
す

こ
と
に
利
益
を
有
す
る
か
、
他
国
が
自
国
管
轄
権
を
行
使
す
る
こ
と
に
利
益
を
有
す
る
か
を
前
提
と
し
て
明
確
に
し
、
次
に
米
国
か
他
国

の
ど
ち
ら
か
一
方
の
み
が
利
益
を
有
す
る
場
合
、
虚
偽
の
抵
触
と
し
て
米
国
の
み
が
利
益
を
有
す
る
と
き
に
域
外
適
用
す
る
。
米
国
お
よ

び
他
国
の
両
方
が
利
益
を
有
す
る
場
合
、
真
正
の
抵
触
と
し
て
法
廷
地
法
の
規
則 10b-5 

を
適
用
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
。

私
見
で
あ
る
が
、
国
際
金
融
取
引
、
不
正
防
止
に
お
け
る
域
外
適
用
を
考
察
す
る
場
合
、
概
ね
以
上
のB

ersch

判
決
の
枠
組
み
は
妥

当
す
る
こ
と
と
な
ろ
う
が
、
あ
え
て
差
異
と
し
て
指
摘
す
る
と
す
れ
ば
、
各
国
独
自
の
経
済
政
策
や
金
融
政
策
的
な
要
素
が
強
い
と
い
え

る
た
め
、
②
他
国
の
国
内
管
轄
権
に
属
す
る
事
項
に
干
渉
し
な
い
こ
と
、
と
い
う
要
因
を
重
要
視
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
ま
た
そ
の
中

で
も
、
刑
事
法
関
連
規
定
に
つ
い
て
は
、
②
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
む
し
ろ
①
管
轄
権
の
対
象
と
管
轄
権
の
渕
源
の
間
に
実
質
的
か
つ
真

正
の
結
合
が
あ
る
こ
と
、
③
適
合
性
、
相
互
性
お
よ
び
比
例
性
の
原
則
に
従
う
こ
と
、
と
い
う
要
因
が
強
ま
ろ
う
。
そ
の
上
で
、

B
ersch

判
決
の
画
一
的
基
準
に
加
え
て
清
水
章
雄
教
授
の
示
さ
れ
る
九
基
準
、
抵
触
法
に
お
け
る
イ
ン
タ
レ
ス
ト
・
ア
ナ
リ
シ
ス
・
ア

プ
ロ
ー
チ
な
ど
を
事
案
に
応
じ
て
、
き
め
細
か
く
勘
案
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
か
。

二
三



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
一
号
（
二
〇
一
三
年
六
月
）

（
二
四
）

さ
ら
に
私
人
間
の
訴
訟
と
し
て
、
忠
実
義
務
な
ど
の
考
察
も
求
め
ら
れ
る
よ
う
な
企
業
結
合
法
制
・
国
際
会
社
法
制
等
に
関
連
し
た
事

案
で
は
、
公
法
的
色
彩
が
や
や
薄
れ
る
と
み
ら
れ
、
こ
の
た
め
、
国
際
法
の
原
則
に
つ
き
、
民
事
事
件
の
管
轄
権
に
関
し
て
は
、
国
際
法

は
民
事
事
件
の
管
轄
権
に
は
い
か
な
る
制
限
を
も
課
し
て
い
な
い
と
の
考
え
方
か
ら
は
、
法
廷
地
国
と
は
関
係
の
な
い
事
件
に
法
廷
地
法

が
適
用
さ
れ
、
域
外
適
用
の
範
囲
は
米
国
の
裁
量
に
任
さ
れ
、
米
国
国
内
法
の
証
券
取
引
法
と
の
抵
触
法
の
問
題
と
な
る
に
過
ぎ
な
い
と

も
考
え
ら
れ
よ
う
か
。
し
か
し
な
が
ら
こ
う
し
た
場
合
も
、
域
外
適
用
に
は
刑
事
管
轄
権
に
関
す
る
国
際
法
の
原
則
が
適
用
さ
れ
る
と
考

え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
述
べ
た
。
他
方
、
国
際
法
が
課
す
る
制
限
は
民
事
裁
判
権
、
刑
事
裁
判
権
共
に

大
き
な
相
違
は
な
い
と
の
考
え
方
も
あ
る
。
何
れ
に
せ
よ
、
国
際
法
の
原
則
と
米
国
判
例
の
整
合
性
を
考
え
る
と
、
会
社
法
制
の
域
外
適

用
が
私
人
間
訴
訟
に
つ
い
て
求
め
ら
れ
た
場
合
、
同
様
に
抵
触
法
に
お
け
る
イ
ン
タ
レ
ス
ト
・
ア
ナ
リ
シ
ス
・
ア
プ
ロ
ー
チ
を
加
味
し
て

判
断
し
て
い
く
こ
と
が
考
え
ら
れ
よ
う
。

会
社
の
役
員
・
取
締
役
に
よ
る
自
己
取
引
、
忠
実
義
務
を
含
む
信
任
義
務
違
反
等
の
事
案
に
つ
い
て
は
株
主
に
救
済
を
与
え
、
不
完
全

な
開
示
に
対
し
て
株
主
、
公
開
買
付
会
社
お
よ
び
公
開
買
付
対
象
会
社
な
ら
び
に
他
の
方
法
で
資
本
参
加
を
図
る
会
社
お
よ
び
対
象
会
社

等
に
救
済
を
与
え
ん
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
う
し
た
事
案
で
会
社
法
と
規
則 10b-5 

の
両
者
に
よ
る
保
護
を
訴
求
す
る
な
ど
の
交
錯
も

想
定
さ
れ
る
。
規
則 10b-5 

の
域
外
適
用
と
し
て
拡
大
さ
れ
て
い
く
と
、
米
国
居
住
株
主
を
有
す
る
米
国
に
対
す
る
外
国
会
社
で
あ
る
他

国
の
会
社
に
対
し
て
米
国
規
制
が
課
せ
ら
れ
る
こ
と
と
な
り
、
他
国
か
ら
み
れ
ば
自
国
の
経
済
政
策
に
基
づ
き
定
め
る
企
業
規
制
の
一
貫

性
が
乱
さ
れ
る
こ
と
と
も
な
り
か
ね
な
い
。
証
券
取
引
分
野
と
し
て
画
一
的
基
準
を
考
え
る
か
の
問
題
は
と
も
か
く
、
全
体
的
統
一
ル
ー

ル
を
模
索
し
つ
つ
も
、
あ
と
は
具
体
的
事
案
に
即
し
て
き
め
細
か
く
検
討
す
る
こ
と
と
な
ろ
う
。

二
四



国
際
取
引
に
お
け
る
域
外
適
用
ル
ー
ル
統
一
化
な
ら
び
に
秩
序
形
成
に
向
け
て
（
藤
川
）

（
二
五
）

四
．
域
外
適
用
と
企
業
結
合
法
制
な
ら
び
に
国
際
会
社
法
の
交
錯
│
忠
実
義
務
の
域
外
適
用
│

近
年
議
論
を
呼
ん
で
い
るS

outhern P
eru

判
決
（
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
衡
平
法
裁
判
所
二
〇
一
一
年
一
〇
月
一
四
日
）
に
つ
い
て
は
、
司
法
判

断
に
よ
る
公
正
価
格
算
定
の
可
否
と
完
全
公
正
規
準
適
用
、
第
三
者
委
員
会
の
正
当
性
、
さ
ら
に
は
支
配
株
主
の
忠
実
義
務
違
反
な
ら
び

に
株
主
間
差
別
化
な
ど
の
今
後
に
影
響
を
及
ぼ
す
論
点
を
内
包
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
こ
の
判
決
の
影
響
と
し
て
支
配
株
主
の
有

す
る
海
外
子
会
社
の
関
連
で
、
実
質
的
な
域
外
適
用
の
考
察
を
必
要
と
す
る
こ
と
も
想
定
さ
れ
よ
う
。

海
外
子
会
社
設
立
に
当
た
り
、
考
慮
し
な
く
て
は
い
け
な
い
要
因
に
は
進
出
先
国
の
法
制
度
で
子
会
社
保
有
制
限
が
存
在
す
る
場
合
が

あ
り
、
本
国
の
支
配
株
主
た
る
親
会
社
が
そ
の
株
主
た
る
権
利
を
行
使
す
る
際
に
は
、
当
然
な
が
ら
そ
の
抵
触
が
問
題
と
な
る
。

次
に
、S

outhern P
eru

判
決
自
体
は
直
截
的
に
我
が
国
法
制
に
影
響
を
与
え
る
も
の
で
は
な
い
が
、
企
業
結
合
法
制
な
ら
び
に
国
際

会
社
法
の
論
議
を
通
し
影
響
が
生
じ
か
ね
な
い
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
域
外
適
用
の
変
形
と
も
い
え
よ
う
が
、
現
地
子
会
社
が
現
地
上
場

し
て
い
る
場
合
、
当
該
子
会
社
の
少
数
株
主
か
ら
忠
実
義
務
違
反
を
理
由
に
提
訴
さ
れ
る
リ
ス
ク
を
本
国
の
支
配
株
主
た
る
本
社
あ
る
い

は
本
社
役
員
が
抱
え
る
事
例
が
想
定
さ
れ
る
。
即
ち
当
該
子
会
社
が
米
国
に
存
在
す
る
場
合
、
子
会
社
の
少
数
株
主
が
子
会
社
経
営
に
関

し
て
支
配
株
主
と
し
て
忠
実
義
務
を
負
う
我
が
国
の
親
会
社
あ
る
い
は
親
会
社
の
役
員
を
提
訴
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
、
我
が
国
親
会
社

が
提
訴
対
象
と
な
る
。
提
訴
後
の
処
理
は
国
際
会
社
法

（
61
）

と
も
称
さ
れ
る
不
透
明
な
領
域
の
問
題
と
も
い
え
、
今
後
更
な
る
検
討
が
必
要
と

な
ろ
う
。

「
会
社
法
制
の
見
直
し
に
関
す
る
要
綱
案
」（
法
制
審
議
会
会
社
法
制
部
会
二
〇
一
二
年
八
月
一
日
）
に
お
い
て
は
、
親
会
社
株
主
に
よ
る
多

重
代
表
訴
訟
提
起
が
認
め
ら
れ
る
が
、
子
会
社
の
少
数
株
主
・
債
権
者
保
護
法
制
の
整
備
の
課
題
は
依
然
と
し
て
残
っ
て
い
る
。
親
会
社

二
五



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
一
号
（
二
〇
一
三
年
六
月
）

（
二
六
）

株
主
保
護
の
法
制
度
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
多
重
代
表
訴
訟
・
子
会
社
の
重
要
事
項
に
関
す
る
親
会
社
株
主
の
権
限
は
、
目
的
が
単
体
の
株

式
会
社
を
想
定
し
た
規
制
の
潜
脱
防
止
ま
た
は
企
業
グ
ル
ー
プ
の
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
向
上
の
い
ず
れ
で
あ
れ
、
形
式
的
に

は
単
体
の
株
式
会
社
を
想
定
し
た
株
主
権
限
の
拡
張
で
あ
り
、
そ
の
必
要
性
と
範
囲
に
関
し
て
は
諸
外
国
に
お
い
て
意
見
の
一
致
は
存
在

し
な
い
。
他
方
で
、
子
会
社
少
数
株
主
・
債
権
者
保
護
の
問
題
は
株
式
会
社
制
度
か
ら
必
然
的
に
派
生
し
、
多
数
派
株
主
と
少
数
株
主
、

株
主
と
債
権
者
の
利
害
対
立
か
ら
生
じ
る
も
の
で
、
法
制
度
の
保
護
の
必
要
性
は
親
会
社
株
主
保
護
よ
り
も
明
ら
か
と
い
え
る

（
62
）

。
差
止
請

求
の
可
否
に
関
し
て
み
る
と
、
会
社
法
改
正
要
綱
案
に
お
い
て
株
主
に
お
い
て
組
織
再
編
等
の
差
止
請
求
を
認
め
る
こ
と
と
な
っ
た
が

（
第
四
③
）、
取
締
役
の
忠
実
義
務
違
反
は
「
法
令
・
定
款
違
反
」
に
は
含
ま
れ
な
い
（
中
間
試
案
解
説
）。
も
っ
と
も
現
行
法
で
も
、
総
会

決
議
の
瑕
疵
を
理
由
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
取
締
役
の
忠
実
義
務
違
反
に
関
す
る
差
止
請
求
も
可
能
と
す
る
議
論
も
あ
ろ
う

（
63
）

。
他
方
で
、

米
国
で
は
親
会
社
と
し
て
の
支
配
株
主
に
よ
る
子
会
社
に
お
け
る
忠
実
義
務
違
反
が
問
わ
れ
る
局
面
で
、
上
場
子
会
社
の
少
数
株
主
に
差

止
請
求
を
認
め
る
か
否
か
と
い
う
議
論
で
あ
り
、
株
主
間
の
構
図
で
あ
る
。
忠
実
義
務
違
反
と
い
っ
て
も
状
況
は
異
な
る
が
、
概
し
て
米

国
の
議
論
は
親
子
会
社
間
を
想
定
し
て
お
り
、
議
論
が
進
展
し
て
い
る
感
が
あ
る
。
忠
実
義
務
の
域
外
適
用
に
関
す
る
判
例
の
蓄
積
を
通

じ
て
、
我
が
国
の
国
内
法
形
成
に
も
影
響
を
与
え
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

二
六



国
際
取
引
に
お
け
る
域
外
適
用
ル
ー
ル
統
一
化
な
ら
び
に
秩
序
形
成
に
向
け
て
（
藤
川
）

（
二
七
）

五
． F

oreign-C
ubed

事
件
に
か
か
る
米
国
証
券
取
引
法
の
域
外
適
用
と
新
た
な
判
例
法
理
な
ら
び
に
我
が
国

へ
の
影
響
│
域
外
適
用
に
お
け
る
証
券
取
引
法
と
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
の
交
錯
な
ら
び
に
規
範
鼎
立
の
俯

瞰
│

1
．
米
国
証
券
取
引
法
の
域
外
適
用
に
関
す
る
新
た
な
判
例
と
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法

米
国
証
券
取
引
法
の
域
外
適
用
に
関
す
る
理
論
的
考
察
を
行
っ
て
き
た
。
一
九
三
四
年
証
券
取
引
所
法
一
〇
条
⒝
を
巡
っ
て
は
、
近
時

の
新
た
な
動
向
と
し
て
、
行
為
・
効
果
基
準
と
米
国
最
高
裁
の
域
外
適
用
否
定
に
関
す
るM

orrison

判
決
が
注
視
さ
れ
る
。
米
国
で
は

証
券
法
の
域
外
適
用
は
肯
定
さ
れ
て
き
た
と
い
え
る
が
、
二
〇
一
〇
年
六
月
二
四
日
最
高
裁
判
所
はM

orrison v. N
ational A

ustralia 

B
ank

事
件

（
64
）

に
お
い
て
、
域
外
適
用
を
原
則
的
に
否
定
す
る
立
場
を
示
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
同
年
七
月
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
に
お
い

て
、
米
国
証
券
法
の
域
外
適
用
を
許
容
す
る
明
文
規
定
が
置
か
れ
た
こ
と
か
ら
、
さ
ら
に
議
論
と
な
る
。
域
外
適
用
否
定
の
立
法
意
思
推

定
、
立
法
目
的
に
照
ら
し
厳
格
に
国
内
行
為
を
判
断
す
る
こ
と
、
非
米
国
有
価
証
券
発
行
体
の
訴
訟
リ
ス
ク
軽
減
へ
の
寄
与
、
同
法
に
よ

る
行
為
・
効
果
基
準
の
復
活
な
ら
び
に
私
人
へ
の
提
訴
権
付
与
等
を
内
容
と
す
る
。
米
国
連
邦
第
二
巡
回
区
控
訴
審
は
従
前
の
行
為
・
効

果
基
準
に
よ
り
裁
判
管
轄
権
を
有
し
な
い
と
判
断
し
た
が
、
最
高
裁
は
同
じ
結
論
な
が
ら
立
法
意
思
か
ら
法
律
解
釈
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
を

採
っ
た
も
の
で
あ
る
。

外
国
人
原
告
ら
が
外
国
の
証
券
取
引
所
で
外
国
会
社
の
株
式
を
購
入
し
た
有
価
証
券
に
関
す
る
訴
訟
で
あ
るF

oreign-C
ubed

訴
訟

と
し
て
、
規
則 10b-5 

が
規
制
す
る
証
券
取
引
に
お
け
る
詐
欺
的
不
正
行
為
の
問
題
で
あ
る
。
か
か
るM

orrison

判
決
の
内
容
と
意
義

な
ど
に
つ
い
て
は

（
65
）

、
既
に
別
稿
に
お
い
て
触
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
以
下
で
は
域
外
適
用
に
焦
点
を
絞
り
、
改
め
て
考
察
を
進
め
て
み

二
七



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
一
号
（
二
〇
一
三
年
六
月
）

（
二
八
）

た
い
。

2
．
米
国
証
券
取
引
法
の
域
外
適
用
と
我
が
国
へ
の
影
響

米
国
一
九
三
四
年
証
券
取
引
所
法
（
三
四
年
法
）一
〇
条
⒝
・
規
則 10b-5 

は
証
券
売
買
に
関
係
す
る
欺
岡
行
為
を
違
法
と
す
る
包
括
的

規
定
で
あ
り
、
投
資
家
が
証
券
発
行
企
業
（
発
行
体
）
お
よ
び
欺
岡
行
為
に
つ
い
て
、
責
任
を
負
う
べ
き
取
締
役
等
に
対
し
損
害
賠
償
を

求
め
る
手
段
と
な
る
が
、
同
規
定
の
米
国
外
行
為
へ
の
域
外
適
用
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
米
国
連
邦
控
訴
裁
判
所
が

従
前
採
用
し
て
き
た
規
準
は
概
ね
行
為
基
準
（C

onduct T
est

）
お
よ
び
効
果
基
準
（E

ff ect T
est

）
と
も
称
さ
れ
る
（
行
為
・
効
果
基
準
）。

も
っ
と
も
統
一
的
見
解
は
な
く
、
二
〇
一
〇
年
六
月
二
四
日
米
国
連
邦
最
高
裁
判
所
はM

orrison

判
決
に
お
い
て
初
の
連
邦
最
高
裁
レ

ベ
ル
の
判
断
が
示
さ
れ
た
も
の
で
あ
る

（
66
）

。
M

orrison

判
決
は
行
為
・
効
果
基
準
を
覆
し
、
投
資
家
の
一
九
三
四
年
証
券
取
引
所
法
一
〇
条
⒝
・
規
則 10b-5 

に
基
づ
く
訴
訟
の

範
囲
を
狭
め
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
域
外
適
用
の
議
論
に
終
止
符
が
打
た
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
が
成
立
し
、
Ｓ

Ｅ
Ｃ
（U

.S
. S

ecurities and E
xchange C

om
m
ittee

米
国
証
券
取
引
委
員
会
）
お
よ
び
司
法
省
（D

epartm
ent of Justice

）
の
行
為
に
関
す
る

限
り
で
行
為
・
効
果
基
準
を
採
用
し
、M

orrison

判
決
の
内
容
は
実
質
的
に
一
部
修
正
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
同
判
決
の
示
す
新
基

準
自
体
、
内
容
が
明
確
で
な
く
、
同
判
決
と
異
な
る
事
実
関
係
の
場
合
の
当
該
基
準
の
射
程
範
囲
な
ど
議
論
さ
れ
る
。
就
中
、
自
社
株
式

に
つ
い
て
米
国
預
託
証
券
（A

m
erican D

epositary R
eceipts

）（
Ａ
Ｄ
Ｒ
）
が
発
行
さ
れ
る
非
米
国
企
業
お
よ
び
今
後
Ａ
Ｄ
Ｒ
発
行
が
予
定

さ
れ
る
非
米
国
企
業
に
と
り
、
一
九
三
四
年
法
一
〇
条
⒝
に
基
づ
く
米
国
内
の
訴
訟
リ
ス
ク
に
も
直
結
す
る
た
め
、
重
要
な
意
義
を
有
す

る
。
本
邦
企
業
に
と
っ
て
も
、
Ａ
Ｄ
Ｒ
を
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
証
券
取
引
所
等
に
上
場
、
あ
る
い
は
Ｎ
Ａ
Ｓ
Ｄ
Ａ
Ｑ
全
国
市
場
シ
ス
テ
ム

（N
A
S
D
A
Q
 N

ational M
arket S

ystem

）
に
流
通
さ
せ
る
企
業
は
二
〇
社
以
上
、
自
社
株
式
に
つ
き
店
頭
市
場
（O

ver the C
ounter M

arket

）

二
八



国
際
取
引
に
お
け
る
域
外
適
用
ル
ー
ル
統
一
化
な
ら
び
に
秩
序
形
成
に
向
け
て
（
藤
川
）

（
二
九
）

取
引
さ
れ
る
ス
ポ
ン
サ
ー
付
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
発
行
企
業
は
四
〇
社
程
度
存
在
し
て
お
り
、
今
後
の
動
向
が
注
目
さ
れ
る
。

3
．Foreign-C

ubed

事
件
な
ど
不
正
取
引
と
証
券
取
引
法
一
〇
条
⒝
・ 10b-5 

の
域
外
適
用
の
考
察

（
1
）M

orrison

判
決
以
前
の
行
為
・
効
果
基
準　

一
九
三
四
年
証
券
取
引
法
一
〇
条
⒝
お
よ
び
Ｓ
Ｅ
Ｃ
規
則
（G

eneral R
ules and 

R
egulations

）
規
則 10b-5 

は
、
証
券
の
欺
岡
行
為
に
関
す
る
基
本
規
定
で
あ
る
が
、
改
め
て
内
容
を
み
る
と
実
務
的
に
は
①
会
社
の
報

告
書
に
お
け
る
不
実
表
示
（m

isrepresentations

）
ま
た
は
不
開
示
（om

issions

）、
②
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
、
③
相
場
操
縦
行
為

（m
anipuladon

）
の
三
類
型
行
為
に
適
用
さ
れ
る

（
67
）

。

米
国
で
は
上
場
企
業
の
株
価
下
落
を
招
く
不
実
表
示
等
の
欺
岡
的
行
為
が
あ
っ
た
場
合
、
投
資
家
が
当
該
企
業
に
損
害
賠
償
訴
訟
を
提

起
す
る
際
に
証
券
取
引
法
一
〇
条
⒝
・
規
則 10b-5 

が
根
拠
と
な
る
こ
と
が
多
く
、
集
団
訴
訟
と
し
て
ク
ラ
ス
・
ア
ク
シ
ョ
ン
（C

lass 

A
ction

）
が
多
用
さ
れ
る
。
ク
ラ
ス
構
成
員
の
定
義
で
あ
る
一
定
期
間
内
に
特
定
会
社
の
普
通
株
式
を
購
入
ま
た
は
売
却
し
た
者
、
自
ら

積
極
的
に
離
脱
を
要
求
し
な
い
限
り
、
自
動
的
に
ク
ラ
ス
構
成
員
に
含
ま
れ
る
（
オ
プ
ト
・
ア
ウ
ト
方
式

（
68
）

）。
原
告
側
は
多
く
の
投
資
家
を

ク
ラ
ス
構
成
員
と
し
て
原
告
に
取
り
込
み
、
多
数
の
請
求
を
単
一
請
求
に
ま
と
め
、
請
求
金
額
総
額
を
多
額
に
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
、

原
告
側
訴
訟
代
理
人
で
あ
る
弁
護
士
は
多
く
の
投
資
家
を
ク
ラ
ス
構
成
員
と
し
て
取
り
込
む
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
が
働
く
こ
と
に
な
る
。

証
券
取
引
法
一
〇
条
⒝
・
規
則 10b-5 

の
域
外
適
用
は
一
九
三
四
年
法
に
明
示
的
規
定
が
な
く
、
裁
判
所
に
お
い
て
争
わ
れ
て
き
た
が
、

特
に
米
国
人
で
な
い
外
国
投
資
家
が
非
米
国
企
業
（
非
米
国
発
行
体
お
よ
び
関
係
す
る
非
米
国
居
住
者
）
に
対
し
、
米
国
外
取
引
の
証
券
に
関

し
て
提
訴
す
るF

oreign-C
ubed

（F
-C

ubed

）
事
件
と
称
さ
れ
る
事
案
が
典
型
事
例
で
あ
っ
た
。
以
下
で
はF

oreign-C
ubed

事
件
に

絞
っ
て
、
証
券
取
引
法
一
〇
条
⒝
・
規
則 10b-5 

の
域
外
適
用
の
考
察
を
深
め
た
い
。

M
orrison

判
決
以
前
に
連
邦
控
訴
裁
判
所
が
採
用
し
て
き
た
行
為
・
効
果
基
準
を
ま
と
め
る
と
、
①
効
果
基
準
は
、
不
法
行
為

二
九



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
一
号
（
二
〇
一
三
年
六
月
）

（
三
〇
）

（w
rongful conduct

）
が
米
国
内
ま
た
は
米
国
市
民
に
対
し
、
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
場
合
に
一
〇
条
⒝
・
規
則 10b-5 

が
適
用
さ
れ
る
。

一
九
六
八
年
連
邦
第
二
巡
回
区
控
訴
裁
判
所
に
よ
りS

choenbaum
 v. F

irstbrook

事
件
に
お
い
て
採
用
さ
れ
、
そ
の
後
も
連
邦
控
訴

裁
判
所
お
よ
び
連
邦
地
方
裁
判
所
に
よ
り
用
い
ら
れ
て
き
た
。
②
行
為
基
準
は
、
不
法
行
為
が
米
国
内
で
行
わ
れ
た
場
合
に
一
〇
条
⒝
が

適
用
さ
れ
る
。
一
九
七
二
年
第
二
巡
回
区
連
邦
控
訴
裁
判
所
に
よ
りL

easco D
ate P

rocessing E
quip. C

orp. v. M
axw

ell

で
効
果

基
準
に
代
わ
る
新
た
な
基
準
と
し
て
採
用
さ
れ
、
や
は
り
連
邦
控
訴
裁
判
所
お
よ
び
連
邦
地
方
裁
判
所
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
。
行
為
基
準

に
拠
る
場
合
も
具
体
的
に
い
か
な
る
行
為
が
米
国
内
で
行
わ
れ
る
必
要
が
あ
る
か
に
つ
い
て
不
明
確
で
連
邦
控
訴
裁
判
所
も
判
断
が
分
か

れ
（
69
）

、
行
為
基
準
お
よ
び
効
果
基
準
を
統
合
し
て
適
用
さ
れ
る
事
例
も
あ
っ
た

（
70
）

。

実
際
の
事
件
に
お
け
る
適
用
が
不
明
確
で
予
測
可
能
性
に
欠
け
る
と
す
る
行
為
・
効
果
基
準
に
対
す
る
批
判
が
、M

orrison

判
決
に

お
い
て
行
為
・
効
果
基
準
の
否
定
、
一
〇
条
⒝
・
規
則 10b-5 

の
適
用
を
狭
く
解
釈
す
る
動
機
と
な
っ
た
と
い
え
る

（
71
）

。

（
2
）
原
審
判
断
と
連
邦
最
高
裁
判
断　

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
南
部
地
区
連
邦
地
方
裁
判
所
は
、
行
為
基
準
お
よ
び
効
果
基
準
を
競
合
適

用
し
、
本
件
は
行
為
基
準
の
要
件
を
満
た
さ
な
い
と
し
て
、
一
〇
条
⒝
・
規
則 10b-5 

適
用
を
否
定
し
た

（
72
）

。
第
二
巡
回
区
連
邦
控
訴
裁
判

所
も
同
基
準
を
採
用
し
、
行
為
基
準
に
つ
い
て
は
主
張
さ
れ
て
い
る
詐
欺
的
行
為
の
中
心
は
被
告N

ational A
ustralia B

ank

（
Ｎ
Ａ
Ｂ
）

本
社
の
あ
る
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
で
行
わ
れ
、
Ｎ
Ａ
Ｂ
が
一
九
九
八
年
買
収
し
た
米
国
法
人H

om
eside

社
で
行
わ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。

効
果
基
準
で
は
、
詐
欺
的
行
為
が
米
国
投
資
家
お
よ
び
米
国
資
本
市
場
に
影
響
を
与
え
た
こ
と
の
立
証
は
さ
れ
て
い
な
い
と
し
て
理
由
中

で
一
〇
条
⒝
・
規
則 10b-5 

適
用
を
否
定
し
、
連
邦
地
裁
判
決
を
肯
定
し
て
い
る

（
73
）

。

米
連
邦
最
高
裁
は
結
論
と
し
て
一
〇
条
⒝
・
規
則 10b-5 

は
適
用
さ
れ
な
い
と
の
原
審
判
断
を
肯
定
す
る
が
、
根
拠
は
原
審
と
異
な
り
、

①
一
〇
条
⒝
・
規
則 10b-5 

適
用
は
事
物
管
轄
（subject-m

atter jurisdicdon
）
と
し
て
の
手
続
的
問
題
で
な
く
実
体
的
問
題
（m

erits 

三
〇



国
際
取
引
に
お
け
る
域
外
適
用
ル
ー
ル
統
一
化
な
ら
び
に
秩
序
形
成
に
向
け
て
（
藤
川
）

（
三
一
）

questions

）
と
す
る
。
②
適
用
基
準
に
つ
き
行
為
・
効
果
基
準
を
採
用
せ
ず
以
下
の
新
基
準
を
採
用
す
る
。
一
〇
条
⒝
・
規
則 10b-5 

は
、

第
一
要
件
で
あ
る
「
米
国
内
の
証
券
取
引
所
に
上
場
さ
れ
て
い
る
証
券
の
売
買
（the purchase or sale of a security listed on an 

A
m
erican stock exchange

）」、
ま
た
は
第
二
要
件
で
あ
る
「
そ
の
他
の
証
券
の
米
国
内
で
行
わ
れ
た
売
買
（the purchase or sale of any 

other security in the U
nited S

tates

）
に
関
連
し
た
詐
欺
的
行
為
に
適
用
さ
れ
る
。
本
事
案
で
は
、
第
一
要
件
は
Ｎ
Ａ
Ｂ
普
通
株
式
は
米

国
内
証
券
取
引
所
に
上
場
さ
れ
ず
、
第
二
要
件
は
Ｎ
Ａ
Ｂ
普
通
株
式
の
購
入
は
米
国
外
で
発
生
し
た
と
し
て
適
用
を
否
定
し
て
い
る
。
連

邦
最
高
裁
の
判
示
に
お
け
る
上
記
基
準
を
導
く
理
由
と
し
て
は
、
第
一
に
、
域
外
適
用
否
定
の
推
定
（presum

ption against 

extraterritoriality

）
原
則
で
あ
る
。
議
会
が
明
示
的
に
域
外
適
用
を
肯
定
す
る
意
思
を
表
明
し
な
い
限
り
、
裁
判
所
は
当
該
法
律
は
主

と
し
て
国
内
に
関
す
る
事
項
を
定
め
た
も
の
と
推
定
す
べ
き
と
し
、
一
九
三
四
年
法
の
焦
点
は
詐
欺
的
行
為
の
発
生
場
所
で
な
く
米
国
内

の
証
券
売
買
に
あ
る
。
第
二
に
、
外
国
法
と
の
抵
触
問
題
が
あ
る
。
連
邦
最
高
裁
は
域
外
適
用
を
広
く
肯
定
し
た
場
合
の
他
国
証
券
規
制

と
の
不
整
合
の
可
能
性
を
指
摘
し
、
新
基
準
は
外
国
の
証
券
規
制
へ
の
干
渉
（the interference w

ith foreign securities regulation

）
を

避
け
る
た
め
の
明
確
な
基
準
と
な
る
と
し
て
い
る
。

4
．
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
に
よ
るM

orrison

判
決
修
正
と
私
人
間
訴
訟

（
1
）
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
九
二
九
Ｐ
条
⒝
⑵
B　

ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
はM

orrison

判
決
と
の
関
連
で
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
お
よ
び
司
法

省
の
域
外
取
引
に
対
す
る
権
限
に
関
し
て
行
為
・
効
果
基
準
を
明
示
的
に
採
用
す
る
。M

orrison

判
決
は
、
一
〇
条
⒝
・
規
則 10b-

5 

に
基
づ
く
私
人
の
投
資
家
が
提
起
し
た
私
人
間
訴
訟
と
し
て
の
損
害
賠
償
請
求
訴
訟
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
他
方
一
〇
条
⒝
・
規

則 10b-5 

は
Ｓ
Ｅ
Ｃ
ま
た
は
司
法
省
の
連
邦
裁
判
所
へ
の
提
訴
等
の
権
限
の
根
拠
に
も
な
る
。
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
九
二
九
Ｐ
条
⒝
⑵

B
に
お
い
て
一
九
三
四
年
法
二
七
条
に
以
下
の
条
項
を
加
え
る
こ
と
で
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
お
よ
び
司
法
省
に
よ
る
域
外
適
用
規
制
の
権
限
の
範
囲

三
一



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
一
号
（
二
〇
一
三
年
六
月
）

（
三
二
）

を
行
為
・
効
果
基
準
に
依
拠
す
る
こ
と
と
し
、
行
為
・
効
果
基
準
を
こ
の
限
り
で
復
活
さ
せ
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
お
よ
び
司
法
省
にM

orrison

判

決
以
前
と
同
様
の
権
限
を
保
持
さ
せ
る
こ
と
と
す
る
。
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
九
二
九
Ｐ
条
⒝
⑵
B
の
条
項
に
よ
れ
ば
、
裁
判
所
は
Ｓ
Ｅ

Ｃ
ま
た
は
米
国
に
よ
り
提
起
さ
れ
る
以
下
の
場
合
に
関
す
る
詐
欺
防
止
条
項
（anti fraud provisions

）
違
反
を
主
張
し
た
訴
え
に
関
し
て

管
轄
権
（jurisdiction

）
を
有
す
る
。
①
証
券
取
引
が
米
国
外
で
発
生
し
外
国
投
資
家
の
み
が
関
与
す
る
場
合
も
、
違
反
行
為
を
形
成
す

る
重
要
な
段
階
（step
）
が
米
国
内
で
行
わ
れ
た
場
合
、
ま
た
は
②
米
国
外
で
行
わ
れ
た
行
為
で
、
米
国
内
に
実
質
的
な
影
響
を
及
ぼ
す

こ
と
が
予
見
可
能
で
あ
る
場
合
。

（
2
）
私
人
提
起
訴
訟　

私
人
提
起
訴
訟
に
関
し
て
は
Ｓ
Ｅ
Ｃ
の
調
査
義
務
等
の
規
定
を
置
く
が
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
お
よ
び
司
法
省
の
権
限
と

異
な
り
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
はM

orrison

判
決
内
容
を
覆
す
規
定
は
置
い
て
お
ら
ず
、
私
人
提
起
訴
訟
に
つ
い
て
は
な
おM

orrison

判
決
の
射
程
に
あ
る
こ
と
に
な
る
。
も
っ
と
も
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
九
二
九
条
Ｙ
⒜
で
は
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
が
一
〇
条
⒝
・
規
則 10b-5 

に
基

づ
く
私
人
訴
訟
提
起
の
権
限
を
海
外
証
券
詐
欺
事
案
に
拡
大
す
る
こ
と
に
関
し
て
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
コ
メ
ン
ト
を
募
集
・
調
査
を
行
う
と
し

て
お
り
、
今
後
議
会
が
Ｓ
Ｅ
Ｃ
の
調
査
結
果
・
提
言
を
受
け
新
た
な
立
法
を
行
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
、M

orrison

判
決
の
分
析
に
も
影

響
を
及
ぼ
し
か
ね
ず
、
見
通
し
が
不
明
確
な
部
分
と
も
い
え
よ
う

（
74
）

。

（
3
）M

orrison

判
決
と
Ａ
Ｄ
Ｒ
│
非
米
国
企
業
に
及
ぼ
す
影
響
│　

Ａ
Ｄ
Ｒ
は
、
米
国
外
で
発
行
さ
れ
た
証
券
（
原
証
券
）
を
表
章

す
る
証
明
書
受
領
書
で
、
米
国
商
業
銀
行
（
受
託
者
）
が
原
証
券
の
預
託
を
受
け
、
原
証
券
を
見
合
い
に
Ａ
Ｄ
Ｒ
を
発
行
す
る
。
Ａ
Ｄ
Ｒ

は
一
つ
ま
た
は
複
数
の
原
証
券
を
表
章
し
、
Ａ
Ｄ
Ｒ
保
有
者
は
表
章
す
る
原
証
券
と
交
換
で
き
、
原
証
券
が
追
加
で
受
託
者
に
預
託
さ
れ

た
場
合
に
は
Ａ
Ｄ
Ｒ
も
追
加
発
行
さ
れ
る
。
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
配
当
支
払
い
お
よ
び
譲
渡
等
の
管
理
は
受
託
者
が
集
中
的
に
行
い
、
非
米
国
企
業

お
よ
び
米
国
投
資
家
に
と
り
原
証
券
を
直
接
米
国
内
で
発
行
・
流
通
さ
せ
る
よ
り
も
便
利
な
手
段
と
な
る
。
Ａ
Ｄ
Ｒ
は
ス
ポ
ン
サ
ー
な
し

三
二



国
際
取
引
に
お
け
る
域
外
適
用
ル
ー
ル
統
一
化
な
ら
び
に
秩
序
形
成
に
向
け
て
（
藤
川
）

（
三
三
）

Ａ
Ｄ
Ｒ
（unsponsored A

D
R

）、
ス
ポ
ン
サ
ー
付
Ａ
Ｄ
Ｒ
（sponsored A

D
R

）
に
分
け
ら
れ
る
。M

orrison

判
決
の
影
響
は
私
人
で
あ
る

投
資
家
の
提
起
す
る
訴
訟
に
限
ら
れ
る
た
め
、
上
場
Ａ
Ｄ
Ｒ
と
店
頭
市
場
取
引
Ａ
Ｄ
Ｒ
に
分
け
て
影
響
を
検
討
し
た
い
。

自
社
株
式
に
つ
い
て
米
国
内
証
券
取
引
所
に
上
場
ま
た
は
Ｎ
Ａ
Ｓ
Ｄ
Ａ
Ｑ
市
場
取
引
さ
れ
る
Ａ
Ｄ
Ｒ
（
レ
ベ
ル
│
二
、
ま
た
は
レ
ベ
ル
│

三
の
ス
ポ
ン
サ
ー
付
Ａ
Ｄ
Ｒ
）
が
発
行
さ
れ
る
非
米
国
企
業
に
つ
い
て
は
、M

orrison

判
決
後
も
Ａ
Ｄ
Ｒ
を
米
国
内
証
券
取
引
所
で
取
引
し

た
投
資
家
か
ら
、
一
〇
条
⒝
・
規
則 10b-5 

に
基
づ
く
訴
訟
を
受
け
る
可
能
性
が
高
い
が
、
従
前
の
行
為
・
効
果
基
準
に
よ
れ
ば
必
ず
し

も
排
除
さ
れ
な
い
可
能
性
が
あ
っ
た
Ａ
Ｄ
Ｒ
原
証
券
の
株
式
を
米
国
外
証
券
取
引
所
で
取
引
し
た
米
国
・
非
米
国
投
資
家
か
ら
の
訴
訟
は

排
除
さ
れ
る
と
み
ら
れ
る

（
75
）

。

具
体
的
に
は
、
①
上
場
Ａ
Ｄ
Ｒ
に
関
し
て
、
原
証
券
株
式
が
証
券
取
引
所
で
取
引
さ
れ
た
場
合
に
は
、
米
国
投
資
家
か
否
か
に
関
わ
ら

ず
一
〇
条
⒝
・
規
則 10b-5 

の
適
用
は
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
行
為
・
効
果
基
準
で
あ
れ
ば
、
原
証
券
株
式
が
米
国
外
証
券
取
引
所

で
取
引
さ
れ
た
場
合
も
状
況
い
か
ん
に
よ
っ
て
は
適
用
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
が
、
か
か
る
場
合
に
適
用
が
一
律
に
否
定
さ
れ
る
こ
と
と

な
る
点
でM

orrison

判
決
は
Ａ
Ｄ
Ｒ
発
行
の
非
米
国
企
業
の
訴
訟
リ
ス
ク
を
減
少
さ
せ
る
と
い
え
よ
う

（
76
）

。

②
上
場
Ａ
Ｄ
Ｒ
に
関
し
て
、
米
国
投
資
家
ま
た
は
非
米
国
投
資
家
が
Ａ
Ｄ
Ｒ
を
米
国
内
証
券
取
引
所
の
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
証
券
取
引
所
お

よ
び
Ｎ
Ａ
Ｓ
Ｄ
Ａ
Ｑ
市
場
で
取
引
し
た
場
合
、M

orrison
判
決
上
告
人
は
普
通
株
式
保
有
者
で
あ
り
Ａ
Ｄ
Ｒ
取
引
に
つ
い
て
判
断
す
る

も
の
で
は
な
い
が
、
Ａ
Ｄ
Ｒ
は
米
国
内
証
券
取
引
所
に
上
場
さ
れ
、M

orrison

判
決
基
準
に
お
け
る
米
国
内
の
証
券
取
引
所
に
上
場
さ

れ
て
い
る
証
券
の
売
買
と
の
第
一
要
件
が
充
足
さ
れ
、
一
〇
条
⒝
・
規
則 10b-5 

の
適
用
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
よ
う

（
77
）

。

③
自
社
株
式
に
つ
き
店
頭
市
場
取
引
さ
れ
る
Ａ
Ｄ
Ｒ
（
レ
ベ
ル
│
一
ス
ポ
ン
サ
ー
付
Ａ
Ｄ
Ｒ
ま
た
は
ス
ポ
ン
サ
ー
な
し
Ａ
Ｄ
Ｒ
）
が
発
行
さ
れ

る
非
米
国
企
業
は
、
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
原
証
券
株
式
を
米
国
外
証
券
取
引
所
で
取
引
し
た
米
国
・
非
米
国
投
資
家
に
よ
る
訴
訟
は
排
除
さ
れ
る
と

三
三



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
一
号
（
二
〇
一
三
年
六
月
）

（
三
四
）

考
え
ら
れ
、
や
は
りM

orrison

判
決
が
非
米
国
企
業
の
訴
訟
リ
ス
ク
を
減
少
さ
せ
た
と
み
ら
れ
る
が
、
Ａ
Ｄ
Ｒ
を
店
頭
市
場
取
引
し
た

投
資
家
の
訴
訟
を
受
け
る
可
能
性
は
不
明
確
で
あ
り
、
今
後
の
展
開
が
注
視
さ
れ
よ
う
。

店
頭
市
場
の
Ａ
Ｄ
Ｒ
取
引
は
、M

orrison

判
決
に
関
し
て
は
米
国
内
の
売
買
と
し
て
第
二
要
件
を
充
足
す
る
た
め
一
〇
条
⒝
・
規

則 10b-5 

が
適
用
さ
れ
よ
う
。
も
っ
と
も
Ａ
Ｄ
Ｒ
取
引
は
主
と
し
て
外
国
証
券
取
引
（predom

inantly foreign securides transaction

）
と

の
理
由
に
よ
り
、
店
頭
市
場
取
引
の
レ
ベ
ル
│
一
Ａ
Ｄ
Ｒ
に
つ
き
一
律
に
適
用
を
否
定
す
るM

orrison

判
決
後
の
下
級
審
判
例
も
あ
り
、

裁
判
所
判
断
の
蓄
積
が
待
た
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
原
証
券
株
式
発
行
者
の
米
国
内
の
積
極
的
行
為
が
予
定
さ
れ
な
い
ス
ポ
ン
サ
ー
な
し

Ａ
Ｄ
Ｒ
の
場
合
に
は
、
一
〇
条
⒝
・
規
則 10b-5 

の
他
の
実
体
的
要
件

（
78
）

を
充
足
す
る
こ
と
は
実
際
上
は
困
難
で
あ
ろ
う
。

六
．
米
国
証
券
取
引
法 10b-5 

の
域
外
適
用
と
信
任
・
開
示
義
務
の
交
錯

1
．
信
任
義
務
違
反
と
域
外
適
用

信
任
義
務
（fi duciary duty

）
違
反
な
ど
に
関
し
て
、
主
に
私
人
間
の
会
社
法
に
関
す
る
事
案
と
も
な
ろ
う
が
、
域
外
適
用
な
ら
び
に

他
国
へ
の
影
響
面
を
考
察
し
た
い
。
規
則 10b-5 

が
規
制
す
る
証
券
取
引
に
お
け
る
詐
欺
的
不
正
行
為
の
問
題
は
、
取
引
の
一
方
当
事
者

が
全
て
の
重
要
な
事
実
を
完
全
に
開
示
し
な
い
こ
と
に
あ
る
が
、
多
く
の
国
家
は
開
示
主
義
を
法
政
策
と
し
て
は
そ
も
そ
も
採
用
し
て
い

な
い

（
79
）

。
特
に
欧
州
で
は
完
全
開
示
が
要
求
さ
れ
な
い
こ
と
が
公
正
な
証
券
取
引
の
た
め
の
努
力
が
払
わ
れ
な
い
こ
と
を
意
味
し
な
い
も
の

も
あ
り
、
こ
の
観
点
か
ら
詐
欺
防
止
規
定
と
し
て
の
規
則 10b-5 

の
域
外
適
用
は
他
国
政
策
と
重
大
な
衝
突
を
引
き
起
こ
す
こ
と
に
は
な

ら
な
い
と
も
み
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
な
が
ら
規
則 10b-5 

は
、
会
社
の
役
員
・
取
締
役
に
よ
る
自
己
取
引
、
信
任
義
務
違
反
な
ど
に
対
し
、
株
主
に
救
済
を
与
え
、

三
四



国
際
取
引
に
お
け
る
域
外
適
用
ル
ー
ル
統
一
化
な
ら
び
に
秩
序
形
成
に
向
け
て
（
藤
川
）

（
三
五
）

不
完
全
開
示
に
対
し
て
株
主
、
公
開
買
付
を
行
う
会
社
、
公
開
買
付
の
対
象
会
社
、
そ
れ
以
外
の
方
法
で
他
社
に
資
本
参
加
せ
ん
と
す
る

会
社
お
よ
び
そ
の
対
象
会
社
な
ど
に
救
済
を
与
え
ん
と
す
る

（
80
）

。
不
実
表
示
を
理
由
と
す
る
規
則 10b-5 

の
域
外
適
用
が
拡
大
さ
れ
る
と
米

国
居
住
株
主
を
有
す
る
外
国
会
社
に
対
し
米
国
規
制
が
課
せ
ら
れ
、
ひ
い
て
は
他
国
が
経
済
政
策
に
基
づ
き
定
め
る
企
業
規
制
の
一
貫
性

が
乱
さ
れ
て
し
ま
い
か
ね
な
い
。
米
国
の
開
示
要
求
の
強
行
に
よ
り
、
ス
イ
ス
銀
行
法
四
七
条
Ｂ
項
な
ど
他
国
の
銀
行
秘
密
法
（B

ank 

S
ecrecy A

ct B
S
A

）
な
ど
と
の
衝
突
も
想
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る

（
81
）

。

2
．
信
認
義
務
と
経
済
政
策
の
衝
突

規
則 10b-5 

の
域
外
適
用
は
信
認
義
務
違
反
等
を
通
じ
て
他
国
の
経
済
政
策
等
と
の
衝
突
・
干
渉
と
な
り
国
際
法
違
反
と
な
る
こ
と
も

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
米
国
裁
判
所
の
判
決
で
は
か
か
る
事
柄
は
全
く
考
慮
し
て
お
ら
ず
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
の
域
外
適
用
に
関
す
る
見
解
で
も

触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
抽
象
的
に
、
国
際
法
上
管
轄
権
の
域
外
的
行
使
の
正
当
化
の
み
を
考
え
、
抽
象
的
に
は
正
当
化
さ
れ
る
と
す
る
規

則 10b-5 

の
域
外
適
用
の
内
容
面
の
検
討
は
し
て
い
な
い
。
規
則 10b-5 

の
域
外
適
用
の
問
題
が
生
じ
た
場
合
か
か
る
検
討
が
加
え
ら
れ
、

国
際
法
に
反
す
る
場
合
は
域
外
適
用
は
否
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

（
82
）

。

私
見
で
あ
る
が
、
開
示
主
義
の
不
存
在
は
欧
州
に
お
い
て
市
民
社
会
ル
ー
ル
が
前
提
と
し
て
存
在
し
、
規
律
づ
け
と
し
て
機
能
し
て
い

る
こ
と
と
密
接
に
関
連
し
よ
う
。F

R
C

’s U
K
 C

orporate G
overnance C

ode, T
he U

K
 S

tew
ardship C

ode

（
二
〇
一
二
年
一
二
月
改

訂
）
し
か
り
で
あ
る
が
、
機
関
投
資
家
の
投
資
先
企
業
に
対
す
る
責
任
に
関
す
るS

tew
ardship C

ode

に
つ
い
て
は
近
年
新
た
な
議
論

も
出
さ
れ
る

（
83
）

。
後
述
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
オ
ー
バ
ー
フ
ォ
ー
ル
の
必
要
性
に
も
繋
が
る
部
分
で
、
ハ
ー
モ
ナ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
に
向
け
更
な
る

検
討
作
業
が
必
要
と
な
ろ
う
。

三
五



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
一
号
（
二
〇
一
三
年
六
月
）

（
三
六
）

七
．
英
国
賄
賂
防
止
法
の
域
外
適
用

1
．
国
際
商
取
引
・
グ
ロ
ー
バ
ル
金
融
取
引
に
お
け
る
不
正
と
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
な
ら
び
に
内
部
統
制

近
年
マ
ネ
ー
・
ロ
ー
ン
ダ
リ
ン
グ
、
外
国
公
務
員
等
へ
の
贈
賄
な
ど
、
国
際
金
融
取
引
・
国
際
商
取
引
に
お
け
る
不
祥
事
防
止
に
向
け

て
法
制
度
整
備
が
進
め
ら
れ
る

（
84
）

。
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
な
ど
金
融
規
制
と
も
関
連
す
る
分
野
で
、
従
業
員
の
不
正
と
し
て
の
グ
ロ
ー
バ

ル
・
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
と
内
部
統
制
・
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
の
問
題
で
あ
ろ
う
が
、
経
営
者
不
正
と
し
て
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
問
題
で
も
あ

る
。
戦
略
的
内
部
統
制
（E

nterprise R
isk M

anagem
ent E

R
M

 

統
合
的
リ
ス
ク
管
理
態
勢
）
に
お
け
る
統
制
環
境
（control environm

ent

）

な
ど
企
業
風
土
等
の
要
因
の
改
善
も
求
め
ら
れ
る
事
案
で
あ
ろ
う
。

2
．
英
国
賄
賂
防
止
法
の
域
外
適
用
と
米
国
海
外
汚
職
行
為
防
止
法

（
1
）
グ
ロ
ー
バ
ル
企
業
に
お
け
る
内
部
統
制　

グ
ロ
ー
バ
ル
企
業
に
お
け
る
内
部
統
制
（Internal C

ontrol

）
の
要
点
と
し
て
、
コ
ー

ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
と
一
体
と
な
っ
た
内
部
統
制
、
②
電
子
化
情
報
を
含
め
た
文
書
化
・
記
録
化
が
重
要
と
な
る
。
企
業
不
祥
事
防

止
策
も
グ
ロ
ー
バ
ル
内
部
統
制
が
求
め
ら
れ
、
オ
リ
ン
パ
ス
・
大
王
製
紙
事
件
に
つ
い
て
は
共
通
し
て
経
営
ト
ッ
プ
に
よ
る
関
与
が
問
題

と
な
っ
て
い
る
。
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
利
い
た
内
部
統
制
が
重
要
で
あ
り
、
経
営
ト
ッ
プ
に
よ
る
不
正
は
内
部
統
制
の
弱
点
と
し
て
つ
と
に
指

摘
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
具
体
的
に
は
、
海
外
子
会
社
の
関
与
す
る
不
祥
事
が
問
題
と
な
り
、
特
に
オ
リ
ン
パ
ス
事
件
で
は
英
国
子

会
社
の
Ｍ
＆
Ａ
を
絡
め
た
不
正
取
引
（
損
失
と
ば
し
）
が
行
わ
れ
、
外
国
公
務
員
へ
の
贈
賄
も
同
様
で
あ
る
。
海
外
子
会
社
の
ガ
バ
ナ
ン

ス
な
ら
び
に
グ
ロ
ー
バ
ル
・
グ
ル
ー
プ
内
部
統
制
が
必
要
と
な
る
。

（
2
）
英
国
賄
賂
防
止
法
の
域
外
適
用
と
米
国
海
外
汚
職
行
為
防
止
法　

域
外
適
用
に
関
し
て
、
二
〇
一
一
年
七
月
一
日
英
国
賄
賂
防

三
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国
際
取
引
に
お
け
る
域
外
適
用
ル
ー
ル
統
一
化
な
ら
び
に
秩
序
形
成
に
向
け
て
（
藤
川
）

（
三
七
）

止
法
（U

K
 B

ribery A
ct 2010

）
が
施
行
さ
れ

（
85
）

、
贈
賄
禁
止
に
つ
い
て
対
公
務
員
の
み
な
ら
ず
私
人
間
へ
の
適
用
を
規
定
す
る
と
共
に
、

法
人
の
罪
（C

orporate O
ff ence

）
と
し
て
企
業
が
賄
賂
防
止
を
図
ら
な
か
っ
た
こ
と
自
体
を
犯
罪
化
す
る
規
定
を
設
け
る
な
ど
米
国
海
外

汚
職
行
為
防
止
法
（
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
）
に
比
し
広
範
な
規
定
と
な
っ
て
い
る
。

英
国
贈
収
賄
禁
止
法
は
二
〇
一
〇
年
四
月
八
日
成
立
し
、
英
国
企
業
だ
け
で
な
く
英
国
で
事
業
を
行
う
外
国
企
業
や
個
人
に
大
き
な
影

響
を
及
ぼ
す
も
の
で
あ
り
、
英
国
贈
収
賄
禁
止
法
に
は
以
下
の
四
種
類
の
贈
収
賄
罪
が
規
定
さ
れ
る
。
⒜
贈
賄
（
公
務
員
に
限
ら
な
い
）　

職
務
を
不
正
に
執
行
さ
せ
る
こ
と
、
ま
た
は
不
正
な
職
務
執
行
に
報
酬
を
与
え
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
人
に
利
益
を
供
与
し
、
ま
た
は

そ
の
申
込
若
し
く
は
約
束
を
す
る
こ
と
（
第
一
条
）。
⒝
収
賄
（
公
務
員
に
限
ら
な
い
）　

不
正
な
職
務
執
行
の
見
返
り
と
し
て
、
利
益
を
収

受
し
、
要
求
し
、
ま
た
は
収
受
に
同
意
す
る
こ
と
（
第
二
条
）。
⒞
外
国
公
務
員
に
対
す
る
贈
賄　

外
国
公
務
員
に
対
し
て
贈
賄
を
す
る
こ

と
（
第
六
条
）。
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
の
贈
賄
禁
止
条
項
に
近
い
内
容
で
あ
る
。
⒟
贈
賄
を
防
ぐ
措
置
を
怠
っ
た
こ
と　

営
利
団
体
が
贈
賄
を
防
ぐ
措

置
を
怠
っ
た
こ
と
（
第
七
条
）。
贈
賄
（
第
一
条
）
ま
た
は
外
国
公
務
員
に
対
す
る
贈
賄
（
第
六
条
）
が
あ
っ
た
場
合
、
贈
賄
を
防
ぐ
た
め
の

十
分
な
手
続
き
を
整
え
て
い
た
こ
と
を
証
明
で
き
な
い
限
り
、
当
該
企
業
も
ま
た
有
罪
と
な
る
。
十
分
な
手
続
き
の
内
容
に
つ
い
て
は
指

針
が
出
さ
れ
る
。
収
賄
（
第
二
条
）
は
本
条
に
お
け
る
前
提
犯
罪
に
は
な
っ
て
い
な
い
。
英
国
贈
収
賄
禁
止
法
に
違
反
し
た
場
合
、
罰

金
・
一
〇
年
以
下
の
懲
役
が
科
さ
れ
る
（
第
一
一
条
）。

英
国
贈
収
賄
禁
止
法
と
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
の
主
な
相
違
点
と
し
て
は
、
英
国
贈
収
賄
禁
止
法
は
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
と
重
な
る
部
分
も
あ
る
が
、
以
下
の

点
で
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ

（
86
）

と
異
な
る
内
容
を
有
す
る
。

⒜
民
間
人
へ
の
賄
賂
の
禁
止
。
英
国
贈
収
賄
禁
止
法
第
一
条
は
民
間
人
と
の
贈
収
賄
に
も
適
用
さ
れ
、
外
国
と
の
商
業
賄
賂
が
有
罪
と

さ
れ
る
こ
と
は
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
の
禁
止
行
為
の
範
囲
を
超
え
て
い
る
。
事
業
者
間
で
交
わ
さ
れ
る
様
々
な
種
類
の
支
払
の
多
く
が
監
視
対
象
と

三
七



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
一
号
（
二
〇
一
三
年
六
月
）

（
三
八
）

な
り
、
企
業
は
一
層
の
リ
ス
ク
に
直
面
す
る
。
第
一
条
に
定
め
る
犯
罪
は
第
七
条
に
基
づ
く
企
業
責
任
の
根
拠
に
な
り
得
る
。
英
国
贈
収

賄
禁
止
法
の
対
象
企
業
に
と
り
、
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
、
代
理
人
、
そ
の
他
の
第
三
者
に
対
す
る
支
払
お
よ
び
こ
れ
ら
の
者
か
ら
の
受
領
の

全
て
を
厳
密
に
監
視
す
べ
き
必
要
性
が
増
加
す
る
こ
と
に
な
る
。

⒝
企
業
に
関
す
る
管
轄
の
拡
大
。
英
国
贈
収
賄
禁
止
法
が
意
図
す
る
適
用
範
囲
に
は
、
設
立
地
に
か
か
わ
ら
ず
英
国
内
で
事
業
の
一
部

ま
た
は
全
部
を
営
む
全
営
利
団
体
が
含
ま
れ
る
。
当
該
条
件
が
充
足
さ
れ
れ
ば
犯
罪
を
構
成
す
る
行
為
ま
た
は
不
作
為
が
な
さ
れ
た
場
所

は
関
係
な
い
。
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
で
は
米
国
領
域
内
の
行
為
が
要
求
さ
れ
る
た
め
、
文
言
上
は
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
よ
り
も
広
い
適
用
範
囲
と
な
る
。
英
国

内
の
従
業
員
を
抱
え
る
民
間
企
業
の
場
合
、
当
該
従
業
員
が
実
際
に
贈
収
賄
に
関
わ
っ
て
い
な
く
と
も
英
国
贈
収
賄
禁
止
法
が
適
用
さ
れ

る
可
能
性
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。

⒞
目
的
に
関
す
る
表
現
の
拡
大
。
英
国
贈
収
賄
禁
止
法
に
お
い
て
外
国
公
務
員
に
対
す
る
贈
賄
罪
を
問
わ
れ
る
の
は
取
引
ま
た
は
取
引

を
行
う
上
で
有
利
な
立
場
を
獲
得
ま
た
は
維
持
す
る
こ
と
を
意
図
し
た
場
合
に
限
定
さ
れ
る
が
、
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
に
お
け
る
目
的
文
言
に
比
し

拡
大
し
た
も
の
と
な
っ
て
お
り
、
英
国
贈
収
賄
禁
止
法
で
は
特
定
取
引
の
獲
得
で
は
な
く
、
一
般
的
に
有
利
な
待
遇
を
確
保
す
る
た
め
に

な
さ
れ
た
支
払
、
例
え
ば
納
税
義
務
軽
減
や
規
制
に
関
す
る
有
利
な
待
遇
を
得
る
た
め
の
支
払
等
も
適
用
範
囲
に
含
ま
れ
る
こ
と
が
明
確

と
な
る
。
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
に
お
い
て
は
か
か
る
支
払
が
対
象
と
な
る
か
か
が
争
わ
れ
て
き
た
が
、
主
要
判
例
は
不
適
切
な
支
払
い
が
直
接
ま
た

は
間
接
的
に
取
引
の
獲
得
ま
た
は
維
持
に
役
立
っ
た
こ
と
を
立
証
す
る
必
要
が
あ
る
と
す
る

（
87
）

。

⒟
ア
フ
ァ
ー
マ
テ
ィ
ブ
・
デ
ィ
フ
ェ
ン
ス
（A

ffi  rm
ative D

efence
営
業
活
動
に
関
す
る
抗
弁
）
が
な
い
こ
と
。
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
に
お
い
て
は
製

品
も
し
く
は
サ
ー
ビ
ス
の
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
ま
た
は
契
約
の
履
行
に
関
す
る
適
切
か
つ
正
当
な
費
用
（reasonable and bona fi de 

expenditure

）
で
あ
る
旨
を
抗
弁
と
し
て
主
張
で
き
る
が
、
英
国
贈
収
賄
禁
止
法
に
は
か
か
る
規
定
は
な
い
。
上
院
に
お
い
て
合
法
的
商

三
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国
際
取
引
に
お
け
る
域
外
適
用
ル
ー
ル
統
一
化
な
ら
び
に
秩
序
形
成
に
向
け
て
（
藤
川
）

（
三
九
）

業
行
為
は
許
容
さ
れ
る
こ
と
を
法
的
に
明
確
に
す
る
用
語
を
加
え
る
提
案
が
検
討
さ
れ
た
も
の
の
却
下
さ
れ
、
個
別
判
断
は
訴
追
裁
量
に

委
ね
ら
れ
た
。
企
業
と
し
て
は
旅
費
や
交
際
費
等
の
方
針
を
見
直
し
、
接
待
費
と
し
て
許
容
さ
れ
る
か
否
か
の
明
確
な
線
引
き
を
行
う
こ

と
が
重
要
に
な
る
。

⒠
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
・
ペ
イ
メ
ン
ト
（F

acilitaion P
aym

ents

）
の
例
外
も
な
い
。
贈
収
賄
禁
止
法
に
は
、
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
に
お
け
る

よ
う
な
業
務
円
滑
化
の
た
め
の
支
払
と
し
て
の
フ
ァ
シ
リ
テ
イ
テ
ー
シ
ョ
ン
・
ペ
イ
メ
ン
ト

（
88
）

に
関
す
る
例
外
規
定
は
な
い
。
こ
の
た
め
本

法
の
対
象
と
な
る
企
業
は
、
税
関
の
通
過
、
免
許
も
し
く
は
ビ
ザ
の
更
新
、
許
認
可
の
取
得
、
年
次
検
査
の
合
格
な
ど
に
関
す
る
現
地
の

規
制
当
局
と
の
や
り
取
り
に
つ
い
て
改
め
て
見
直
す
必
要
が
あ
る
。

二
〇
一
一
年
三
月
三
〇
日
英
国
司
法
省
（
Ｍ
Ｏ
Ｊ
）
な
ど
か
ら
贈
収
賄
禁
止
法
の
指
針
が
公
表
さ
れ
、
合
理
的
な
接
待
費
そ
の
他
の
費

用
、
英
国
で
の
プ
レ
ゼ
ン
ス
、
関
係
者
、
フ
ァ
シ
リ
テ
イ
テ
ー
シ
ョ
ン
・
ペ
イ
メ
ン
ト
、
訴
追
裁
量
、
贈
賄
防
止
方
針
お
よ
び
手
続
き
に

関
す
る
指
導
原
理
（
リ
ス
ク
に
応
じ
た
手
続
き
、
上
層
部
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
、
リ
ス
ク
評
価
、
デ
ュ
ー
・
デ
ィ
リ
ジ
ェ
ン
ス
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
、
監
視
と
見
直
し
）
等
が
提
示
さ
れ
る
。
適
用
範
囲
の
限
界
も
規
定
し
て
お
り
、
英
国
証
券
取
引
所
上
場
ま
た
は
英
国
子
会
社
を
有
す
る

の
み
で
は
訴
追
さ
れ
な
い
こ
と
を
明
確
に
し
、
贈
収
賄
禁
止
法
に
基
づ
く
「
十
分
な
手
続
き
」
を
整
え
る
上
で
の
参
考
す
べ
き
指
導
原
理

も
示
さ
れ
る
が
、
疑
問
も
数
多
く
残
さ
れ
、
指
針
が
条
件
付
で
一
般
的
な
も
の
で
あ
る
た
め
確
証
が
得
ら
れ
な
い
分
野
も
多
い

（
89
）

。

今
後
は
、
本
法
に
よ
り
禁
止
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
行
為
に
対
し
て
リ
ス
ク
・
ア
セ
ス
メ
ン
ト
を
行
い
、
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
・
プ
ロ

グ
ラ
ム
（C
om

pliance P
rogram

）
を
広
い
視
野
か
ら
構
築
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る

（
90
）

。
贈
収
賄
を
防
ぐ
た
め
の
十
分
な
手
続
き
を
整
え
る

こ
と
が
英
国
贈
収
賄
禁
止
法
上
の
企
業
責
任
に
対
す
る
抗
弁
と
も
な
り
、
本
法
対
象
企
業
に
と
っ
て
は
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
・
プ
ロ
グ
ラ

ム
を
強
化
す
べ
き
必
要
が
高
ま
っ
て
い
る
。

三
九



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
一
号
（
二
〇
一
三
年
六
月
）

（
四
〇
）

（
3
）
英
国
贈
収
賄
禁
止
法
の
域
外
適
用
と
内
部
統
制　

英
国
贈
収
賄
禁
止
法
に
よ
れ
ば
不
祥
事
防
止
の
た
め
の
内
部
統
制
を
構
築
し

な
か
っ
た
こ
と
が
罪
に
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
（
第
七
条
）。
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
で
は
贈
賄
行
為
は
な
く
と
も
会
計
記
録
が
な
い
た
め
に
処
罰
さ
れ

る
規
定
（
会
計
記
録
条
項
）
が
あ
る
が
、
英
国
贈
収
賄
禁
止
法
も
同
様
の
規
定
が
あ
る
。
内
部
統
制
な
ら
び
に
文
書
化
要
求
が
英
国
で
も

法
制
化
さ
れ
た
こ
と
に
な
る

（
91
）

。
ガ
イ
ダ
ン
ス
で
は
当
該
条
項
の
域
外
適
用
を
認
め
て
お
り

（
92
）

、
今
後
は
疑
わ
れ
る
リ
ス
ク
を
晴
ら
す
た
め
に

も
、
適
切
な
文
書
化
・
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
が
求
め
ら
れ
よ
う
。

本
法
の
域
外
適
用
に
つ
い
て
、
英
国
内
お
よ
び
そ
の
他
の
管
轄
区
域
内
で
犯
さ
れ
た
犯
罪
に
つ
い
て
は
、
当
該
犯
罪
を
犯
し
た
者
（
法

人
か
自
然
人
か
を
問
わ
な
い
）
が
自
ら
の
居
住
地
、
設
立
地
ま
た
は
市
民
権
の
い
ず
れ
か
を
理
由
と
し
て
英
国
と
密
接
に
関
連
し
て
い
る
場

合
、
英
国
裁
判
所
が
そ
の
裁
判
管
轄
を
有
す
る
。
英
国
で
設
立
ま
た
は
組
織
さ
れ
た
営
利
団
体
に
対
し
適
用
さ
れ
る
の
は
勿
論
の
こ
と
、

英
国
で
事
業
の
全
部
ま
た
は
一
部
を
行
う
団
体
に
も
適
用
さ
れ
、
英
国
裁
判
所
は
か
か
る
犯
罪
を
犯
し
た
者
が
英
国
国
民
か
居
住
者
か
に

か
か
わ
ら
ず
、
ま
た
当
該
犯
罪
が
行
わ
れ
た
場
所
に
か
か
わ
ら
ず
、
裁
判
管
轄
を
有
す
る
。
英
国
外
で
設
立
さ
れ
た
ま
た
は
英
国
外
に
拠

点
を
有
す
る
団
体
の
場
合
、
か
か
る
団
体
が
英
国
で
事
業
の
全
部
ま
た
は
一
部
を
行
っ
て
い
る
と
判
断
さ
れ
る
か
否
か
は
事
案
に
よ
り
決

定
さ
れ
、
紛
争
が
生
じ
た
場
合
、
英
国
裁
判
所
が
最
終
決
定
権
を
有
す
る
。
本
指
針
は
、
あ
る
会
社
が
本
法
の
対
象
範
囲
に
該
当
す
る
か

を
決
定
す
る
際
に
は
、
常
識
的
な
方
法
が
適
用
さ
れ
る
と
述
べ
、
例
え
ば
英
国
政
府
が
、
ロ
ン
ド
ン
証
券
取
引
所
で
の
取
引
を
認
め
ら
れ

て
い
る
有
価
証
券
の
発
行
会
社
で
あ
る
会
社
に
対
し
、
そ
の
上
場
の
み
を
理
由
と
し
て
英
国
で
事
業
を
行
っ
て
い
る
と
判
断
さ
れ
る
こ
と

は
な
い
と
述
べ
て
い
る
。

外
国
企
業
に
よ
る
英
国
以
外
の
行
為
も
同
法
の
適
用
対
象
と
な
り
、
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
に
比
し
適
用
範
囲
が
広
く
留
意
が
必
要
と
な
る
。
例
え

ば
海
外
子
会
社
に
よ
る
汚
職
行
為
と
し
て
、
英
国
企
業
Ａ
社
が
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
Ｂ
社
を
所
有
し
て
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
・

四
〇
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セ
ク
タ
ー
の
契
約
を
獲
得
す
る
た
め
汚
職
行
為
を
行
っ
た
場
合
、
Ｂ
社
が
Ａ
社
に
代
わ
っ
て
汚
職
行
為
を
行
っ
た
こ
と
が
立
証
さ
れ
れ
ば

第
七
条
違
反
（F

ailure of com
m
ercial organisations to prevent bribery

）
の
可
能
性
が
あ
り
、
Ｂ
社
が
適
用
対
象
か
否
か
に
関
わ
ら
ず

Ａ
社
の
贈
収
賄
罪
防
止
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
導
入
す
る
必
要
が
あ
る

（
93
）

。

八
．
域
外
適
用
の
ル
ー
ル
統
一
化
の
提
言

1
．
域
外
適
用
の
統
一
ル
ー
ル
化
の
模
索

私
見
で
あ
る
が
、
米
国
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
の
域
外
適
用
に
つ
い
て
考
え
る
と
、
自
国
利
益
を
重
視
し
、
相
手
国
の
事
情
は
考
慮
し

て
な
い
傾
向
が
あ
り
、
考
え
方
と
し
て
は
客
観
主
義
が
ベ
ー
ス
と
な
ろ
う
。
一
方
で
、
域
外
適
用
を
主
張
す
る
主
体
は
、
例
え
ば
Ｓ
Ｅ
Ｃ

で
あ
り
、
主
観
主
義
的
な
要
素
も
出
て
く
る
面
も
あ
る
。
す
る
と
国
際
法
適
用
外
の
調
整
マ
タ
ー
に
な
り
、
公
平
性
、
互
換
性
、
比
例
性

な
ど
の
い
く
つ
か
の
要
素
が
考
慮
す
べ
き
点
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
具
体
的
基
準
と
し
て
は
、
先
述
し
た
一
〇
項
目
あ

ま
り
が
参
考
と
し
て
用
い
ら
れ
る
基
準
と
も
な
る
。
主
観
的
要
素
が
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
衡
平
法
主
義
な
ど
で
割
り
切
っ
て
い
く
こ
と
も

可
能
と
な
ろ
う
。

一
九
三
四
年
米
国
証
券
取
引
所
法
の
域
外
適
用
に
関
し
て
、
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
は
二
〇
一
〇
年
六
月
二
四
日
米
国
連
邦
裁
判
所

M
orrison

判
決
の
修
正
に
し
て
も
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
お
よ
び
司
法
省
の
域
外
取
引
に
対
す
る
権
限
に
つ
きM

orrison

判
決
に
よ
り
否
定
さ
れ
た

行
為
・
効
果
基
準
を
明
示
的
に
採
用
し
、
私
人
の
訴
訟
に
関
し
て
Ｓ
Ｅ
Ｃ
の
調
査
義
務
等
の
規
定
を
置
く
こ
と
が
特
徴
で
あ
る
。

現
時
点
で
は
米
国
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
の
域
外
適
用
に
関
し
て
、
例
え
ば
ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
の
域
外
適
用
な
ど
、
既
述
の
通
り
、

我
が
国
全
銀
協
な
ど
か
ら
具
体
的
に
反
論
が
出
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
基
礎
的
観
点
か
ら
理
論
的
に
再
構
築
し
、
再
度
反
論
を
出
し

四
一
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（
四
二
）

て
い
く
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
当
該
分
野
に
お
け
る
現
実
の
裁
判
例
の
蓄
積
も
待
た
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン

ト
で
は
、
基
本
的
に
は
ソ
フ
ト
・
ロ
ー
、
英
国
に
お
け
る
よ
う
な
最
善
慣
行
規
範
と
い
っ
た
ベ
ス
ト
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
に
よ
る
規
律
づ
け
が

ボ
ー
ダ
ー
レ
ス
な
効
用
を
生
み
出
す
局
面
に
お
い
て
現
実
に
は
有
効
と
な
ろ
う
か
。

2
．
域
外
適
用
に
お
け
る
証
券
取
引
法
と
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
の
交
錯
な
ら
び
に
規
範
鼎
立
の
俯
瞰

私
見
と
し
て
、
域
外
適
用
に
関
す
る
証
券
取
引
法
と
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
の
交
錯
と
規
範
鼎
立
に
つ
い
て
述
べ
て
み
た
い
。
ド
ッ

ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
自
体
、
膨
大
な
内
容
と
規
則
の
制
定
、
適
用
除
外
・
延
期
規
定
も
あ
り
、
未
確
定
な
内
容
が
多
い
。
ま
た
規
制
自
体
が

内
包
す
る
ジ
レ
ン
マ
・
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
も
抱
え
、
経
済
政
策
な
ど
の
動
向
に
よ
っ
て
は
今
後
方
向
性
が
変
更
す
る
可
能
性
も
あ
る
。

M
orrison

判
決
に
関
す
る
射
程
、
あ
る
い
は
内
容
面
で
も
な
お
議
論
・
検
討
が
な
さ
れ
る
状
態
で
あ
り
、
現
時
点
で
証
券
取
引
法
分
野

に
お
け
る
同
判
決
に
関
わ
る
明
確
な
評
価
は
容
易
で
は
な
い
。

米
国
証
券
取
引
所
法
に
関
す
る
域
外
適
用
に
つ
い
て
は
、
一
〇
条
⒝
・
規
則 10b-5 

を
中
心
に
考
察
を
進
め
て
き
た
が
、
概
ね
行
為
・

効
果
基
準
に
よ
り
域
外
適
用
を
肯
定
す
る
司
法
判
断
が
さ
れ
、
こ
れ
に
対
し
て
は
相
互
主
義
や
各
国
利
益
を
考
慮
す
る
抵
触
法
に
お
け
る

イ
ン
タ
レ
ス
ト
・
ア
ナ
リ
シ
ス
の
ア
プ
ロ
ー
チ
な
ど
の
修
正
が
検
討
さ
れ
る
。
特
にF

oreign-C
ubed

訴
訟
の
場
面
に
お
い
て
は
、
近
時

M
orrison

判
決
が
出
さ
れ
、
米
国
連
邦
最
高
裁
の
判
断
が
示
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
議
論
と
な
る
。
従
来
の
行
為
・
効
果
基
準
を
修
正
し
、

域
外
適
用
否
定
の
推
定
、
抵
触
法
の
観
点
か
ら
の
外
国
証
券
規
制
に
対
す
る
干
渉
を
避
け
る
こ
と
が
二
つ
の
基
準
と
し
て
示
さ
れ
、
行

為
・
効
果
基
準
に
よ
る
域
外
適
用
を
肯
定
し
て
き
た
こ
と
に
対
す
る
修
正
メ
ル
ク
マ
ー
ル
の
考
え
方
と
近
接
性
も
窺
え
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
九
二
九
Ｐ
条
⒝
⑵
B
はM

orrison
判
決
に
対
す
る
修
正
を
図
り
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
お
よ
び
司
法
省
の
域

外
取
引
に
対
す
る
権
限
に
関
し
、
行
為
・
効
果
基
準
を
明
示
的
に
復
活
さ
せ
て
い
る
。
こ
の
限
り
で
は
、M

orrison

判
決
の
判
断
が
否

四
二
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定
さ
れ
る
が
、M

orrison

判
決
自
体
、
私
人
間
訴
訟
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
米
国
証
券
取
引
法
一
〇
条
⒝
・
規
則 10b-5 

に
関
す
る
域
外

適
用
に
つ
き
、
特
にF

oreign-C
ubed

訴
訟
の
場
面
に
お
い
て
は
、
同
判
決
の
基
準
が
な
お
有
効
と
し
て
残
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。

ま
た
一
〇
条
⒝
・
規
則 10b-5 

の
域
外
適
用
に
つ
き
、F

oreign-C
ubed

訴
訟
以
外
の
事
案
が
あ
る
の
か
、
ま
た
一
〇
条
⒝
・
規
則 10b-

5 

以
外
の
証
券
取
引
所
法
、
さ
ら
に
は
広
く
証
券
取
引
所
法
を
含
む
米
国
証
券
取
引
関
連
法
全
般
に
つ
い
て
も
、
域
外
適
用
が
想
定
で
き

る
場
面
が
あ
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
う
し
た
事
例
で
私
人
間
訴
訟
が
提
起
さ
れ
た
場
合
、
同
判
決
の
考
え
方
を
敷
衍
し
て
い
く
の
か
ど
う
か
、

同
判
決
の
内
容
や
射
程
自
体
が
議
論
も
残
り
、
下
級
審
判
例
が
区
々
に
分
か
れ
る
状
態
に
あ
る
現
状
で
は
、
明
確
な
結
論
は
出
し
に
く
い

と
も
い
え
よ
う
。

さ
ら
に
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
に
視
点
を
据
え
れ
ば
、
同
法
の
域
外
適
用
の
問
題
は
別
稿
で
述
べ
て
き
た
と
お
り
、
証
券
取
引
法
に
関

わ
るF

oreign-C
ubed

訴
訟
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
ボ
ル
カ
ー
ル
ー
ル
、
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
な
ど
、
多
く
の
分
野
に
及
ぶ

膨
大
な
内
容
を
有
す
る
同
法
の
ゆ
え
に
、
広
範
囲
な
議
論
が
必
要
で
あ
り
、
各
々
が
詳
細
か
つ
不
明
確
な
内
容
を
内
包
し
て
い
る
。
我
が

国
金
融
庁
な
ど
か
ら
の
域
外
適
用
の
強
制
に
対
す
る
反
論
も
な
さ
れ
、
ま
た
経
済
・
政
治
情
勢
の
変
化
に
よ
っ
て
は
大
き
く
変
動
し
か
ね

な
い
。
こ
う
し
た
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
全
般
に
関
す
る
域
外
適
用
の
統
一
的
ル
ー
ル
の
模
索
は
、
私
人
間
訴
訟
で
あ
るF

oreign-

C
ubed

訴
訟
の
場
面
に
お
い
て
は
、
米
国
証
券
取
引
法
全
般
、
特
に
一
〇
条
⒝
・
規
則 10b-5 

の
域
外
適
用
の
議
論
と
重
な
る
が
、
そ
れ

以
外
の
多
く
の
私
人
間
訴
訟
の
域
外
適
用
場
面
で
はM

orrison
判
決
の
考
え
方
・
規
範
を
参
考
に
し
つ
つ
も
、
同
一
で
よ
い
と
い
う
こ

と
に
は
な
ら
な
い
。
当
然
な
が
ら
、
私
人
間
訴
訟
以
外
の
広
範
な
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
全
般
に
関
わ
る
域
外
適
用
に
つ
い
て
は
、
ま
た

別
の
議
論
と
な
ろ
う
。
そ
も
そ
もM

orrison

判
決
は
私
人
間
訴
訟
に
限
定
さ
れ
る
方
向
に
な
り
つ
つ
あ
る
。
こ
れ
ま
で
考
察
を
進
め
て

き
た
米
国
証
券
取
引
法
全
般
、
特
に
一
〇
条
⒝
・
規
則 10b-5 

の
域
外
適
用
に
関
す
る
議
論
と
大
き
く
は
平
仄
を
合
わ
せ
る
方
向
に
は
な

四
三
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ろ
う
。
詳
細
は
個
々
の
法
規
制
毎
に
精
緻
に
域
外
適
用
の
可
否
を
検
討
し
て
い
く
に
し
て
も
、
一
定
の
最
大
公
約
数
的
な
ミ
ニ
マ
ム
・
ス

タ
ン
ダ
ー
ド
の
規
範
鼎
立
を
可
能
な
部
分
か
ら
進
め
て
い
く
姿
勢
が
求
め
ら
れ
よ
う
。
そ
の
場
合
、M

orrison

判
決
の
考
え
方
は
、
私

人
間
訴
訟
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
は
い
え
、
証
券
取
引
法
に
関
し
て
考
察
し
て
き
た
域
外
適
用
の
修
正
と
は
考
え
方
が
近
接
す

る
部
分
が
少
な
く
な
い
こ
と
も
ま
た
事
実
で
は
あ
り
、
同
判
決
に
関
す
る
今
後
の
議
論
は
注
視
さ
れ
る
。
さ
ら
に
国
際
的
エ
ン
フ
ォ
ー
ス

メ
ン
ト
面
で
も
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
・
Ｉ
Ｔ
化
に
よ
る
企
業
経
営
の
ス
ピ
ー
ド
が
早
く
、
拡
大
す
る
国
際
的
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
防
止
の
実

効
性
確
保
の
た
め
に
も
外
国
当
局
と
の
国
際
的
情
報
交
換
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
型
ソ
フ
ト
ロ
ー
に
よ
り
、
可
能
な
部
分
か
ら
早
急
に
域
外
適

用
に
つ
い
て
の
枠
組
み
を
構
築
し
は
じ
め
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。

3
．
域
外
適
用
の
秩
序
形
成
│
国
際
的
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
の
考
察
│

ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
の
適
用
除
外
、
域
外
適
用
等
の
問
題
は
国
内
法
の
域
外
管
轄
権
（extraterritorial jurisdiction

）
の
問
題
で
も

あ
り
、
独
占
禁
止
法
あ
る
い
は
証
券
取
引
法
の
域
外
適
用
と
関
連
し
て
論
じ
ら
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る

（
94
）

。
域
外
適
用
に
関
し
て
は
、
国

際
的
適
用
が
可
能
な
場
合
で
あ
っ
て
も
、
さ
ら
に
国
際
的
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
権
限
（
執
行
管
轄
権
）
の
考
察
が
必
要
と
な
る
。

立
法
管
轄
権
と
異
な
り
執
行
管
轄
権
を
外
国
領
土
内
で
行
使
す
る
こ
と
は
被
行
使
国
の
同
意
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
外
国
法
令
に
基
づ

く
報
告
・
資
料
提
出
命
令
や
検
査
権
限
を
行
使
す
る
こ
と
は
許
容
さ
れ
な
い
と
考
え
ら
れ
、
国
際
的
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
の
実
効
性
確

保
の
た
め
に
外
国
当
局
と
の
国
際
的
情
報
交
換
が
必
要
な
要
素
と
な
る
。
例
え
ば
、
松
尾
直
彦
教
授
か
ら
は
、
証
券
Ｍ
Ｏ
Ｕ

（M
em

orandum
 of U

nderstanding

）
の
合
意
に
よ
る
多
国
間
Ｍ
Ｏ
Ｕ
、
二
当
局
間
Ｍ
Ｏ
Ｕ
等
の
活
用
が
想
定
さ
れ
る

（
95
）

こ
と
が
提
示
さ
れ
て

い
る
。
金
融
商
品
取
引
規
制
当
局
間
で
行
う
情
報
交
換
を
み
る
と
、
①
我
が
国
当
局
が
外
国
当
局
に
対
し
情
報
提
供
を
要
請
し
て
外
国
当

局
が
情
報
提
供
を
す
る
場
合
、
②
我
が
国
当
局
が
外
国
当
局
に
対
し
て
自
発
的
に
情
報
提
供
を
す
る
場
合
、
③
外
国
当
局
が
我
が
国
当
局

四
四



国
際
取
引
に
お
け
る
域
外
適
用
ル
ー
ル
統
一
化
な
ら
び
に
秩
序
形
成
に
向
け
て
（
藤
川
）

（
四
五
）

に
対
し
て
情
報
提
供
を
要
請
し
て
我
が
国
当
局
が
情
報
提
供
を
す
る
場
合
、
④
外
国
当
局
が
我
が
国
当
局
に
対
し
て
自
発
的
に
情
報
提
供

を
す
る
場
合
が
あ
る
が
、
①
②
④
に
つ
い
て
は
金
融
商
品
取
引
法
に
は
特
段
の
定
め
は
な
い
。
③
の
法
的
根
拠
に
つ
い
て
は
、
金
商
法

一
八
九
条
が
根
拠
条
文
と
し
て
示
さ
れ
る
。
情
報
交
換
の
枠
組
み
（
証
券
Ｍ
Ｏ
Ｕ
（M

em
orandum

 of U
nderstanding

））
の
合
意
に
は
多
国

間
Ｍ
Ｏ
Ｕ
、
二
当
局
間
Ｍ
Ｏ
Ｕ
の
類
型
が
あ
る
が
、
法
的
拘
束
力
の
な
い
意
図
表
明
文
書
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、
法
一
八
九
条
等
国
内

法
令
の
許
容
範
囲
内
で
の
み
実
施
さ
れ
る
。

私
見
で
あ
る
が
同
法
に
つ
い
て
、
外
国
当
局
が
日
本
の
当
局
に
対
し
て
情
報
提
供
を
要
請
し
て
日
本
当
局
が
情
報
提
供
す
る
場
合
が
同

法
の
域
外
適
用
に
お
け
る
現
実
的
な
今
後
の
成
り
行
き
の
一
つ
と
も
想
定
さ
れ
、
公
開
情
報
は
任
意
の
提
供
が
可
能
で
は
あ
る
が
、
要
請

に
応
じ
る
場
合
に
新
た
に
関
係
者
か
ら
の
情
報
収
集
な
ど
が
必
要
な
場
合
は
法
的
な
根
拠
が
求
め
ら
れ
、
同
法
が
域
外
適
用
を
通
じ
て
外

国
に
実
質
的
な
法
定
立
を
強
い
る
こ
と
に
な
る

（
96
）

と
さ
れ
る
所
以
で
あ
ろ
う
。

域
外
適
用
に
関
し
て
は
二
〇
一
一
年
七
月
一
日
英
国
賄
賂
防
止
法
が
施
行
さ
れ
る
な
ど
、
近
年
は
独
占
禁
止
法
以
外
に
も
金
融
政
策
、

海
外
不
正
行
為
防
止
な
ど
種
々
の
分
野
に
お
い
て
課
題
と
な
っ
て
い
る
が
、
基
準
と
な
る
法
益
な
ど
横
断
的
な
理
論
的
整
理
、
比
較
法
的

検
討
な
ど
十
分
に
な
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
状
態
で
あ
る
。
域
外
適
用
の
限
界
と
し
て
国
益
の
侵
犯
が
挙
げ
ら
れ
、
他
国
の
経
済
政

策
と
衝
突
し
、
そ
の
国
に
対
す
る
干
渉
と
な
り
、
国
際
法
違
反
と
な
る
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
る
。
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
の
ボ
ル
カ
ー
・

ル
ー
ル
の
域
外
適
用
等
に
関
し
て
も
参
考
と
な
ろ
う
。

規
則 10b-5 

な
ど
に
関
す
る
考
察
に
み
る
と
お
り
、
他
国
の
経
済
政
策
に
適
切
な
考
慮
を
払
わ
な
い
と
当
該
国
に
対
す
る
干
渉
と
な
る

こ
と
を
認
識
し
つ
つ
、
国
際
法
に
違
反
す
る
こ
と
に
は
触
れ
ず
、
ど
の
国
家
が
自
国
法
適
用
に
一
番
利
益
を
持
つ
か
に
よ
り
域
外
適
用
の

有
無
を
決
定
す
る
国
際
私
法
的
な
法
の
抵
触
・
準
拠
法
選
択
と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
の
採
用
に
よ
り
、
他
国
の
経
済
政
策
と
の
衝
突
回
避
を

四
五



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
一
号
（
二
〇
一
三
年
六
月
）

（
四
六
）

図
る
べ
き
と
の
提
案
が
さ
れ
る
。
特
に
経
済
法
的
性
質
を
も
つ
規
制
の
域
外
適
用
に
つ
い
て
は
、
国
際
私
法
に
お
け
る
い
ず
れ
か
の
国
家

の
法
選
択
で
は
な
く
、
一
定
の
経
済
政
策
を
実
現
す
る
た
め
に
自
国
法
を
適
用
す
る
か
の
問
題
で
あ
り
、
基
本
的
な
考
え
方
と
し
て
は
他

国
の
経
済
政
策
に
干
渉
す
る
域
外
適
用
は
国
際
法
上
許
さ
れ
な
い
と
い
え
よ
う
。

C
ontinental

事
件
は
原
告
が
証
券
取
引
委
員
会
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
拡
張
し
た
域
外
適
用
の
範
囲
を
、
原
告
が
在
外
外
国
人
で
、

被
告
に
よ
る
米
国
内
に
お
け
る
行
為
が
限
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
場
合
に
ま
で
も
拡
張
し
た
の
で
あ
る
。B

ersh

判
決
で
は
、
本
来
は
域
外

適
用
が
認
め
ら
れ
な
い
は
ず
の
と
こ
ろ
を
認
め
た
も
の
で
あ
る
。
判
決
は
そ
の
判
断
が
政
策
的
理
由
に
基
づ
く
部
分
が
大
き
い
と
し
、
Ｓ

Ｅ
Ｃ
と
い
う
米
国
政
策
当
局
が
起
こ
せ
ば
域
外
適
用
の
拡
張
を
認
め
た
形
で
あ
り
、
自
国
利
益
の
ご
都
合
主
義
で
あ
ろ
う
。
何
ら
か
の
制

約
が
必
要
で
あ
る
所
以
で
あ
り
、
た
と
え
国
際
法
に
反
し
て
も
と
い
う
部
分
、
即
ち
国
際
法
と
の
衝
突
が
問
題
と
な
る
。

私
見
で
あ
る
が
、
域
外
適
用
に
お
け
る
管
轄
権
の
行
使
の
適
合
性
、
相
互
性
お
よ
び
比
例
性
の
原
則
に
つ
い
て
も
調
整
を
考
え
る
こ
と

に
な
ろ
う
。
特
に
相
互
性
に
つ
い
て
、
米
国
に
よ
る
域
外
適
用
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
逆
に
他
国
の
同
様
の
規
則
も
米
国
に
お
け

る
一
定
の
行
為
に
域
外
適
用
さ
れ
る
こ
と
が
可
能
性
と
し
て
認
め
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
金
融
商
品
取
引
法
第
一
五
七
条
（
旧
証
券

取
引
法
第
五
八
条
：
証
券
の
不
正
取
引
の
禁
止
）、
第
一
五
九
条
（
旧
第
一
二
五
条
：
相
場
操
縦
の
禁
止
）
お
よ
び
第
一
六
〇
条
（
旧
第
一
二
六
条
：

同
前
の
違
反
者
の
賠
償
責
任
）
に
つ
い
て
、
米
国
に
対
す
る
域
外
適
用
を
行
う
際
に
は
、
こ
う
し
た
相
互
性
に
よ
る
理
由
づ
け
を
行
う
こ
と

も
で
き
る
。
ま
た
国
際
法
の
原
則
と
米
国
判
例
の
整
合
性
か
ら
は
、
会
社
法
制
の
域
外
適
用
が
私
人
間
訴
訟
に
つ
い
て
求
め
ら
れ
た
場
合

に
抵
触
法
に
お
け
る
イ
ン
タ
レ
ス
ト
・
ア
ナ
リ
シ
ス
・
ア
プ
ロ
ー
チ
を
加
味
し
て
判
断
し
て
い
く
こ
と
も
参
考
と
な
ろ
う
。

4
．
経
済
政
策
実
現
か
ら
み
た
ミ
ニ
マ
ム
・
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
の
域
外
適
用
ル
ー
ル
提
言

米
国
ド
ッ
ト
・
フ
ラ
ン
ク
法
ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
、
同
じ
く
米
国
証
券
取
引
規
制
、
英
国
贈
収
賄
法
等
の
経
済
法
的
規
制
は
、
し
ば
し

四
六



国
際
取
引
に
お
け
る
域
外
適
用
ル
ー
ル
統
一
化
な
ら
び
に
秩
序
形
成
に
向
け
て
（
藤
川
）

（
四
七
）

ば
国
の
域
内
を
越
え
、
そ
の
関
係
国
な
い
し
隣
接
諸
国
に
法
的
影
響
を
与
え
得
る
。
こ
の
こ
と
を
起
因
と
し
、
各
国
の
法
規
制
、
政
策
な

ど
と
衝
突
す
る
事
態
が
表
出
す
る
。
こ
の
事
態
に
対
処
す
る
た
め
に
国
際
的
な
規
制
統
一
法
を
定
め
、
経
済
法
的
規
制
に
お
け
る
画
一
的

な
対
処
法
を
導
出
で
き
な
い
か
、
種
々
考
察
を
行
っ
て
き
た
。

私
見
で
あ
る
が
、
結
論
と
し
て
、「
他
国
（
Ｂ
国
）
の
法
規
制
が
自
国
（
Ａ
国
）
に
経
済
的
ま
た
は
政
策
的
悪
影
響
を
及
ぼ
す
可
能
性
が

あ
る
場
合
、
自
国
（
Ａ
国
）
は
こ
の
規
制
の
適
用
を
拒
否
す
る
こ
と
が
で
き
、
他
国
（
Ｂ
国
）
は
自
国
（
Ａ
国
）
の
経
済
又
は
政
策
的
悪
影

響
を
与
え
な
い
こ
と
を
立
証
ま
た
は
確
約
し
な
い
か
ぎ
り
、
他
国
（
Ｂ
国
）
に
適
用
で
き
な
い
」
と
の
規
則
を
主
な
ミ
ニ
マ
ム
・
ス
タ
ン

ダ
ー
ド
の
一
つ
と
し
て
用
い
る
こ
と
が
提
言
さ
れ
る
。
逆
に
い
え
ば
、
他
国
（
Ｂ
国
）
は
自
国
（
Ａ
国
）
の
経
済
ま
た
は
政
策
的
悪
影
響

を
与
え
な
い
こ
と
を
立
証
ま
た
は
確
約
を
す
れ
ば
、
域
外
適
用
が
で
き
る
。
準
拠
法
の
選
択
的
採
用
と
い
う
方
法
も
考
え
ら
れ
る
が
、
経

済
法
的
規
制
の
性
質
か
ら
し
て
、
国
際
私
法
的
な
選
択
的
準
拠
法
の
決
定
と
い
う
方
法
よ
り
も
、「
一
定
の
経
済
政
策
を
実
現
す
る
た
め

に
自
国
の
法
を
適
用
す
る
か
し
な
い
か
の
問
題
」
に
重
点
を
置
い
て
み
た
。

国
家
の
主
権
に
基
づ
く
自
国
の
領
域
に
対
す
る
排
他
的
な
支
配
と
経
済
法
的
規
制
の
法
目
的
を
十
分
に
達
成
す
る
必
要
性
と
両
者
と
も

に
満
足
さ
せ
る
こ
と
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
従
っ
て
、
自
国
の
政
策
的
目
的
を
他
国
の
規
制
に
よ
っ
て
侵
害
さ
れ
る
可
能
性
が

あ
る
場
合
は
、
他
国
の
規
制
を
拒
否
で
き
る
と
す
る
こ
と
で
、
国
家
の
主
権
を
確
保
す
る
。
た
だ
し
自
国
に
対
す
る
悪
影
響
を
及
ぼ
さ
な

い
こ
と
を
証
明
せ
し
め
、
ま
た
は
確
保
す
る
場
合
は
他
国
の
規
制
の
域
外
適
用
を
認
め
、
経
済
法
的
規
制
の
求
め
る
法
益
を
充
足
せ
し
め

る
。
こ
の
こ
と
か
ら
合
理
的
な
法
規
制
が
実
現
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

5
．
英
国
贈
収
賄
法
な
ら
び
に
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
の
域
外
適
用
の
統
一
ル
ー
ル

英
国
贈
収
賄
法
な
ら
び
に
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
の
域
外
適
用
ル
ー
ル
統
一
化
に
関
し
て
は
、
経
済
刑
法
・
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
の
要
因
が
強
く
、

四
七



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
一
号
（
二
〇
一
三
年
六
月
）

（
四
八
）

行
為
・
効
果
規
準
と
私
人
間
訴
訟
を
分
け
て
考
察
し
たF

oreign-C
ubed

訴
訟
以
上
に
、
経
済
政
策
等
の
衝
突
よ
り
も
各
国
国
内
法
領

域
と
の
法
抵
触
等
の
観
点
か
ら
検
討
を
重
ね
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
証
券
市
場
の
不
公
正
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
関
連
規
制
の
域
外
適
用
も
同
様
で

あ
ろ
う
。
更
に
マ
ネ
ー
・
ロ
ン
ダ
リ
ン
グ
に
つ
い
て
は
、
テ
ロ
資
金
対
策
な
ど
を
目
的
と
し
て
お
り
、
域
外
適
用
の
局
面
で
法
抵
触
が
あ

る
場
合
は
む
し
ろ
解
消
さ
せ
る
よ
う
に
他
国
の
国
内
法
整
備
を
促
す
べ
き
内
容
を
有
す
る
と
も
い
え
る
。
法
執
行
で
な
く
、
む
し
ろ
法
創

造
に
向
け
て
の
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
と
し
て
、
後
述
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
型
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
オ
ー
バ
ー
フ
ォ
ー
ル
が
求
め
ら
れ
る
と
い
え

よ
う
か
。

何
れ
の
域
外
適
用
の
場
合
も
ミ
ニ
マ
ム
・
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
と
し
て
の
ル
ー
ル
に
は
従
う
こ
と
が
衡
平
と
な
り
、
領
域
に
応
じ
て
イ
ン
タ

レ
ス
ト
・
ア
ナ
リ
シ
ス
・
ア
プ
ロ
ー
チ
や
相
互
主
義
な
ど
を
加
味
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
が
、
経
済
政
策
等
の
衝
突
と
い
っ
た
要
因
に
つ

い
て
は
薄
ま
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

九
． 

ソ
フ
ト
ロ
ー
と
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
型
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
、
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
オ
ー
バ
ー
フ
ォ
ー
ル
の
交
錯
│
域
外

適
用
の
実
践
に
向
け
て
│

1
．
国
際
民
事
手
続
法
と
米
国
金
融
機
関
の
破
綻
処
理
手
続
承
認

域
外
適
用
の
実
践
・
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
に
関
連
し
て
、
国
際
民
事
手
続
法
と
米
国
金
融
機
関
の
破
綻
処
理
手
続
承
認
に
つ
き
、
国

際
民
事
手
続
法
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
る
外
国
倒
産
の
内
国
効
力
自
動
承
認
ル
ー
ト
が
提
唱
さ
れ
た
が
、
外
国
倒
産
承
認
援
助
法
制
定
に
伴

い
自
動
承
認
ル
ー
ト
が
排
除
さ
れ
る
か
が
議
論
さ
れ
る

（
97
）

。

自
動
承
認
ル
ー
ト
排
除
説
は
、
管
理
命
令
が
発
令
さ
れ
、
承
認
管
財
人
が
選
任
さ
れ
て
は
じ
め
て
業
務
遂
行
権
や
財
産
管
理
処
分
権
の

四
八



国
際
取
引
に
お
け
る
域
外
適
用
ル
ー
ル
統
一
化
な
ら
び
に
秩
序
形
成
に
向
け
て
（
藤
川
）

（
四
九
）

所
在
が
債
務
者
か
ら
承
認
管
財
人
に
移
り
、
管
理
命
令
の
有
無
に
よ
り
財
産
管
理
処
分
権
の
帰
属
が
一
義
的
に
明
確
に
な
り
、
取
引
の
安

全
に
資
し
、
裁
判
ご
と
に
対
内
効
の
肯
否
の
結
論
が
分
裂
す
る
こ
と
も
防
ぐ
こ
と
が
で
き
る
と
説
明
さ
れ
る

（
98
）

。
他
方
、
外
国
倒
産
承
認
援

助
法
が
規
定
す
る
承
認
決
定
手
続
は
自
動
承
認
ル
ー
ト
を
排
除
し
な
い
と
し
、
外
国
倒
産
承
認
援
助
法
の
管
理
命
令
が
発
出
さ
れ
る
ま
で

の
間
も
同
法
と
は
別
個
に
外
国
管
財
人
の
権
限
を
一
般
的
に
自
動
承
認
す
る
余
地
が
あ
る
と
い
う
自
動
承
認
ル
ー
ト
存
続
説
が
示
さ
れ
る
。

外
国
金
融
機
関
破
綻
処
理
手
続
が
外
国
倒
産
承
認
援
助
法
の
承
認
対
象
適
格
性
を
有
す
る
と
す
る
も
の
で
あ
る

（
99
）

。

自
動
承
認
ル
ー
ト
存
続
説
か
ら
は
、
第
一
に
外
国
倒
産
承
認
援
助
法
は
、
外
国
倒
産
処
理
手
続
の
我
が
国
に
お
け
る
取
扱
い
を
規
定
し

た
法
律
で
あ
る
が
、
従
前
か
ら
存
在
し
て
い
た
見
解
を
排
除
す
る
旨
の
規
定
を
設
け
て
い
な
い
た
め
、
同
法
が
従
前
の
国
際
民
事
手
続
法

的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
る
自
動
承
認
ル
ー
ト
を
全
面
的
に
排
除
し
た
と
考
え
る
理
由
は
な
く
、
同
法
適
用
の
局
面
に
お
い
て
抵
触
す
る
限
り

に
お
い
て
自
動
承
認
ル
ー
ト
が
排
除
さ
れ
る
と
考
え
れ
ば
足
り
る

（
100
）

。
第
二
に
外
国
倒
産
承
認
援
助
法
で
は
、
承
認
決
定
が
下
さ
れ
て
も
具

体
的
に
い
か
な
る
援
助
処
分
が
発
動
さ
れ
る
か
は
裁
判
所
の
裁
量
的
判
断
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
く
、
必
ず
管
理
命
令
が
下
さ
れ
る
と
は

限
ら
な
い
。
外
国
倒
産
承
認
援
助
法
上
の
リ
ス
ク
を
踏
ま
え
、
国
際
倒
産
実
務
の
観
点
か
ら
外
国
倒
産
承
認
援
助
法
上
の
承
認
ル
ー
ト
だ

け
で
な
く
、
外
国
倒
産
処
理
手
続
の
対
象
と
な
る
在
日
支
店
等
に
関
し
て
外
国
管
財
人
が
日
本
国
内
に
お
い
て
倒
産
手
続
を
申
し
立
て
る

並
行
倒
産
ア
プ
ロ
ー
チ
、
外
国
管
財
人
が
債
務
者
企
業
の
従
前
の
指
揮
命
令
系
統
を
利
用
し
て
日
本
国
内
の
資
産
の
管
理
処
分
等
を
行
う

任
意
整
理
ア
プ
ロ
ー
チ
が
存
在
し
て
い
る
。

こ
の
考
え
方
か
ら
は
、
直
接
の
関
連
を
有
す
る
も
の
で
は
な
い
に
せ
よ
、
議
論
し
て
き
た
域
外
適
用
に
対
し
て
肯
定
的
な
考
え
方
と
親

和
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
が
、
外
国
倒
産
承
認
援
助
法
の
制
定
に
よ
り
国
際
民
事
手
続
法
的
ア
プ
ロ
ー
チ
が
排
除
さ
れ
な
い
と
し
て
も
、
運

用
に
当
っ
て
は
金
融
機
関
破
綻
処
理
手
続
の
特
殊
性
が
考
慮
さ
れ
る
べ
き
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る
。
第
一
に
、
米
国
で
金
融
機
関
の
破
綻
処

四
九



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
一
号
（
二
〇
一
三
年
六
月
）

（
五
〇
）

理
手
続
が
開
始
さ
れ
た
場
合
、
当
該
金
融
機
関
の
支
店
が
我
が
国
に
存
在
す
る
と
き
、
当
該
在
日
支
店
の
免
許
が
失
効
し
（
銀
行
法
五
〇

条
）、
在
日
支
店
に
つ
き
清
算
手
続
が
行
わ
れ
る
（
銀
行
法
五
一
条
一
項
二
号
）。
同
一
の
金
融
機
関
に
つ
い
て
必
然
的
に
並
行
倒
産
が
進
行

す
る
。
米
国
金
融
機
関
が
我
が
国
に
営
業
所
を
有
し
な
い
場
合
も
、
そ
の
資
産
が
我
が
国
に
所
在
す
る
と
き
、
財
産
所
在
地
管
轄
に
基
づ

き
、
我
が
国
で
当
該
米
国
金
融
機
関
の
破
綻
処
理
手
続
が
開
始
さ
れ
る
可
能
性
も
あ
る

（
101
）

。
米
国
で
金
融
機
関
破
綻
処
理
手
続
が
開
始
さ
れ

た
場
合
、
我
が
国
で
同
時
に
破
綻
処
理
手
続
が
開
始
さ
れ
、
並
行
倒
産
的
処
理
に
繋
が
る
事
例
が
多
い
と
み
ら
れ
、
問
題
と
な
る
具
体
的

事
象
に
つ
い
て
承
認
対
象
適
格
性
を
肯
定
し
得
る
と
し
て
も
、
内
国
倒
産
手
続
が
存
在
す
る
以
上
は
民
事
訴
訟
法
一
一
八
条
三
号
の
公
序

要
件
を
充
足
し
な
い
こ
と
か
ら
、
当
該
米
国
破
綻
処
理
手
続
の
内
国
効
力
は
原
則
と
し
て
自
動
承
認
さ
れ
得
な
い
。
第
二
に
、
米
国
金
融

機
関
が
在
日
支
店
を
有
し
て
い
な
い
場
合
、
我
が
国
に
お
い
て
当
該
金
融
機
関
に
つ
い
て
倒
産
手
続
が
開
始
し
な
い
と
き
、
あ
る
い
は
我

が
国
金
融
機
関
の
米
国
支
店
に
つ
い
て
破
綻
処
理
手
続
が
実
施
さ
れ
る
場
合
で
我
が
国
所
在
の
本
店
に
つ
き
倒
産
手
続
が
開
始
し
な
い
と

き
、
並
行
倒
産
的
処
理
が
な
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
り
、
米
国
破
綻
処
理
手
続
の
内
国
効
力
の
自
動
承
認
の
余
地
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
が
、

金
融
機
関
破
綻
処
理
手
続
の
特
殊
性
か
ら
、
個
別
事
象
毎
に
承
認
対
象
適
格
性
お
よ
び
承
認
要
件
の
充
足
を
判
断
し
て
い
く
必
要
が
あ
る

（
102
）

。

私
見
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
考
え
方
は
域
外
適
用
の
実
践
に
関
し
て
公
法
性
、
相
互
性
等
と
し
て
考
察
し
て
き
た
こ
と
と
類
似
性
が
あ
り
、

域
外
適
用
ル
ー
ル
の
考
察
を
図
る
上
で
参
考
と
な
る
も
の
と
み
ら
れ
る
。

2
．
域
外
適
用
の
実
践
に
向
け
て
│
ソ
フ
ト
ロ
ー
と
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
型
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
│

域
外
適
用
の
統
一
化
の
理
論
的
面
と
共
に
、
実
践
的
・
現
実
的
対
応
に
関
す
る
側
面
に
つ
き
、
条
約
締
結
な
ど
で
な
く
、
現
実
的
に
ソ

フ
ト
ロ
ー
で
対
応
す
る
考
え
方
が
示
さ
れ
る
。
対
象
企
業
を
も
直
接
に
規
制
す
る
集
権
型
（
Ｅ
Ｕ
機
能
条
約
（
Ｔ
Ｆ
Ｅ
Ｕ
）、
欧
州
会
社
法

（the S
tatute for a E

uropean com
pany, S

ocietas E
uropaea 

Ｓ
Ｅ
法
））、
加
盟
国
に
対
し
て
無
差
別
性
、
最
恵
国
待
遇
・
内
国
民
待
遇
、

五
〇



国
際
取
引
に
お
け
る
域
外
適
用
ル
ー
ル
統
一
化
な
ら
び
に
秩
序
形
成
に
向
け
て
（
藤
川
）

（
五
一
）

透
明
性
と
い
っ
た
基
本
原
則
部
分
の
み
を
決
め
て
い
く
分
権
型
（
Ｎ
Ａ
Ｆ
Ｔ
Ａ
、
Ｔ
Ｐ
Ｐ
な
ど
）
の
他
に
、
第
三
の
方
式
と
し
て
、
ソ
フ
ト

ロ
ー
と
し
て
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
型
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
が
実
効
あ
る
仕
組
み
と
し
て
想
定
さ
れ
る

（
103
）

。
二
〇
〇
八
年
Ｉ
Ｍ
Ｆ
（
国
際
通
貨
基
金
）

策
定
の
政
府
系
フ
ァ
ン
ド
規
制
で
あ
る
サ
ン
チ
ャ
ゴ
原
則
（S

antiago P
rinciples

）、
競
争
法
執
行
の
手
続
面
お
よ
び
実
体
面
の
収
斂
の

促
進
を
目
的
と
し
て
二
〇
〇
一
年
一
〇
月
発
足
し
た
各
国
・
地
域
の
競
争
当
局
を
中
心
と
す
る
国
際
競
争
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
（IC

N
 

International C
om

petition N
etw

ork

）
な
ど
が
例
示
さ
れ
る
。

世
界
的
な
共
通
項
・
基
本
原
則
の
部
分
の
み
、
調
和
・
ハ
ー
モ
ニ
ー
さ
せ
、
各
国
固
有
の
土
着
の
部
分
、
例
え
ば
独
禁
法
で
あ
れ
ば
我

が
国
に
お
け
る
域
外
適
用
の
こ
れ
ま
で
の
理
論
的
蓄
積
な
ど
決
着
の
つ
い
た
部
分
等
は
各
国
の
裁
量
に
任
せ
る
考
え
方
で
あ
り
、
合
意
を

得
ら
れ
た
国
、
合
意
を
得
ら
れ
た
部
分
か
ら
協
定
あ
る
い
は
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
な
ど
に
よ
っ
て
進
め
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
関
係
国
に
お
け

る
相
互
理
解
、
共
同
意
識
醸
成
、
そ
の
た
め
の
人
的
交
流
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
必
要
と
な
り
、
国
家
間
の
み
な
ら
ず
私
企
業
ベ
ー

ス
の
交
流
も
重
要
性
を
増
そ
う
。
証
券
Ｍ
Ｏ
Ｕ
（M

em
orandum

 of U
nderstanding

）
の
合
意
に
よ
る
多
国
間
Ｍ
Ｏ
Ｕ
な
ど
金
商
法
の
監
督

領
域
の
国
際
的
協
力
な
ど
も
こ
う
し
た
考
え
方
に
依
拠
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
か
。

私
見
で
あ
る
が
、
域
外
適
用
問
題
は
、
訴
訟
の
形
式
で
顕
現
す
る
こ
と
と
も
な
ろ
う
が
、
企
業
の
実
践
・
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
の
レ
ベ
ル
に

お
い
て
、
法
形
成
・
訴
訟
・
司
法
判
断
の
以
前
に
お
い
て
、
し
か
る
べ
き
非
制
度
的
企
業
慣
行
の
形
成
を
民
間
ベ
ー
ス
で
醸
成
す
る
こ
と

が
実
効
的
で
あ
ろ
う
か
。
域
外
適
用
の
議
論
は
、
経
済
法
規
律
の
部
分
が
実
際
に
は
大
き
い
と
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
各
国
あ
る
い
は
多

国
籍
企
業
に
お
け
る
共
通
認
識
部
分
が
当
然
少
な
か
ら
ず
検
討
課
題
と
し
て
出
て
く
る
は
ず
で
あ
る
。
制
度
調
和
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、

プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
調
和
の
比
重
が
大
き
い
領
域
と
い
え
よ
う
。

五
一
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第
七
十
九
巻
第
一
号
（
二
〇
一
三
年
六
月
）

（
五
二
）

3
．
域
外
適
用
の
統
一
ル
ー
ル
の
実
効
性
あ
る
構
築
と
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
オ
ー
バ
ー
フ
ォ
ー
ル

（
1
）
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
ハ
ー
モ
ナ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
と
ジ
レ
ン
マ
・
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス　

私
見
で
あ
る
が
、
金
融
規
制
の

ミ
ク
ロ
・
プ
ル
ー
デ
ン
ス
（M

icro P
rudence

）
で
は
個
別
行
毎
に
応
じ
た
き
め
細
か
い
通
常
業
務
ベ
ー
ス
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
と
コ
ー
ポ

レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
体
制
の
構
築
が
必
要
と
な
る
。
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
実
効
性
を
挙
げ
る
た
め
に
は
、
各
国
毎
、
業
界

ご
と
に
相
違
の
あ
る
モ
デ
ル
を
精
緻
化
し
、
運
用
を
図
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
ハ
ー
モ
ナ
イ
ゼ
ー
シ
ョ

ン
・
収
斂
を
全
世
界
的
に
図
り
、
単
一
モ
デ
ル
化
を
図
る
こ
と
は
、
個
別
行
毎
の
実
効
性
に
は
疑
問
が
生
じ
る
こ
と
に
も
な
り
か
ね
ず
、

ジ
レ
ン
マ
・
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
を
も
た
ら
し
か
ね
な
い
。

こ
こ
か
ら
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
（O

rganisation for E
conom

ic C
o-operation and D

evelopm
ent

経
済
協
力
開
発
機
構
）
あ
る
い
は
バ
ー
ゼ
ル
銀
行

監
督
委
員
会
な
ど
に
お
け
る
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
原
則
策
定
の
統
一
的
観
点
か
ら
の
議
論
は
、
必
要
最
小
レ
ベ
ル
で
の
大
き
な

根
幹
部
分
を
中
心
に
共
通
項
を
定
め
れ
ば
よ
い

（
104
）

。
こ
の
点
は
、
金
融
シ
ス
テ
ム
全
体
の
安
定
を
維
持
す
る
観
点
か
ら
、
金
融
機
関
の
経
営

の
健
全
性
を
確
保
す
る
マ
ク
ロ
・
プ
ル
ー
デ
ン
ス
（M

acro P
rudence

）
の
議
論
と
も
通
じ
る
も
の
が
あ
る
。
そ
の
上
で
各
国
毎
、
更
に

は
業
界
毎
に
法
制
度
あ
る
い
は
ソ
フ
ト
ロ
ー
も
加
味
し
て
き
め
細
か
く
対
応
す
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。
実
際
に
バ
ー
ゼ
ル
委
員
会
ガ
イ
ダ

ン
ス
に
お
い
て
も
、
世
界
中
の
銀
行
の
健
全
な
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
実
践
の
採
用
と
適
用
を
意
図
す
る
が
、
既
存
の
国
家
に

よ
る
法
律
、
規
則
、
綱
領
な
ど
階
層
構
造
に
よ
る
新
た
な
規
制
構
造
の
構
築
を
意
図
す
る
も
の
で
は
な
い
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。

一
方
で
、
域
外
適
用
の
統
一
適
用
の
議
論
が
出
さ
れ
る
が
、
米
国
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
に
せ
よ
、
域
外
適
用
に
よ
り
米
国
の
制
度
的

枠
組
み
を
他
国
の
国
内
法
転
化
な
ど
を
通
し
て
事
実
上
強
制
す
る
こ
と
は
、
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
側
面
に
お
い
て
も
ド
ッ

ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
の
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
関
連
規
定
の
我
が
国
へ
の
押
し
付
け
と
な
り
か
ね
な
い
。
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ

五
二



国
際
取
引
に
お
け
る
域
外
適
用
ル
ー
ル
統
一
化
な
ら
び
に
秩
序
形
成
に
向
け
て
（
藤
川
）

（
五
三
）

ン
ス
の
ハ
ー
モ
ナ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
で
な
く
、
域
外
適
用
と
し
て
一
層
強
く
押
し
付
け
る
要
素
も
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
、
ハ
ー
モ

ナ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
れ
ば
最
終
的
に
は
各
国
の
独
自
判
断
と
し
て
、
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
根
幹
部
分
を
中
心
に
法
制
度
整

備
、
あ
る
い
は
業
界
団
体
の
自
主
規
定
な
ど
ソ
フ
ト
ロ
ー
を
整
え
れ
ば
よ
い
。
こ
れ
と
平
仄
を
合
わ
せ
る
形
で
、
域
外
適
用
ル
ー
ル
自
体

の
統
一
化
に
遡
上
す
る
に
し
て
も
、
基
本
的
に
は
各
国
の
判
断
を
尊
重
し
、
ソ
フ
ト
ロ
ー
・
ミ
ッ
ク
ス
を
絡
め
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で

あ
ろ
う
か
。
そ
の
場
合
、
内
容
面
で
も
根
幹
と
な
る
べ
き
部
分
の
最
大
公
約
数
の
事
柄
を
マ
ク
ロ
・
プ
ル
ー
デ
ン
ス
と
整
合
性
を
と
り
つ

つ
、
各
国
政
策
と
関
連
づ
け
て
進
め
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
更
に
、
実
際
の
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
の
実
際
に
つ
い

て
、
理
論
面
の
検
討
に
加
え
て
考
察
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
本
稿
で
は
独
禁
法
の
考
察
も
行
っ
て
き
た
が
、
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ

ン
ト
の
面
で
は
、
リ
ニ
エ
ン
シ
ー
制
度
な
ど
の
導
入
も
検
討
さ
れ
る
。
独
禁
法
領
域
の
域
外
適
用
・
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
を
含
め
、
統

一
的
ル
ー
ル
全
般
の
更
な
る
考
察
を
進
め
て
い
き
た
い
。

（
2
）
域
外
適
用
の
問
題
は
近
年
急
速
に
耳
目
を
集
め
つ
つ
あ
る
が
、
各
国
の
政
策
的
要
素
も
強
く
、
未
だ
明
確
な
概
念
が
構
築
さ
れ

な
い
不
透
明
な
領
域
と
い
え
る
。
こ
れ
ま
で
他
国
か
ら
の
一
方
的
な
域
外
適
用
の
押
し
付
け
に
対
処
す
る
た
め
、
ミ
ニ
マ
ム
・
ス
タ
ン

ダ
ー
ド
と
し
て
の
自
発
的
な
統
一
規
準
を
模
索
し
、
そ
の
浸
透
・
定
着
の
た
め
の
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
と
も
い
え
る
Ｍ
Ｏ
Ｕ
な
ど
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
型
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
実
践
等
を
検
討
し
て
き
た
。

後
者
の
Ｍ
Ｏ
Ｕ
な
ど
条
約
締
結
の
局
面
に
お
い
て
は
、
厳
密
に
は
も
は
や
域
外
適
用
の
発
生
の
問
題
は
生
じ
な
く
な
る
と
も
い
え
る
。

近
年
は
中
国
な
ど
の
Ｗ
Ｔ
Ｏ
加
盟
、
ウ
ィ
ー
ン
売
買
条
約
（U

nited N
ations C

onvention on C
ontracts for the International S

ale of 

G
oods

）
な
ど
諸
条
約
の
締
結
な
ら
び
に
批
准
も
あ
っ
て
各
国
の
法
体
系
の
接
近
・
近
似
化
が
図
ら
れ
つ
つ
あ
る
こ
と
が
、
域
外
適
用
の

た
め
の
条
件
整
備
と
な
っ
て
米
国
他
か
ら
域
外
適
用
を
か
け
や
す
く
な
っ
て
い
る
背
景
に
あ
る
が
、
同
様
に
国
際
商
業
会
議
所

五
三



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
一
号
（
二
〇
一
三
年
六
月
）

（
五
四
）

（International C
ham

ber of C
om

m
erce IC

C

）
が
制
定
す
る
貿
易
条
件
と
そ
の
解
釈
に
関
す
る
イ
ン
コ
タ
ー
ム
ズ
（Incoterm

s 2010

）、

バ
ー
ゼ
ル
Ⅲ
（B

aselⅢ

）
な
ど
の
世
界
標
準
化
に
関
し
て
も
、
何
れ
も
強
制
さ
れ
る
（com

pulsory

）
も
の
で
は
な
く
、
各
国
の
自
発
的

（voluntary
）
領
域
を
侵
す
も
の
で
は
な
い
た
め
、
こ
れ
ら
は
域
外
適
用
の
問
題
と
は
切
り
離
さ
れ
る
。
も
っ
と
も
バ
ー
ゼ
ル
規
制
な
ど
は

グ
ロ
ー
バ
ル
金
融
市
場
で
金
融
機
関
が
行
動
す
る
上
で
は
事
実
上
の
遵
守
が
求
め
ら
れ
、
強
制
的
な
要
因
は
強
ま
ろ
う
が
、
何
れ
に
し
ろ

域
外
適
用
そ
の
も
の
と
は
性
格
が
異
な
る
。

Ｍ
Ｏ
Ｕ
等
の
条
約
締
結
あ
る
い
は
ソ
フ
ト
ロ
ー
に
よ
る
連
携
が
な
さ
れ
れ
ば
、
域
外
適
用
の
問
題
は
生
じ
な
い
。
一
方
で
、
私
人
間
訴

訟
な
ど
域
外
適
用
の
問
題
が
生
じ
る
場
合
に
は
裁
判
な
ど
争
訟
と
な
る

（
105
）

。
こ
の
場
合
の
解
決
規
準
あ
る
い
は
裁
判
規
範
の
一
つ
と
し
て
相

手
国
の
経
済
政
策
と
の
抵
触
、
事
前
同
意
な
ど
自
発
的
な
ミ
ニ
マ
ム
・
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
の
鼎
立
が
想
定
さ
れ
、
機
能
す
る
こ
と
と
な
ろ
う
。

（
3
）
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
オ
ー
バ
ー
フ
ォ
ー
ル
と
国
際
金
融
規
制
改
革　

私
見
で
あ
る
が
、
特
に
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
、
バ
ー
ゼ
ル
規

制
な
ど
国
際
金
融
法
制
の
分
野
に
お
け
る
域
外
適
用
に
関
し
て
は
、
適
用
ル
ー
ル
の
統
一
化
、
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
と
共
に
、
通
常
業

務
の
金
融
監
督
面
も
含
め
た
三
位
一
体
の
改
革
が
求
め
ら
れ
よ
う
。
域
外
適
用
を
含
め
た
国
際
金
融
規
制
改
革
の
実
効
性
あ
る
枠
組
み
構

築
の
た
め
に
は
、
企
業
レ
ベ
ル
の
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
と
並
行
し
て
、
国
家
・
政
策
レ
ベ
ル
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
と
し
て
の
ガ

バ
ナ
ン
ス
・
オ
ー
バ
ー
フ
ォ
ー
ル
（G

overnance O
verhaul

）
施
策
も
重
要
と
な
る
。
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
各
国
毎
の
個
別

的
な
進
化
、
精
緻
化
が
進
め
ら
れ
、
ま
た
個
別
行
の
通
常
業
務
面
の
日
常
的
監
督
も
求
め
ら
れ
る
反
面
、
金
融
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
か
ら
逆

に
国
際
的
な
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
の
み
な
ら
ず
、
広
く
監
督
組
織
・
機
能
の
共
通
化
な
ど
政
策
面
の
検
討
が
並
行
し
て
進
め
ら
れ
る
必

要
が
あ
ろ
う
。
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
オ
ー
バ
ー
フ
ォ
ー
ル
に
関
し
て
、
ギ
リ
シ
ャ
危
機
以
降
の
欧
州
金
融
・
ソ
ブ
リ
ン
危
機
へ
の
Ｅ
Ｕ
の
対
応

を
例
に
と
る
と

（
106
）

、
財
政
危
機
と
の
連
鎖
を
断
つ
べ
く
銀
行
同
盟
（E

uropean B
anking U

nion

）
が
二
〇
一
二
年
合
意
さ
れ
、
欧
州
中
央
銀

五
四



国
際
取
引
に
お
け
る
域
外
適
用
ル
ー
ル
統
一
化
な
ら
び
に
秩
序
形
成
に
向
け
て
（
藤
川
）

（
五
五
）

行
（E

uropean C
entral B

ank E
C
B

）
が
三
〇
〇
億
ユ
ー
ロ
以
上
の
資
産
ま
た
は
Ｇ
Ｄ
Ｐ
（
国
内
総
生
産
）
の
二
〇
％
以
上
相
当
の
バ
ラ
ン

ス
シ
ー
ト
を
持
つ
約
二
〇
〇
の
Ｅ
Ｕ
域
内
銀
行
を
監
督
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
が
、
金
融
監
督
、
整
理
回
収
、
預
金
保
険
、
金
融
規
制

の
う
ち
、
金
融
規
制
に
つ
い
て
は
比
較
的
統
一
が
進
め
ら
れ
る
も
の
の
他
は
統
一
さ
れ
て
い
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。

独
禁
法
に
お
け
る
域
外
適
用
の
持
つ
意
味
合
い
の
変
遷
も
述
べ
て
き
た
が
、
多
分
に
政
治
・
経
済
情
勢
の
変
化
の
影
響
を
受
け
た
側
面

も
あ
り
、
そ
の
意
味
か
ら
も
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
オ
ー
バ
ー
フ
ォ
ー
ル
の
方
向
や
展
開
は
注
視
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
今
後
は
国
際
取
引
の

域
外
適
用
に
関
し
、
司
法
権
・
司
法
判
断
、
執
行
・
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
、
国
際
管
轄
権
の
議
論
と
も
併
せ
て
、
予
測
可
能
性
を
持
た

せ
た
理
論
的
統
一
性
確
立
と
法
秩
序
形
成
に
向
け
、
さ
ら
に
国
際
金
融
分
野
で
は
新
た
な
域
内
国
家
間
・
政
策
レ
ベ
ル
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
・

オ
ー
バ
ー
フ
ォ
ー
ル
と
い
う
大
枠
の
視
点
も
併
せ

（
107
）

、
解
決
に
向
け
た
さ
ら
な
る
模
索
が
続
く
も
の
と
み
ら
れ
る
。

（
4
）
米
国
証
券
取
引
法
、
国
際
金
融
関
連
法
制
な
ど
公
法
、
私
法
領
域
に
跨
が
る
分
野
を
念
頭
に
域
外
適
用
を
考
察
し
て
き
た
が
、

元
来
広
範
な
内
容
を
有
す
る
国
際
取
引
法
全
般
に
か
か
る
域
外
適
用
の
統
一
ル
ー
ル
を
検
討
す
る
と
な
る
と
、
勢
い
最
大
公
約
数
的
な
部

分
を
規
範
づ
け
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
ろ
う
。
そ
の
場
合
、
今
度
は
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
な
ど
の
実
際
に
お
い
て
、
実
効
性
に
懸
念
も
生

じ
か
ね
な
い
。
一
種
の
ジ
レ
ン
マ
と
も
い
え
る
。
だ
か
ら
こ
そ
独
禁
法
分
野
は
と
も
か
く
、
国
際
取
引
法
全
体
の
域
外
適
用
ル
ー
ル
の
統

一
化
の
議
論
が
さ
ほ
ど
こ
れ
ま
で
は
進
展
し
て
こ
な
か
っ
た
感
が
あ
る
所
以
で
も
あ
ろ
う
か
。
必
ず
し
も
明
確
な
分
野
づ
け
を
持
た
な
い

国
際
取
引
法
領
域
に
お
い
て
、
公
法
・
私
法
の
両
面
の
色
彩
を
有
す
る
と
は
い
っ
て
も
、
個
別
の
法
制
毎
に
濃
淡
も
異
な
ろ
う
。
域
外
適

用
の
議
論
が
活
発
化
し
つ
つ
あ
る
現
在
、
一
層
の
議
論
の
精
緻
化
、
進
展
を
図
り
、
残
さ
れ
た
課
題
を
さ
ら
に
考
察
し
て
い
き
た
い

（
108
）

。

（
1
） 

金
融
庁
「
ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
（
案
）
に
関
す
る
米
国
当
局
宛
の
レ
タ
ー
に
つ
い
て
」（
二
〇
一
二
年
一
月
一
二
日
）。
全
国
銀
行
協
会
「
米
国

五
五



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
一
号
（
二
〇
一
三
年
六
月
）

（
五
六
）

ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
・
ウ
ォ
ー
ル
ス
ト
リ
ー
ト
改
革
お
よ
び
消
費
者
保
護
法
に
よ
る
自
己
資
本
規
制
の
フ
ロ
ア
ル
ー
ル
改
正
等
に
係
る
市
中
協
議
文

書
に
対
す
る
コ
メ
ン
ト
」（
二
〇
一
一
年
二
月
二
三
日
）（
域
外
適
用
）、
同
「
米
国
ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
の
経
過
期
間
に
係
る
Ｆ
Ｒ
Ｂ
提
案
に
対
す

る
コ
メ
ン
ト
」（
二
〇
一
一
年
一
月
七
日
）。
滿
井
美
江
│
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
つ
い
て
│
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
規
制
の
動
向
」
早
稻
田

大
学
Ｇ
Ｃ
Ｏ
Ｅ
金
商
法
研
究
会
（
二
〇
一
三
年
一
月
二
四
日
）。

（
2
） 

ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
の
域
外
適
用
な
ら
び
に
差
別
的
跛
行
性
と
修
正
等
に
関
す
る
考
察
に
つ
い
て
、
拙
稿
を
参
照
さ
れ
た
い
。
藤
川
信
夫
「
米

国
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
に
お
け
る
銀
行
持
株
会
社
な
ら
び
に
Ｍ
＆
Ａ
取
引
規
制
等
に
か
か
る
考
察
」
日
本
法
学
第
七
八
巻
第
一
号
（
二
〇
一
二
年

六
月
）
六
五
│
九
二
頁
参
照
。

（
3
） 

時
事
通
信
二
〇
一
二
年
一
二
月
一
五
日
、
日
本
経
済
新
聞
同
。
二
〇
一
四
年
七
月
時
点
で
一
定
の
資
産
規
模
を
持
つ
金
融
グ
ル
ー
プ
に
中
間
持

株
会
社
（
Ｉ
Ｈ
Ｃ
）
設
立
を
義
務
付
け
、
自
己
資
本
蓄
積
を
求
め
る
。
邦
銀
で
は
三
メ
ガ
バ
ン
ク
が
対
象
と
な
る
見
通
し
で
あ
る
。
新
規
制
に
よ
り
、

米
国
で
多
額
の
資
産
を
持
ち
、
経
営
不
安
な
ど
に
陥
る
と
市
場
や
実
体
経
済
へ
の
影
響
が
大
き
い
外
銀
に
対
す
る
厳
格
な
監
督
を
図
る
。
ド
ッ
ド
・

フ
ラ
ン
ク
法
に
基
づ
く
措
置
で
あ
り
、
新
規
制
適
用
は
二
〇
一
五
年
七
月
一
日
と
な
る
。

（
4
） O

’M
elvency&

M
yers L

L
P

「
英
国
で
新
た
な
贈
収
賄
禁
止
法
が
成
立
」（
二
〇
一
〇
年
五
月
一
〇
日
）。

（
5
） U

K
 B

ribery A
ct to com

e into force on 1 July 2011, M
inistry of Justice releases guidance on the application of the U

K
 

B
ribery A

ct, by K
evin R

oberts and K
eily B

eirne. 

モ
リ
ソ
ン
・
フ
ォ
ス
タ
ー
外
国
法
事
務
弁
護
士
事
務
所
「
二
〇
一
一
年
七
月
一
日
施
行

予
定
の
英
国
贈
収
賄
法
│
英
国
法
務
省
が
英
国
贈
収
賄
法
の
適
用
に
関
す
る
指
針
を
発
表
│
」（
二
〇
一
一
年
四
月
一
五
日
）。

（
6
） 

藤
川
信
夫
「
米
国
金
融
規
制
改
革
法
な
ど
国
際
金
融
法
制
に
お
け
る
新
た
な
リ
ス
ク
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
│
規
制
強
化
と
コ
ン
バ
ー
ジ
ェ
ン
ス
な
ら

び
に
忠
実
義
務
な
ど
を
通
じ
た
株
主
間
差
別
化
に
向
け
て
│
」
政
経
研
究
第
四
九
巻
第
三
号
高
木
勝
一
教
授
古
希
記
念
号
（
二
〇
一
三
年
一
月
）

五
九
一
│
六
二
二
頁
参
照
。

（
7
） 

ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
の
域
外
適
用
等
に
関
し
て
、
松
尾
直
彦
「
米
国
ド
ッ
ド
＝
フ
ラ
ン
ク
法
の
域
外
適
用
問
題
」
神
作
裕
之
編
『
企
業
法
制

の
将
来
展
望
』
資
本
市
場
研
究
会
（
二
〇
一
二
年
一
二
月
）
頁
、
同
「
証
券
取
引
法
の
域
外
適
用
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
『
ア
メ
リ
カ
法
判
例
百
選
』

（
二
〇
一
二
年
一
二
月
）
二
五
〇
│
二
五
一
頁
、
同
『
Ｑ
＆
Ａ
ア
メ
リ
カ
金
融
改
革
法
│
ド
ッ
ド=

フ
ラ
ン
ク
法
の
す
べ
て
』
金
融
財
政
事
情
研
究

五
六



国
際
取
引
に
お
け
る
域
外
適
用
ル
ー
ル
統
一
化
な
ら
び
に
秩
序
形
成
に
向
け
て
（
藤
川
）

（
五
七
）

会
（
二
〇
一
〇
年
一
二
月
）
二
七
五
│
二
七
六
頁
。
藤
川
信
夫
「
域
外
適
用
と
銀
証
分
離
の
交
錯
│
グ
ロ
ー
バ
ル
金
融
法
制
の
新
潮
流
│
」
政
経
研

究
第
四
九
巻
第
四
号
奥
村
大
作
教
授
古
希
記
念
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）
一
七
一
│
二
〇
四
頁
。

（
8
） 
上
杉
秋
則
『
独
禁
法
国
際
実
務
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
│
グ
ロ
ー
バ
ル
経
済
下
の
基
礎
知
識
』
商
事
法
務
（
二
〇
一
二
年
）
一
│
三
五
七
頁
参
照
。
同

「
国
際
商
取
引
に
対
す
る
独
占
禁
止
法
の
適
用
問
題
」
国
際
商
取
引
学
会
（
於
神
戸
大
学
二
〇
一
二
年
一
一
月
四
日
）。

（
9
） 

村
上
政
博
「
域
外
適
用
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」
外
国
競
争
法
研
究
会
（
平
成
二
二
年
一
二
月
一
五 

日
）
一
│
七
頁
参
照
。
星
正
彦
「
独
占
禁
止

法
の
域
外
適
用
：
欧
米
に
お
け
る
競
争
法
の
域
外
適
用
理
論
の
進
展
と
日
本
に
お
け
る
そ
の
受
容
と
新
展
開
に
関
す
る
一
考
察
」H

itotsubashi 

U
niversity R

epository 
（
二
〇
一
一
年
三
月
二
三
日
）
一
│
五
四
二
頁
。
松
下
満
雄
・
渡
邉
泰
秀
編
『
ア
メ
リ
カ
独
占
禁
止
法
﹇
第
二
版
﹈』
東

京
大
学
出
版
会
（
二
〇
一
二
年
三
月
）
三
〇
七
│
四
〇
九
頁
参
照
。

（
10
） 

奥
田
安
弘
「
ア
メ
リ
カ
抵
触
法
に
お
け
る
ジ
ュ
リ
ス
デ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
概
念
│
ア
ル
コ
ア
事
件
判
決
再
考
│
」
北
大
法
学
論
集
第
四
一
号
五
│

六
号
（
一
九
九
一
年
一
〇
月
三
一
日
）
二
一
七
│
二
五
二
頁
。

（
11
） 

松
下
満
雄
「
国
際
事
案
に
対
す
る
競
争
法
の
適
用
」
公
正
取
引
委
員
会
競
争
政
策
研
究
セ
ン
タ
ー
（
二
〇
〇
七
年
一
一
月
九
日
）。

（
12
） 

「
各
国
競
争
法
の
執
行
状
況
に
つ
い
て
」
経
済
産
業
省
経
済
産
業
政
策
局
競
争
環
境
整
備
室
（
二
〇
〇
九
年
八
月
四
日
）。

（
13
） 

村
上
政
博
・
前
掲
七
頁
。

（
14
） 

属
地
主
義
を
採
る
こ
と
が
妥
当
で
な
い
こ
と
は
公
正
取
引
委
員
会
内
で
認
識
さ
れ
て
い
た
。
上
杉
秋
則
（
二
〇
一
二
）
三
五
│
三
七
頁
。

（
15
） 

公
示
送
達
に
つ
き
、
上
杉
秋
則
『
カ
ル
テ
ル
規
制
の
理
論
と
実
務
│
法
違
反
リ
ス
ク
の
増
大
へ
の
対
応
』
商
事
法
務
（
二
〇
〇
九
年
）
一
五
五

│
一
六
一
頁
。

（
16
） 

二
〇
一
〇
年
一
月
以
前
は
企
業
結
合
届
出
制
度
に
つ
き
、
子
会
社
・
営
業
所
が
日
本
国
内
に
所
在
し
、
国
内
売
上
額
が
計
上
さ
れ
て
い
る
場
合

限
り
届
出
義
務
を
課
し
た
た
め
、
効
果
主
義
に
拠
ら
ず
と
も
外
国
企
業
に
対
し
立
法
管
轄
権
が
及
ぶ
こ
と
が
説
明
可
能
で
あ
っ
た
。
国
内
売
上
額
が

あ
る
た
め
、
両
見
解
と
も
立
法
管
轄
権
は
及
ぶ
こ
と
が
説
明
で
き
る
。
国
内
に
営
業
拠
点
を
有
し
な
い
外
国
企
業
も
、
届
出
義
務
に
応
じ
て
届
出
す

る
こ
と
で
当
該
企
業
に
対
し
手
続
管
轄
権
が
及
ぶ
と
の
法
律
構
成
と
な
る
。
企
業
結
合
以
外
の
違
反
行
為
に
関
し
て
は
客
観
的
属
地
主
義
を
採
用
す

る
必
要
性
も
な
い
。

五
七



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
一
号
（
二
〇
一
三
年
六
月
）

（
五
八
）

（
17
） 

審
決
例
と
し
て
旭
化
成
工
業
㈱
ほ
か
二
名
事
件
（
昭
和
四
七
年
一
二
月
二
七
日
審
決
・
審
決
集
一
九
巻
一
二
四
頁
）
等
六
件
。
外
国
企
業
に
対

す
る
適
正
手
続
面
の
問
題
が
あ
り
、
三
条
の
み
で
十
分
と
し
て
削
除
を
主
張
す
る
見
解
も
唱
え
ら
れ
る
。「
一
定
の
取
引
分
野
」
を
市
場
の
範
囲
と

一
致
さ
せ
て
解
釈
す
れ
ば
「
一
定
の
取
引
分
野
」
が
画
定
で
き
る
こ
と
に
な
る
た
め
、
六
条
の
存
在
意
義
は
失
わ
れ
た
と
す
る
考
え
方
が
出
さ
れ
る
。

公
正
取
引
委
員
会
の
解
釈
は
変
更
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
ず
、
国
内
市
場
を
「
一
定
の
取
引
分
野
」
と
画
定
す
る
姿
勢
を
維
持
し
て
い
る
よ
う
に
み

え
る
。
上
杉
秋
則
（
二
〇
一
二
）
三
七
頁
。

（
18
） 

先
駆
的
研
究
と
し
て
、
清
水
章
雄
「
米
国
の
証
券
取
引
規
制
と
国
際
法
│
一
九
三
四
年
証
券
取
引
所
法
一
〇
条
⒝
お
よ
び
証
券
取
引
委
員
会
規

則 10b-5 

の
域
外
適
用
│
」
早
稲
田
法
学
会
（
一
九
八
〇
年
三
月
）
二
〇
五
│
二
三
五
頁
、
同
「
米
国
連
邦
証
券
取
引
法
の
域
外
適
用
の
拡
張
と
国

際
法
に
お
け
る
管
轄
権
の
原
則
」
商
学
討
究
三
二
巻
四
号
（
一
九
八
二
）
一
│
二
一
頁
に
詳
説
さ
れ
、
参
照
し
た
。
以
下
同
。

（
19
） Jennings, E

xtraterritorial Jurisdiction and the U
nited S

tates A
ntitrust L

aw
s, 53 B

rit. Y
. B

. Int’l. L
.146,153

（1957

）.

（
20
） 

反
ト
ラ
ス
ト
事
件
の
地
裁
判
決
と
し
て
、U

nited S
tates v. Im

perial C
hem

ical Industries, U
nited S

tates v. T
he W

atchm
akers of 

S
w
itzerland Inform

ation C
enter

が
あ
る
。

（
21
） 

以
下
で
は
米
国
証
券
取
引
所
法
等
関
連
諸
法
を
証
券
取
引
法
と
総
称
す
る
こ
と
と
す
る
。

（
22
） 

従
っ
て
、
米
国
企
業
に
つ
い
て
我
が
国
に
子
会
社
を
有
す
る
場
合
、
域
外
的
な
効
力
が
生
じ
う
る
。
こ
の
限
り
で
は
、
後
述
の
我
が
国
企
業
が

米
国
子
会
社
に
お
い
て
生
じ
た
忠
実
義
務
違
反
の
想
定
事
例
と
対
に
な
り
、
適
用
内
容
は
異
な
れ
ど
両
方
の
想
定
事
例
で
域
外
適
用
が
あ
り
得
る
こ

と
に
な
る
。

（
23
） 

外
国
会
社
の
被
告
に
資
産
・
議
決
権
株
式
の
処
分
禁
止
命
令
と
管
財
人
任
命
を
請
求
し
た
も
の
と
し
て
、S

E
C
 v. C

apital G
row

th C
o., 

S
.A

.

（C
osta R

ica

）, 391. F
. S

upp. 593

（S
.D

.N
.Y

. 1974

）.

（
24
） L
easco D

ate P
rocessing E

quip. C
orp. v. M

axw
ell, 468 F

. 2d 1326, 1334 

（2d C
ir. 1974

）. Z
im

m
erm

an, N
ote, 

E
xtraterritorial A

pplication of S
ection 10⒝

 and R
ule 10b-5, 34 O

H
IO

 S
T
. L

. J. 342, 350

（1973

）; M
izrack, R

ecent 

D
evelopm

ent in the E
xtraterritorial A

pplication of S
ection 10⒝

 of the S
ecurities and E

xchange A
ct of 1934, 30 B

U
S
. L

A
W

. 

367, 372

（1975

）; S
andberg, T

he E
xtraterritorial R

each of A
m
erican E

conom
ic R

egulation; T
he C

ase of S
ecurities L

aw
, 17 

五
八



国
際
取
引
に
お
け
る
域
外
適
用
ル
ー
ル
統
一
化
な
ら
び
に
秩
序
形
成
に
向
け
て
（
藤
川
）

（
五
九
）

H
A
R
V
. IN

T
. L

. J. 315, 320

（1970

）.
（
25
） 

松
下
満
雄
『
独
占
禁
止
法
と
国
際
取
引
』
東
京
大
学
出
版
会
（
一
九
七
四
年
）
二
四
〇
頁
。
独
禁
法
の
主
観
的
属
地
主
義
に
基
づ
く
域
外
適
用

も
な
い
と
の
見
解
に
つ
き
、
清
水
章
雄
「
国
際
取
引
に
お
け
る
競
争
制
限
の
規
制
」『
早
稲
田
大
学
大
学
院
法
研
論
集
』
一
八
号
（
一
九
七
八
年
）

一
一
二
頁
。

（
26
） 

清
水
章
雄
（
一
九
八
〇
）
二
三
三
│
二
三
五
頁
。
国
際
法
上
の
制
約
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

（
27
） 

松
下
満
雄
（
一
九
七
四
）
一
三
七
頁
、
清
水
章
雄
（
一
九
八
〇
）
二
一
一
│
二
二
〇
頁
。

（
28
） L

easco D
ate P

rocessing E
quip. C

orp. v. M
axw

ell, at 1340.

（
29
） T

ravis v. A
nthes Im

perial L
im

ited, 473 F
.2d 515

（2nd C
ir. 1973

）, at 529. 

（
30
） C

ourt of C
hancery of D

elaw
are. Inre S

O
U

T
H
E
R
N
 P

E
R
U

 C
O
P
P
E
R
 C

O
R
P
O
R
A
T
IO

N

　

S
H
A
R
E
H
O
L
D
E
R
 

D
E
R
IV

A
T
IV

E
 L

IT
IG

A
T
IO

N
. C

.A
.N

o.961-C
S
. S

ubm
itted:July 15, 2011. D

ecided: O
ct. 14, 2011. R

evised:D
ec.20, 2011.

（W
E
S
T
 

L
A
W

）.

藤
川
信
夫
・
前
掲
政
経
研
究
第
四
九
巻
第
三
号
六
〇
八
│
六
一
二
頁
参
照
。

（
31
） S

E
C
 v. M

inas de A
rtem

isa, 150 F
. 2d

（1945

）.

（
32
） 

松
下
満
雄
（
一
九
七
四
）
一
八
一
頁
。

（
33
） S

E
C
 v. C

apital G
row

th., S
.A

.

（C
osta R

ica
）, 391. F

. S
upp. 593

（S
.D

.N
.Y

.1974

）.

（
34
） S

E
C
 v. A

m
erican Institute C

ounselors, Inc., C
C
H
 F

ed. S
ec. L

., R
ep. 95,388

（D
.D

.C
.1975

）. K
eith R

affel, N
ote, 

E
xtraterritoriality-E

nforcem
ent of U

nited S
tates court orders confl icting w

ith foreign law
 or policy, 17 H

A
R
V
. IN

T
. L

.J.679

（1976

）. （
外
国
法
に
抵
触
す
る
命
令
が
下
さ
れ
た
事
例
）。

（
35
） C
om

m
ent, U

. P
enn. L

. R
ev. 1392

（1973

）; Jones, A
n Intererst A

nalysis A
pproach T

o E
xtraterritorial A

pplication of 

R
ule  10b-5 , 52 T

ex. L
. R

ev. 983, 987

（1974

）; S
andberg, at 329.

（
36
） S

cherik v. A
lberto-C

ulver C
o., 417 U

.S
.506

（1974

）; S
andberg, at 329. 

証
券
取
引
所
法
二
九
⒜
項
の
、
法
律
の
保
護
を
避
け
る
た

め
の
契
約
中
の
規
定
は
無
効
と
の
規
定
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
規
則 10b-5 

違
反
行
為
に
つ
い
て
仲
裁
条
項
が
尊
重
さ
れ
る
。
し
か
し
、
規
則 10b-

五
九



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
一
号
（
二
〇
一
三
年
六
月
）

（
六
〇
）

5 

の
域
外
適
用
に
関
す
る
判
決
は
国
際
法
上
の
管
轄
権
原
則
を
根
拠
と
し
て
域
外
適
用
を
正
当
化
せ
ん
と
す
る
も
の
に
過
ぎ
な
い
。

（
37
） 

規
則 10b-5 

を
母
法
と
す
る
日
本
の
旧
証
券
取
引
法
五
八
条
も
域
外
適
用
の
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
龍
田
節
「
証
券
の
国
際
取
引
に
関
す
る

法
的
規
制
」『
証
券
研
究
』
第
四
一
号
（
一
九
七
五
年
）
九
頁
。
五
八
条
の
規
制
内
容
に
よ
り
、
規
則 10b-5 

の
域
外
適
用
と
同
様
の
問
題
が
生
じ

る
か
も
し
れ
な
い
。
清
水
章
雄
（
一
九
八
〇
）
二
三
五
頁
。
旧
証
券
取
引
法
第
五
八
条
第
一
号
（
金
融
商
品
取
引
法
第
一
五
七
条
第
一
号
：
不
正
取

引
行
為
の
禁
止
）
に
よ
り
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
は
違
法
と
解
釈
さ
れ
て
い
た
が
、
実
際
に
そ
の
時
点
に
お
い
て
第
五
八
条
に
よ
る
起
訴
事
例
は
な

か
っ
た
。

（
38
） 

米
国
内
で
取
引
さ
れ
て
い
な
い
株
式
を
外
国
証
券
取
引
所
に
お
い
て
、
外
国
子
会
社
を
通
じ
て
取
得
し
た
米
国
会
社
の
被
る
損
害
に
つ
い
て
、

被
告
に
よ
る
不
実
表
示
そ
の
他
の
行
為
が
米
国
内
で
あ
り
、
規
則 10b-5 

の
域
外
適
用
が
認
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。468F

. 2d 1326

（2d C
ir. 

1972

）. 

清
水
章
雄
（
一
九
八
二
）
二
│
一
一
頁
。

（
39
） 405F

. 2d 200

（2d C
ir.

）, 2d 215

（2d C
ir.1968

）.

（
40
） B

ersch v. D
rexel F

irestone,Inc.,519F
.2d974,993

（2dC
ir.

）,cert. denied sub nom
. 

即
ち
、B

ersch v. A
rthur A

nderson &
 C

o,,

423U
.S

.1018

（1975

）
判
決
は
、
証
券
諸
法
、
立
法
経
緯
に
根
拠
を
見
出
せ
な
い
こ
と
を
認
め
、
証
券
諸
法
と
他
の
制
定
法
の
域
外
適
用
に
関
す

る
判
例
法
、
論
評
な
ら
び
に
議
会
の
意
思
の
推
量
に
基
づ
く
と
す
る
。

（
41
） 606 F

.2d 5

（2d C
ir. 1979

）. C
A
 79-3030 F

ID
E
N
A
S
 A

G
, S

idesco International L
td., and M

r. G
. P

. Jurick, P
laintiff s-

A
ppellants, v. C

O
M

P
A
G
N
IE

 IN
T
E
R
N
A
T
IO

N
A
L
E
 P

O
U
R
 L

’IN
F
O
R
M

A
T
IQ

U
E
 C

II H
O
N
E
Y
W

E
L
L
 B

U
L
L
 S

.A
.

（
42
） 592 F

.2d 409

（8th C
ir. 1979

）. C
O
N
T
IN

E
N
T
A
L
 G

R
A
IN

 

（A
U
S
T
R
A
L
IA

） P
T
Y
. L

T
D
., A

ppellant, v. P
A
C
IF

IC
 

O
IL

S
E
E
D
S
, IN

C
. and C

arl E
rnest C

laassen, A
ppellees, and N

orthrup, K
ing &

 C
o.

（
43
） 

政
策
的
理
由
は
、
①
域
外
適
用
を
認
め
な
い
こ
と
は
米
国
を
国
際
的
証
券
詐
欺
師
の
基
地
と
避
難
所
に
し
て
し
ま
う
こ
と
、
②
規
則 10b-5 

の

域
外
適
用
を
認
め
る
こ
と
に
よ
り
、
外
国
か
ら
米
国
へ
向
け
ら
れ
た
詐
欺
に
対
す
る
規
制
を
他
国
に
相
互
的
な
も
の
と
し
て
期
待
で
き
る
こ
と
、
③

域
外
適
用
は
、
連
邦
証
券
諸
法
の
詐
欺
防
止
規
定
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
証
券
取
引
に
お
け
る
行
為
基
準
を
上
昇
さ
せ
る
と
い
う
議
会
の
意
思
に
合
致

し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

六
〇



国
際
取
引
に
お
け
る
域
外
適
用
ル
ー
ル
統
一
化
な
ら
び
に
秩
序
形
成
に
向
け
て
（
藤
川
）

（
六
一
）

（
44
） I.B

R
O
W

N
L
IE

, P
R
IN

C
IP

L
E
S
 O

F
 P

U
B
L
IC

 IN
T
E
R
N
A
T
IO

N
A
L
 L

A
W

 299

（3d ed.1979

）.
（
45
） 

清
水
章
雄
（
一
九
八
二
）
一
一
│
二
一
頁
。
田
中
英
夫
『
英
米
法
総
論
下
』
東
京
大
学
出
版
会
（
一
九
八
〇
年
）
五
一
七
頁
。

（
46
） 
清
水
章
雄
「
多
国
籍
企
業
と
証
券
取
引
法
」『
多
国
籍
企
業
の
法
的
研
究
（
入
江
啓
四
郎
先
生
追
悼
）』
成
文
堂
（
一
九
八
〇
年
）
四
四
三
頁
。

国
際
法
は
民
事
管
轄
権
に
は
制
限
を
課
し
て
い
な
い
と
い
う
意
見
を
採
用
し
て
も
、
規
則 10b-5 

の
域
外
適
用
に
は
刑
事
管
轄
権
に
関
す
る
国
際
法

原
則
が
適
用
さ
れ
る
と
考
え
る
こ
と
に
な
る
。

（
47
） L

egal S
tatus of E

astern G
reenland, P

C
IJ S

eries A
/B

 N
o. 53 

（1933

）（
東
グ
リ
ー
ン
ラ
ン
ド
の
法
的
地
位
事
件
）。

（
48
） M

ann, T
he D

octorine of Jurisdiction in International L
aw

,111 R
E
C
U
E
IL

 D
E
S
 C

O
U
R
S
 9,44-51

（1964 I

）.

（
49
） Jennings, E

xtraterritorial Jurisdiction and the U
nited S

tates A
ntitrust L

aw
s, at 153. 

（
50
） M

ann, T
he D

octorine of Jurisdiction in International L
aw

, 111 R
E
C
U
E
IL

 D
E
S
 C

O
U
R
S
 9,44-51

（1964

）.

松
下
満
雄

（
一
九
七
四
）
二
五
二
頁
。
事
実
に
関
す
る
立
法
が
国
際
法
お
よ
び
そ
の
様
々
な
側
面
で
あ
る
国
家
の
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
、
不
干
渉
お
よ
び
互
恵
の
原

則
な
ら
び
に
相
互
依
存
の
要
請
と
調
和
を
な
す
と
き
国
家
は
立
法
管
轄
権
を
持
つ
。

（
51
） S

choenbaum

事
件
に
お
け
る
米
国
株
主
の
損
害
は
株
式
を
発
行
し
た
外
国
会
社
が
外
国
で
損
害
を
被
っ
た
こ
と
を
理
由
と
す
る
間
接
的
な
も

の
で
あ
り
、
実
質
的
か
つ
真
正
な
結
合
が
存
在
す
る
か
疑
問
で
あ
る
。
会
社
の
権
利
と
株
主
の
権
利
を
明
確
に
区
別
す
る
バ
ル
セ
ロ
ナ
・
ト
ラ
ク

シ
ョ
ン
事
件
に
対
す
る
国
際
司
法
裁
判
所
の
判
決
を
考
え
る
と
疑
問
は
さ
ら
に
強
く
な
る
。
清
水
章
雄
（
一
九
八
二
）
一
五
│
一
八
頁
。

（
52
） 

米
国
に
お
け
る
行
為
が
些
細
な
も
の
で
あ
る
場
合
、
実
質
的
か
つ
真
正
な
結
合
が
存
在
す
る
か
は
疑
問
で
あ
る
。
米
国
の
利
益
は
、
損
害
を

被
っ
た
者
が
米
国
居
住
者
で
あ
る
と
き
、
米
国
投
資
者
の
保
護
、
在
外
米
国
人
で
あ
る
と
き
は
米
国
人
投
資
家
の
保
護
お
よ
び
米
国
を
証
券
詐
欺
の

基
地
と
し
な
い
こ
と
、
在
外
外
国
人
で
あ
る
と
き
は
米
国
を
証
券
詐
欺
の
基
地
と
し
な
い
こ
と
、
と
序
々
に
抽
象
的
と
な
る
。
実
質
的
か
つ
真
正
な

結
合
の
存
在
の
た
め
、
こ
の
順
に
意
味
の
大
き
い
行
為
が
米
国
内
で
行
わ
れ
た
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
よ
う
。B

ersh

判
決
の
画
一
的
基
準
は
、
有
益

で
あ
る
が
、
内
容
は
必
ず
し
も
適
切
で
は
な
い
。
主
観
的
属
地
主
義
に
基
づ
く
域
外
適
用
に
お
い
て
、
米
国
居
住
者
が
被
害
者
の
と
き
は
米
国
内
に

お
け
る
行
為
は
ど
ん
な
程
度
の
も
の
で
も
よ
い
と
す
べ
き
で
な
い
。
在
外
米
国
人
の
と
き
は
予
備
行
為
以
上
、
在
外
外
国
人
の
と
き
は
損
害
の
直
接

原
因
と
な
る
行
為
が
必
要
と
さ
れ
る
が
、
管
轄
権
対
象
の
関
係
で
必
要
な
行
為
の
種
類
を
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

六
一



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
一
号
（
二
〇
一
三
年
六
月
）

（
六
二
）

（
53
） S

choenbaum

事
件
で
は
カ
ナ
ダ
会
社
の
内
部
者
取
引
に
規
則 10b-5 

が
適
用
さ
れ
た
が
、
カ
ナ
ダ
会
社
法
が
存
在
し
、
株
主
と
取
締
役
の
利

益
の
調
節
に
関
す
る
準
則
も
存
在
す
る
。
カ
ナ
ダ
法
の
規
制
事
項
に
規
則 10b-5 

が
域
外
適
用
さ
れ
、
管
轄
権
の
衝
突
が
生
ず
る
こ
と
に
つ
い
て
判

決
は
考
慮
し
て
い
な
い
。G

ray v. N
ew

 A
ugarita P

orcupine M
ines, L

td., 

﹇1952

﹈ 3 D
. L

. .R
. I 

（1952

）; C
anada S

afew
ay v. T

hom
pson, 

﹇1951
﹈ 3 D

.L
.R

. 

（1950

）, judgm
ent am

ended 

﹇1952

﹈ 2 D
.L

.R
. 59

（1951

）. 

清
水
章
雄
（
二
〇
一
三
）
一
八
頁
以
下（
注
57
）│（
注
62
）。

（
54
） 

金
融
商
品
取
引
法
第
一
五
七
条
（
証
券
の
不
正
取
引
の
禁
止
）、
第
一
五
九
条
（
相
場
操
縦
の
禁
止
）
お
よ
び
第
一
六
〇
条
（
同
前
の
違
反
者

の
賠
償
責
任
）
に
つ
い
て
、
米
国
に
対
す
る
域
外
適
用
を
行
う
際
に
相
互
性
に
よ
る
理
由
づ
け
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
龍
田
節
・
前
掲
「
証
券
の

国
際
取
引
に
関
す
る
法
的
規
制
」
九
頁
。K

asser

判
決
で
展
開
さ
れ
る
規
則 10b-5 

の
域
外
適
用
の
政
策
論
に
も
、
米
国
規
則 10b-5 

の
域
外
適

用
に
よ
り
他
国
の
証
券
詐
欺
防
止
規
則
の
域
外
適
用
が
相
互
的
に
期
待
で
き
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。S

E
C
 v. K

asser, 538 F
 .2d 103, 116

（3d 

C
ir.

）, cert denied sub nom
. C

hurchill F
orest Industries

（M
anitoba

）, L
td. v. S

E
C
, 431 U

. S
. 938

（1977

）.

（
55
） F

ratt v. R
obinson, 203 F

. 2d 627

（9th C
ir.1953

）.

（
56
） B

ow
m
an &

 B
ourdon, Inc. v. R

ohr, 296 F
. S

upp. 847

（D
. M

ass.1969

）, aff’d on opinion below
, 417 F

. 2d 780

（lst C
ir. 

1969

）; S
ackett v. B

eam
an, 399 F

. 2d 884, 891

（9th C
ir. 1968

）.

（
57
） C

hris-C
raft Industries, Inc. v. P

iper A
ircraft C

orporation, F
E
D
. S

E
C
. L

. R
E
P
.

（C
C
H

） P
95, 058

（2d C
ir. 1975

）.

（
58
） C

hiarella v. U
.S

., N
o,78-1202

（U
. S

. S
up. C

t. M
ar. 18, 1980

）.

（
59
） 

規
則 10b-5 

の
適
切
な
域
外
適
用
の
問
題
に
関
し
て
以
下
の
九
規
準
の
適
用
が
示
唆
さ
れ
る
。
私
見
で
あ
る
が
、
米
国
金
融
規
制
改
革
法
を
含

め
、
十
分
に
参
考
に
値
す
る
基
準
で
あ
ろ
う
。
規
制
さ
れ
る
行
為
の
性
格
、
規
制
の
根
拠
と
な
っ
て
い
る
基
本
政
策
、
規
制
を
行
う
国
と
そ
の
行
為

が
規
制
さ
れ
る
者
の
間
の
関
係
、
国
際
的
な
政
治
・
法
お
よ
び
経
済
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
必
要
性
と
伝
統
、
当
事
者
の
正
当
な
期
待
の
保
護
、
紛
争

の
確
実
性
と
程
度
、
規
制
さ
れ
る
行
為
が
主
と
し
て
行
わ
れ
た
場
所
、
規
制
さ
れ
る
行
為
の
直
接
的
か
つ
予
見
し
う
る
影
響
、
問
題
と
さ
れ
る
行
為

を
規
制
す
る
と
い
う
立
法
部
の
明
確
な
意
思
。E

xtraterritoriality; C
onfl ict and O

verlap in N
ational and International R

egulation, in 

P
R
O
C
E
E
D
IN

G
S
 O

F
 T

H
E
 A

M
E
R
IC

A
N
 S

O
C
IE

T
Y
 O

F
 IN

T
E
R
N
A
T
IO

N
A
L
 L

A
W

 A
T
 IT

S
 74 T

H
 A

N
N
U
A
L
 M

E
E
T
IN

G
 32

（1981

）. 

清
水
章
雄
（
一
九
八
二
）
二
〇
│
二
一
頁（
注
67
）参
照
。

六
二



国
際
取
引
に
お
け
る
域
外
適
用
ル
ー
ル
統
一
化
な
ら
び
に
秩
序
形
成
に
向
け
て
（
藤
川
）

（
六
三
）

（
60
） 

①
規
則 10b-5 

の
域
外
適
用
に
お
い
て
、
全
て
の
利
害
関
係
諸
国
の
法
律
、
規
制
慣
行
お
よ
び
国
内
政
策
の
バ
ラ
ン
ス
が
と
ら
れ
る
べ
く
、
以

下
の
要
素
を
考
慮
す
る
べ
き
と
の
意
見
が
Ｓ
Ｅ
Ｃ
に
は
あ
る
。
証
券
取
引
の
行
わ
れ
た
場
所
、
当
事
者
の
住
所
、
一
定
の
状
況
に
お
い
て
自
国
の
国

内
法
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
各
利
害
関
係
国
が
持
つ
重
要
性
、
国
内
法
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
増
進
す
る
公
の
政
策
、
証
券
取
引
に

あ
る
国
の
法
律
が
適
用
さ
れ
る
可
能
性
、
適
用
さ
れ
る
法
律
に
関
す
る
当
事
者
の
期
待
な
ど
。
②
規
則 10b-5 

の
域
外
適
用
に
抵
触
法
に
お
け
る
イ

ン
タ
レ
ス
ト
・
ア
ナ
リ
シ
ス
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
採
用
さ
れ
る
べ
き
と
の
意
見
も
あ
る
。Jones, A

n Interest A
nalysis to E

xtraterritorial 

A
pplication of R

ule 10b-5, 52 T
E
X
A
S
 L

. R
E
V
. 939

（1974

）; S
andberg, T

he E
xtraterritorial R

each of A
m
erican E

conom
ic 

regulation: the C
ase of S

ecurities L
aw

, 17 H
A
R
V
. IN

T
’L

 L
.

」.315

（1976

）. 

抵
触
法
に
お
け
る
イ
ン
タ
レ
ス
ト
・
ア
ナ
リ
シ
ス
の
ア
プ

ロ
ー
チ
が
反
ト
ラ
ス
ト
法
の
域
外
適
用
に
つ
い
て
主
張
さ
れ
る
こ
と
に
つ
き
、
司
法
次
官
（
当
時
）W

illiam
F
. B

axter 

発
言
、C

onfl ict of L
aw

 

A
nalysis P

roposed for E
xtraterritoriality P

roblem
s, C

C
H
 T

R
A
D
E
 R

E
G
. R

E
P
O
R
T
S
 N

o. 510, 5

（1981

）。
イ
ン
タ
レ
ス
ト
・
ア

ナ
リ
シ
ス
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
つ
き
、
松
岡
博
「
最
近
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
国
際
私
法
の
動
向
」『
国
際
法
外
交
雑
誌
』
第
七
六
巻
第
五
号

（
一
九
七
七
年
）。S

choenbaum

事
件
で
は
米
国
の
利
益
は
不
正
な
外
国
取
引
の
影
響
か
ら
米
国
内
の
証
券
市
場
を
保
護
す
る
こ
と
、
米
国
の
証
券

取
引
所
に
お
い
て
外
国
証
券
を
買
い
付
け
た
米
国
投
資
者
を
保
護
す
る
こ
と
で
あ
る
。
規
則 10b-5 

対
象
の
証
券
取
引
が
行
わ
れ
た
カ
ナ
ダ
は
自
国

会
社
の
内
部
事
項
を
規
律
す
る
利
益
を
持
ち
、
両
国
と
も
利
益
を
有
し
真
正
の
抵
触
が
生
じ
る
事
例
と
な
る
た
め
、
結
局
は
法
廷
地
法
で
あ
る
規

則 10b-5 

が
適
用
さ
れ
る
。
規
則 10b-5 

の
域
外
適
用
は
純
然
た
る
民
事
事
件
の
裁
判
管
轄
権
の
問
題
で
は
な
い
た
め
、
抵
触
法
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に

よ
っ
て
解
決
さ
れ
る
べ
き
で
な
く
、
イ
ン
タ
レ
ス
ト
・
ア
ナ
リ
シ
ス
・
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
用
し
て
も
多
く
の
域
外
適
用
事
案
で
は
米
国
投
資
者
の
保

護
ま
た
は
米
国
を
証
券
詐
欺
の
基
地
と
し
な
い
と
の
米
国
の
利
益
が
存
在
し
、
結
局
は
規
則 10b-5 

の
域
外
適
用
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
ろ
う
。

岡
野
祐
子
「
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
お
け
る
不
法
行
為
の
準
拠
法
│
厳
格
な
不
法
行
為
地
法
主
義
の
下
で
の
反
致
の
導
入
│
」
法
と
政
治
（
関
西
学
院

大
学
レ
ポ
ジ
ト
リ
）
六
〇
巻
二
号
（
二
〇
〇
九
年
七
月
二
〇
日
）
五
〇
四
│
三
九
一
頁
。
松
岡
博
『
ア
メ
リ
カ
国
際
私
法
・
国
際
取
引
法
判
例
研

究
』
大
阪
大
学
出
版
会
（
二
〇
一
〇
年
）
三
四
〇
│
三
六
七
頁
参
照
。

（
61
） 

多
重
代
表
訴
訟
の
事
例
で
あ
る
が
、
海
外
企
業
の
我
が
国
子
会
社
と
我
が
国
企
業
と
の
三
角
合
併
・
株
式
交
換
に
よ
り
、
我
が
国
企
業
の
従
前

の
株
主
は
親
会
社
た
る
米
国
本
社
株
主
に
転
化
し
、
三
角
合
併
・
株
式
交
換
後
は
例
え
ば
Ｎ
Ｙ
地
裁
に
提
訴
す
る
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
が
、

六
三



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
一
号
（
二
〇
一
三
年
六
月
）

（
六
四
）

こ
の
場
合
の
法
的
扱
い
が
必
ず
し
も
明
白
で
な
い
こ
と
が
述
べ
ら
れ
、
国
際
会
社
法
た
る
領
域
の
課
題
と
し
て
指
摘
さ
れ
る
。
武
井
一
浩
「
国
際
会

社
法
│
国
際
会
社
法
を
め
ぐ
る
実
務
上
の
諸
問
題
│
」
日
本
私
法
学
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
（
二
〇
〇
四
年
）、
同
「
企
業
価
値
向
上
の
た
め
の
コ
ー
ポ

レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
と
独
立
取
締
役
│
デ
フ
レ
脱
却
の
た
め
に
│
」
東
京
大
学
比
較
ビ
ジ
ネ
ス
ロ
ー
・
比
較
法
政
研
究
セ
ン
タ
ー
第
四
四
回
比
較

法
政
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
（
二
〇
一
三
年
一
月
三
一
日
）。
ジ
ュ
リ
ス
ト
「
」

（
62
） 

「
企
業
結
合
法
制
に
関
す
る
調
査
研
究
報
告
書
」
商
事
法
務
（
二
〇
一
〇
年
三
月
）
八
九
│
九
八
頁
参
照
。

（
63
） 

江
頭
憲
治
郎
『
結
合
企
業
法
の
立
法
と
解
釈
』
有
斐
閣
（
一
九
九
五
年
）
三
四
│
三
八
頁
、
同
『
株
式
会
社
法
（
第
四
版
）』
有
斐
閣

（
二
〇
一
一
年
）
二
一
頁
。
出
口
正
義
『
株
主
権
法
理
の
展
開
』
文
眞
堂
（
一
九
九
一
年
）
三
頁
。

（
64
） M

orrison v. N
ational A

ustralia B
ank, L

td. N
o.07-0583-cv 

（2d C
ir. 2008

）.

「
米
国
連
邦
第
二
巡
回
区
控
訴
裁
判
所
、
外
国
発
行
会

社
の
証
券
訴
訟
に
つ
い
て
判
断
」
モ
リ
ソ
ン
・
フ
ォ
ー
ス
タ
ー
Ｌ
Ｌ
Ｐ
（
二
〇
〇
八
年
一
一
月
一
一
日
）。http://w

w
w
.m

ofo.jp/topics/

publication/20081111.htm
l.

大
橋
宏
一
郎
「
米
国
証
券
法
の
域
外
適
用
に
関
す
る
最
近
の
動
向
」
金
融
財
政
事
情
（
二
〇
一
一
年
二
月
七
日
）

四
八
│
五
〇
頁
。

（
65
） 

松
尾
直
彦
・
前
掲
「
ア
メ
リ
カ
法
判
例
百
選
」。
藤
川
信
夫
・
前
掲
政
経
研
究
第
四
九
巻
第
四
号
一
八
八
│
一
八
九
頁
。M

orrison

判
決
に
関

し
て
は
内
容
・
論
点
も
多
く
、
さ
ら
な
る
検
討
を
進
め
て
い
き
た
い
。

（
66
） 

樋
口
航
「
一
九
三
四
年
米
国
証
券
取
引
所
法
の
域
外
適
用
に
関
す
る
米
国
連
邦
最
高
裁
判
決
〜
米
国
預
託
証
券
（
Ａ
Ｄ
Ｒ
）
を
発
行
し
て
い
る

企
業
に
対
す
る
影
響
〜
」
国
際
商
事
法
務
第
三
九
巻
第
九
号
（
二
〇
一
一
年
）
一
二
四
七
│
一
二
五
六
頁
に
詳
説
さ
れ
、
参
照
し
た
。
以
下
同
。

C
olin M

ayer

（P
rofessor, M

anagem
ent S

tudies 

（F
inance

）, S
aid B

usiness S
chool,U

niversity of O
xford, U

K

）“M
icro, M

acro 

and International D
esign of F

inancial R
egulation” O

rganizational and F
inancial E

conom
ics S

em
inar, 

早
稻
田
大
学
Ｇ
Ｃ
Ｏ
Ｅ
シ
ン

ポ
ジ
ウ
ム
（
二
〇
一
三
年
一
月
一
七
日
）。

（
67
） John C

. C
off er, Jr &

 H
illary A

. S
ale, S

ecurides R
eguladon 932

（llth ed. 2009

）.

（
68
） 

連
邦
民
事
訴
訟
規
則
（F

ederal R
ules of C

ivil P
rocedure

）R
ule 23

（F
ed. R

. C
iv. P

.23

）. 

（
69
） 

従
前
の
司
法
判
断
を
ま
と
め
る
と
、
①
コ
ロ
ン
ビ
ア
特
別
区
連
邦
控
訴
裁
判
所
は
、
一
〇
条
⒝
・
規
則 10b-5 

に
お
け
る
詐
欺
的
行
為
の
明
ら

六
四



国
際
取
引
に
お
け
る
域
外
適
用
ル
ー
ル
統
一
化
な
ら
び
に
秩
序
形
成
に
向
け
て
（
藤
川
）

（
六
五
）

か
な
要
素
（prim

a facie elem
ents

）
を
満
た
す
行
為
が
米
国
内
で
行
わ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
の
制
限
的
解
釈
を
と
る
。Z

oelsch v. A
rthur 

A
ndersen &

 C
o., 824F

. 2d 27

（D
.C

. C
ir 1987

）.

②
第
三
、
第
八
お
よ
び
第
九
巡
回
区
連
邦
控
訴
裁
判
所
は
、
よ
り
広
く
詐
欺
的
ス
キ
ー
ム
を

存
続
さ
せ
る
行
為
で
あ
る
が
本
質
的
行
為
で
あ
る
必
要
が
あ
り
、
単
な
る
準
備
的
行
為
で
は
足
り
な
い
行
為
（conduct to perpetuate the 

fraudulent schem
e

）
が
米
国
内
で
行
わ
れ
れ
ば
足
る
と
解
釈
す
る
。S
E
C
 v. K

asser 548 F
. 2d 109

（3d C
ir. 1977

）, G
runenthal G

m
bH

 

v. H
otz, 712F

. 2d 421

（9th C
ir 1983

）.

③
第
二
、
第
五
お
よ
び
第
七
巡
回
区
連
邦
控
訴
裁
判
所
は
、
司
法
管
轄
権
の
憲
法
上
の
限
界
（the 

constitutional lim
its on the judiciary’s jurisdiction

）
と
市
場
の
一
体
性
保
護
（the protecdon of m

arket integrity

）
の
対
立
調
整
に
よ

り
国
境
を
跨
ぐ
取
引
の
競
合
す
る
利
益
を
衡
量
す
る
。
樋
口
航
・
前
掲
一
二
五
四
│
一
二
五
五
頁（
注
9
）、（
注
10
）。

（
70
） Itoba L

td. v. L
ep G

roup P
L
C
, 54F

. 3d l18

（2d C
ir. 1995

）.

（
71
） 

か
か
る
批
判
が
あ
れ
ば
こ
そ
、
本
稿
に
お
い
て
も
証
券
取
引
法
関
連
を
主
な
対
象
に
域
外
適
用
統
一
ル
ー
ル
形
成
の
必
要
性
に
つ
い
て
検
討
を

重
ね
て
き
た
も
の
で
あ
る
。

（
72
） In re N

at’l A
ustl. B

ank S
ec. L

itig. , N
o. 03-6537, 2006 W

L
 3844465

（S
.D

.N
.Y

. O
ct. 25, 2006

）.

（
73
） M

orrison v. N
at’l A

ustl. B
ank L

td., 547F
. 3d 167

（2d C
ir. 2008

）.

（
74
） 

樋
口
航
・
前
掲
一
二
五
一
頁
。

（
75
） M

orrison

判
決
が
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
原
証
券
株
式
を
米
国
外
証
券
取
引
所
で
取
引
し
た
投
資
家
の
訴
訟
を
除
外
し
、
Ａ
Ｄ
Ｒ
を
米
国
内
証
券
取
引
所

で
取
引
し
た
投
資
家
の
訴
訟
提
起
リ
ス
ク
も
一
定
程
度
減
少
さ
せ
る
と
の
評
価
も
で
き
る
。
一
〇
条
⒝
・
規
則 10b-5 

の
ク
ラ
ス
・
ア
ク
シ
ョ
ン
に

お
い
て
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
原
証
券
株
式
を
米
国
外
証
券
取
引
所
で
取
引
し
た
米
国
・
非
米
国
投
資
家
を
原
告
と
し
て
取
り
込
め
な
く
な
り
、
原
告
請
求
総
額

は
減
少
す
る
た
め
原
告
側
弁
護
士
の
訴
訟
提
起
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
も
減
少
す
る
。

（
76
） 

効
果
基
準
に
関
し
て
、
相
当
数
の
米
国
投
資
家
が
原
証
券
株
式
を
購
入
し
て
い
れ
ば
充
足
す
る
と
判
断
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
行
為
基
準
に

関
し
て
、
米
国
内
で
欺
岡
行
為
に
関
連
す
る
不
実
表
示
の
あ
る
書
類
の
開
示
等
が
行
わ
れ
る
場
合
は
や
は
り
充
足
す
る
と
判
断
さ
れ
る
可
能
性
が
あ

ろ
う
。W

illiam
 C

. F
redericks, “F

oreign-C
ubed” and “F

oreign-S
quared” S

ecurities L
itigation in the w

ake of M
orrison v. 

N
ational A

ustralia B
ank. 840 P

L
I/L

IT
 85. 99-109

（2010

）. 

樋
口
航
・
前
掲
一
二
五
三
│
一
二
五
四
頁
、（
注
28
）、（
注
29
）
一
二
五
六
頁
。

六
五



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
一
号
（
二
〇
一
三
年
六
月
）

（
六
六
）

（
77
） M

orrison

判
決
後
の
連
邦
地
方
裁
判
所
判
例
と
整
合
す
る
が
、
適
用
否
定
を
示
唆
す
る
連
邦
地
方
裁
判
所
判
例
も
あ
り
、
今
後
は
争
わ
れ
る

可
能
性
は
あ
る
。
前
者
は
、Jared L

. K
opel et al.,C

urrent T
opics on S

ecurities L
itigation, 1850 P

L
I/C

O
R
P
 365, 394-395

（2010

）, 

W
illiam

 C
. F

redericks, at 98-99. 

後
者
は
、S

tackhouse v. T
oyota M

otor C
o., 2010 W

L
 3377409

（C
.D

.C
al.July16, 2010

）.

（
78
） 
被
告
の
主
観
的
要
件
、
原
告
の
信
頼
、
被
告
の
行
為
と
原
告
の
損
害
と
の
因
果
関
係
等
。

（
79
） W

idm
er, T

he U
.S

. S
ecurities L

aw
s-B

anking L
aw

 of the W
orld?

（A
 repry M

essrs, L
oom

is and G
rant

）,IJ. C
O
M

P
 C

O
R
P
. 

L
. &

 S
E
C
. R

E
C
.39,39

（1978

）. 

英
国
、
ベ
ル
ギ
ー
に
お
け
る
証
券
発
行
の
際
の
開
示
は
米
国
の
よ
う
に
厳
し
い
も
の
は
要
求
さ
れ
な
い
が
、
証

券
取
引
所
に
上
場
さ
れ
た
会
社
の
行
為
に
直
接
的
規
制
が
加
え
ら
れ
る
。
銀
行
、
証
券
会
社
、
ブ
ロ
ー
カ
ー
な
ど
の
非
公
式
規
制
に
よ
り
、
広
範
囲

に
わ
た
る
開
示
の
必
要
性
は
そ
れ
ほ
ど
大
き
く
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

（
80
） L

easco

事
件
は
、
英
国
の
会
社
を
買
収
せ
ん
と
し
た
米
国
の
会
社
が
買
取
り
の
際
の
不
実
表
示
を
理
由
と
し
て
規
則 10b-5 

の
保
護
を
求
め

た
。

（
81
） 

ス
イ
ス
、
ド
イ
ツ
は
、
経
済
政
策
の
一
環
と
し
て
銀
行
に
厳
格
な
秘
密
保
持
の
義
務
を
課
し
、
銀
行
秘
密
法
を
制
定
し
て
い
る
。
長
谷
川
正
国

「
ス
イ
ス
銀
行
の
秘
密
保
持
制
度
│
そ
の
国
際
法
的
検
討
一
」
早
稲
田
大
学
大
学
院
法
研
論
集
一
六
号
（
昭
和
五
二
年
）
一
二
七
頁
参
照
。

（
82
） 

清
水
章
雄
（
一
九
八
〇
）
二
三
〇
│
二
三
四
頁
参
照
。

（
83
） D

r. A
rad R

eisberg

（U
C
L
 F

A
C
U
L
T
Y
 O

F
 L

A
W

S

）“T
he U

K
 S

tew
ardship C

ode: O
n the R

oad to N
ow

here?” 

、
上
村
達
男

（
コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
）、
小
田
博
「
イ
ギ
リ
ス
法
に
お
け
る
契
約
・
定
款
解
釈
の
最
近
の
動
向
」、
河
村
賢
治
「
イ
ギ
リ
ス
の
新
し
い
金
融
規
制
シ
ス

テ
ム
」『
イ
ギ
リ
ス
会
社
法
・
金
融
規
制
法
の
最
新
動
向
』
早
稻
田
大
学
Ｇ
Ｃ
Ｏ
Ｅ
（
二
〇
一
三
年
二
月
一
九
日
）。
も
っ
と
もD

r. A
rad

は
金
融

危
機
後
のS
tew

ardship C
ode

が
近
時
は
外
人
機
関
投
資
家
増
加
に
よ
り
株
主
を
一
律
に
所
有
者
と
し
て
扱
う
前
提
が
変
化
し
機
能
し
な
く
な
っ

て
い
る
こ
と
、
所
有
者
と
し
て
のE

ngagem
ent

を
望
ま
な
いE

xit
投
資
モ
デ
ル
も
選
択
肢
と
し
て
用
意
す
る
必
要
性
が
生
じ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

私
見
で
あ
る
が
、
支
配
株
主
型
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
オ
ー
ナ
ー
経
営
の
多
い
英
国
に
お
い
て
、
外
人
機
関
投
資
家
が
増
加
す
る
こ
と
で
株
主
ガ
バ
ナ
ン
ス

の
変
容
を
来
た
し
、
従
来
のC

om
ply or E

xplain

を
柱
と
す
る
市
民
社
会
型
ソ
フ
ト
ロ
ー
で
あ
るC

ode

よ
り
も
現
実
化
し
た
規
制
強
化
か
、

E
xit

の
選
択
と
な
ろ
う
。S

outhern P
eru

事
件
に
お
い
て
厳
格
な
完
全
公
正
基
準
が
採
用
さ
れ
た
こ
と
と
親
和
性
が
あ
ろ
う
。
二
〇
一
〇
年

六
六



国
際
取
引
に
お
け
る
域
外
適
用
ル
ー
ル
統
一
化
な
ら
び
に
秩
序
形
成
に
向
け
て
（
藤
川
）

（
六
七
）

D
avid C

am
eron

政
権
と
な
り
金
融
サ
ー
ビ
ス
市
場
法
改
正
の
形
で
二
〇
一
二
年
一
二
月
一
九
日
金
融
サ
ー
ビ
ス
法
（F

inancial S
ervice B

ill

）

が
国
王
承
認
を
受
け
て
い
る
（
二
〇
一
三
年
四
月
施
行
）。
Ｆ
Ｓ
Ａ
（F

inancial S
ervices A

uthority

）
を
解
体
し
、
ミ
ク
ロ
・
プ
ル
ー
デ
ン
ス

規
制
担
当
の
Ｐ
Ｒ
Ａ
（P

rudential R
egulation A

uthority

）、
行
為
規
制
担
当
の
Ｆ
Ｃ
Ａ
（F

inancial C
onduct A

uthority

）
を
設
置
す
る
。

Ｂ
Ｏ
Ｅ
（B

ank of E
ngland

）
内
に
プ
ル
ー
デ
ン
ス
担
当
の
Ｆ
Ｐ
Ｃ
（F
inancial P

olicy C
om

m
ittee

）
を
設
置
し
、
Ｂ
Ｏ
Ｅ
主
体
の
ツ
イ
ン
・

ピ
ー
ク
ス
型
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
用
す
る
が
批
判
も
出
さ
れ
る
。
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
の
プ
ル
ー
デ
ン
ス
規
制
の
域
外
適
用
問
題
に
つ
き
、T

ed 

P
aradise, D

avis P
olk &

 W
ardw

ell L
L
P

” E
nhanced P

rudential S
tandards for F

oreign B
anking O

rganizations” F
ebruary 25 

2013.

（
84
） 

Ｋ
Ｐ
Ｍ
Ｇ
高
岡
俊
文
「
国
際
商
取
引
に
お
け
る
不
正
の
特
徴
と
最
近
の
傾
向
〜
予
防
の
た
め
に
、
ま
ず
す
べ
き
こ
と
は
何
か
〜
」、
警
察
庁
犯

罪
収
益
移
転
防
止
管
理
官
高
須
一
弘
「
犯
罪
収
益
移
転
防
止
法
の
施
行
状
況
一
年
次
報
告
書
（
平
成
二
三
年
）
か
ら
│
」、
情
報
処
理
推
進
機
構
小

松
文
子
「
組
織
の
内
部
不
正
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
策
定
の
試
み
」、
長
谷
川
俊
明
弁
護
士
・
斎
藤
憲
道
教
授
ほ
か
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
『
企
業
に

お
け
る
不
正
と
内
部
統
制
一
国
際
商
取
引
の
留
意
点
│
』
国
際
商
取
引
学
会
東
部
部
会
（
二
〇
一
二
年
七
月
二
一
日
）。
長
谷
川
俊
明
「
国
際
商
事

法
の
事
件
簿
│
レ
タ
ー
・
オ
ブ
・
コ
ン
フ
ォ
ー
ト
│
」
国
際
商
事
法
務
第
四
〇
巻
第
一
二
号
（
二
〇
一
二
年
）
一
八
七
四
│
一
八
七
八
頁
。

（
85
） O

’M
elvency&

M
yers L

L
P

・
前
掲（
注
4
）。
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
の
Ｄ
Ｏ
Ｊ
・
Ｓ
Ｅ
Ｃ
に
よ
る
執
行
指
針
、
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
プ
ロ
グ
ラ
ム
、
制
裁

措
置
、
違
反
解
消
措
置
（
刑
事
罰
、
民
事
罰
、
付
随
的
措
置
）
等
に
つ
き
、
同
「
Ｄ
Ｏ
Ｊ
・
Ｓ
Ｅ
Ｃ
が
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
共
同
発
表
」

（
二
〇
一
二
年
一
二
月
一
〇
日
）。D

avid F
oster, R

ichard G
rim

e, Jerem
y M

altby “N
ew

 B
ribery A

ct C
reates A

dditional L
iability 

R
isk for C

orporations D
oing B

usiness in the U
.K

.” A
pril 22, 2010.

（
86
） 

二
〇
一
二
年
一
一
月
一
四
日
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
の
執
行
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
（A

 R
esource G

uide to the U
.S

. F
oreign C

orrupt 

P
ractices A

ct

）
で
は
、
①
贈
賄
禁
止
条
項
（
適
用
範
囲
、
要
件
、
積
極
的
抗
弁
、
共
犯
な
ど
）、
②
会
計
処
理
条
項
（
適
用
範
囲
な
ど
）、
③
Ｆ

Ｃ
Ｐ
Ａ
の
執
行
に
係
る
指
針
（
Ｄ
Ｏ
Ｊ
お
よ
び
Ｓ
Ｅ
Ｃ
に
よ
る
執
行
指
針
、
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
プ
ロ
グ
ラ
ム
な
ど
）、
④
制
裁
措
置
、
違
反
解
消

措
置
（
刑
事
罰
、
民
事
罰
、
付
随
的
措
置
な
ど
）、
⑤
執
行
措
置
の
終
結
方
法
、
⑥
内
部
告
発
者
保
護
規
定
、
⑦
Ｄ
Ｏ
Ｊ
か
ら
の
オ
ピ
ニ
オ
ン
取
得

手
続
き
が
示
さ
れ
る
。
山
田
裕
樹
子
「
米
政
府
が
海
外
腐
敗
行
為
防
止
法
（
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
）
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
公
表
」
法
と
経
済
の
ジ
ャ
ー
ナ
ル

六
七



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
一
号
（
二
〇
一
三
年
六
月
）

（
六
八
）

A
sahi Judiciary

（
二
〇
一
二
年
一
二
月
一
二
日
）。
長
谷
川
俊
明
『
海
外
子
会
社
の
契
約
書
管
理
』
中
央
経
済
社
（
二
〇
一
二
年
九
月
）
八
│

二
一
頁
、
一
五
二
│
一
五
四
頁
参
照
。
反
贈
収
賄
の
分
野
に
お
け
る
グ
ロ
ー
バ
ル
ル
ー
ル
と
法
令
の
域
外
適
用
を
意
識
し
た
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
体

制
構
築
の
必
要
性
を
述
べ
ら
れ
る
。

（
87
） U

nited S
tates v. K

ay, 359 F
.3d 738, 754-56 

（5th C
ir. 2004

）.

（
88
） 

裁
量
の
余
地
の
な
い
機
械
的
に
行
わ
れ
る
業
務
に
対
す
る
支
払
い
。
大
田
和
範
「﹇
特
集
﹈
海
外
汚
職
行
為
に
関
す
る
実
態
調
査 

海
外
腐
敗
行

為
防
止
法
（
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
）・
英
国
贈
収
賄
防
止
法
（U

K
 B

ribery A
ct 2010

）
の
影
響
の
考
察 

第
一
回
海
外
汚
職
防
止
規
制
の
動
向
」、
高
木
謙

太
「
同 

第
二
回
汚
職
防
止
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
構
築
の
ヒ
ン
ト
」『A

nti-corruption practices survey 2011

』（D
eloitte 

F
inancial A

dvisory S
ervices

）. 

木
目
田
裕
・
吉
本
祐
介
「
米
国
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
踏
ま
え
た
日
本
企
業
の
実
務
上
の
対
応
」
商
事
法

務N
o.1989

（
二
〇
一
三
年
二
月
五
日
）。

（
89
） O

’M
elvency&

M
yers L

L
P

「
英
国
、
二
〇
一
〇
年
贈
収
賄
禁
止
法
の
指
針
公
表
」（
二
〇
一
一
年
五
月
九
日
）。“T

H
E
 B

R
IB

E
R
Y
 A

C
T
 

2010 G
uidance about procedures w

hich relevant com
m
ercial organisations can put into place to prevent persons associated 

w
ith them

 from
 bribing 

（section 9 of the B
ribery A

ct 2010

）”. M
inistry of Justice,M

arch 2011. 

贈
賄
防
止
方
針
お
よ
び
手
続
き
に
関

す
る
指
導
原
理
は
、
①
リ
ス
ク
に
応
じ
た
手
続
き
。
方
針
お
よ
び
手
続
き
は
明
確
、
実
際
的
、
現
実
的
で
あ
り
、
企
業
が
直
面
す
る
リ
ス
ク
の
水
準

と
釣
り
合
う
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
②
上
層
部
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
。
幹
部
役
員
は
、
贈
賄
を
防
止
す
る
企
業
文
化
を
育
成
し
、
方
針
が
組

織
全
体
に
効
果
的
に
伝
わ
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
③
リ
ス
ク
評
価
。
リ
ス
ク
を
正
確
に
特
定
し
て
優
先
順
位
を
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る

リ
ス
ク
評
価
手
続
き
を
採
用
し
、
よ
く
あ
る
リ
ス
ク
（
例
え
ば
腐
敗
度
の
高
い
国
、
大
規
模
イ
ン
フ
ラ
の
よ
う
な
リ
ス
ク
の
高
い
部
門
、
仲
介
人
を

使
っ
た
公
務
員
と
の
取
引
な
ど
）
に
細
心
の
注
意
を
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
④
デ
ュ
ー
・
デ
ィ
リ
ジ
ェ
ン
ス
。
徹
底
的
、
か
つ
特
定
さ
れ
た
リ
ス

ク
に
釣
り
合
う
デ
ュ
ー
・
デ
リ
ジ
ェ
ン
ス
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
⑤
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
（
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
含
む
）。
贈
賄
防
止
の
た

め
の
方
針
お
よ
び
手
続
き
が
組
織
全
体
で
理
解
さ
れ
、
贈
収
賄
に
関
連
す
る
問
題
の
処
理
に
必
要
な
ス
キ
ル
に
焦
点
を
当
て
た
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
が
実

施
さ
れ
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
⑥
監
視
と
見
直
し
。
手
続
き
の
監
視
、
見
直
し
お
よ
び
必
要
に
応
じ
て
改
善
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
90
） 

上
院
で
の
討
議
中
、W

illy B
ach

上
院
議
員
（
政
務
次
官
で
、
贈
収
賄
禁
止
法
の
立
案
者
の
一
人
）
は
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
のG

ood P
ractice 

六
八



国
際
取
引
に
お
け
る
域
外
適
用
ル
ー
ル
統
一
化
な
ら
び
に
秩
序
形
成
に
向
け
て
（
藤
川
）

（
六
九
）

G
uidance on Internal C

ontrols, E
thics and C

om
pliance

（
内
部
統
制
、
倫
理
、
お
よ
び
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
に
関
す
る
グ
ッ
ド
プ
ラ
ク
テ
ィ

ス
ガ
イ
ダ
ン
ス
）、
な
ら
び
に
ト
ラ
ン
ス
ペ
ア
レ
ン
シ
ー
・
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
お
よ
びG

lobal Infrastructure A
nti-C

orruption C
entre

の
贈
収
賄
防
止
戦
略
に
言
及
し
て
い
る
。

（
91
） 
ア
ジ
ア
諸
国
に
お
け
る
フ
ァ
シ
リ
テ
イ
テ
ィ
ン
グ
・
ペ
イ
メ
ン
ト
の
横
行
を
鑑
み
る
と
英
米
の
法
制
の
域
外
適
用
も
や
む
を
得
な
い
面
が
あ
る
。

前
掲
・
長
谷
川
俊
明
発
言
。

（
92
） 

モ
リ
ソ
ン
・
フ
ォ
ス
タ
ー
外
国
法
事
務
弁
護
士
事
務
所
・
前
掲（
注
5
）。

（
93
） 

グ
ロ
ー
バ
ル
企
業
で
あ
る
Ｃ
社
の
英
国
支
社
に
お
い
て
、
業
界
関
連
団
体
に
定
例
会
議
と
し
て
会
議
室
を
提
供
し
て
Ｃ
社
が
販
売
促
進
資
料
を

設
置
し
て
い
た
場
合
、
Ｃ
社
は
英
国
に
お
い
て
事
業
の
一
部
を
行
っ
て
い
る
た
め
適
用
対
象
で
あ
り
、
不
正
に
ビ
ジ
ネ
ス
を
獲
得
す
る
目
的
で
会
議

室
を
提
供
し
て
い
る
場
合
第
一
条
違
反
と
な
る
可
能
性
が
あ
る
。
第
一
条
違
反
に
該
当
し
て
贈
賄
防
止
の
た
め
の
適
切
な
措
置
を
講
じ
て
い
な
い
場

合
に
は
第
七
条
違
反
と
も
な
る
。
内
部
統
制
の
観
点
か
ら
、
会
議
室
使
用
は
期
間
限
定
と
し
、
販
促
物
の
提
供
・
展
示
は
行
う
べ
き
で
な
く
、
出
席

者
へ
の
招
待
案
内
や
準
備
手
配
、
費
用
等
は
正
し
く
記
録
し
て
文
書
化
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
大
田
和
範
・
前
掲
四
│
五
頁
。

（
94
） 

小
寺
彰
「
独
禁
法
の
域
外
適
用
・
域
外
執
行
を
め
ぐ
る
最
近
の
動
向
│
国
際
法
の
観
点
か
ら
の
分
析
と
評
価
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
二
五
四
号

（
二
〇
〇
三
年
）
六
六
頁
。

（
95
） 

金
融
庁
に
よ
る
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
主
要
株
主
に
対
す
る
報
告
・
資
料
提
出
命
令
権
限
と
検
査
権
限
（
金
商
法
五
六
条
の
二
第
二
項
）
に

関
し
て
、
松
尾
直
彦
「
金
融
商
品
取
引
法
の
国
際
的
適
用
範
囲
」
東
京
大
学
法
科
大
学
院
ロ
ー
レ
ビ
ュ
ーV

O
L
.6

（
二
〇
一
一
年
九
月
）
二
七
六

│
二
八
六
頁
参
照
。

（
96
） 

松
尾
直
彦
「
ア
メ
リ
カ
の
ド
ッ
ド
＝
フ
ラ
ン
ク
法
の
日
本
の
金
融
機
関
と
企
業
へ
の
影
響
」
法
と
経
済
の
ジ
ャ
ー
ナ
ルA

sahi Judiciary

（
二
〇
一
〇
年
一
二
月
一
日
）。

（
97
） 

嶋
拓
哉
「
米
国
金
融
機
関
破
綻
処
理
手
続
の
内
国
効
力
の
承
認
に
つ
い
て
」
国
際
商
事
法
務
第
三
九
巻
第
一
二
号
（
二
〇
一
一
年
）
一
七
二
五

│
一
七
三
八
頁
参
照
。
同
「
銀
行
倒
産
に
お
け
る
国
際
倒
産
法
的
規
律
」
金
融
庁
金
融
研
究
研
修
セ
ン
タ
ー
Ｆ
Ｓ
Ａ
リ
サ
ー
チ
・
レ
ビ
ュ
ー
第
六 

号
（
二
〇
一
〇
年
三
月
）
一
一
三
│
一
三
八
頁
。

六
九



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
一
号
（
二
〇
一
三
年
六
月
）

（
七
〇
）

（
98
） 

松
下
淳
一
「
国
際
倒
産
」
櫻
田
嘉
章
・
道
垣
内
正
人
編
『
国
際
私
法
判
例
百
選
﹇
新
法
対
応
補
正
版
﹈』
有
斐
閣
（
二
〇
〇
七
年
）
二
一
一
頁
。

東
京
高
判
昭
和
五
六
年
一
月
三
〇
日
下
民
集
三
二
巻
一
│
四
号
一
〇
頁
、
東
京
地
判
平
成
三
年
九
月
二
六
日
判
例
時
報
一
四
二
二
号
一
二
八
頁
等
の

判
例
法
が
「
先
例
と
し
て
の
価
値
を
失
う
こ
と
に
な
る
」。

（
99
） 
森
下
哲
朗
「
国
際
倒
産
と
銀
行
倒
産
」
国
際
私
法
年
報
第
三
号
二
三
七
│
二
三
八
頁
。
学
説
は
、
①
近
い
将
来
に
外
国
管
財
人
に
対
し
て
管
理

命
令
が
な
さ
れ
る
こ
と
が
確
実
に
予
測
さ
れ
る
よ
う
な
場
合
に
は
管
理
命
令
の
発
出
を
待
た
ず
に
外
国
管
財
人
の
指
図
に
従
う
と
い
う
選
択
が
実
務

上
十
分
に
合
理
的
で
あ
る
こ
と
、
②
外
国
管
財
人
が
新
た
に
全
て
の
担
当
者
を
任
命
し
直
し
た
場
合
に
は
、
仮
に
こ
れ
ら
担
当
者
が
従
前
と
同
一
人

物
で
あ
っ
た
と
し
て
も
そ
の
依
頼
や
指
図
を
受
け
る
こ
と
は
許
さ
れ
ず
、
旧
代
表
者
以
外
か
ら
の
依
頼
や
指
図
は
受
け
ら
れ
な
い
と
の
結
論
は
現
実

的
で
な
い
こ
と
、
③
一
九
七
八
年
米
国
連
邦
倒
産
法
の
下
で
も
同
法
三
〇
四
条
の
附
帯
手
続
に
よ
る
援
助
と
国
際
礼
譲
（international com

ity

）

に
基
づ
く
外
国
管
財
人
の
米
国
国
内
で
の
権
限
行
使
と
が
共
存
す
る
な
ど
、
倒
産
共
助
シ
ス
テ
ム
と
個
別
承
認
シ
ス
テ
ム
と
が
比
較
法
的
に
み
て
共

存
し
な
い
わ
け
で
は
な
い
こ
と
等
を
根
拠
と
し
て
掲
げ
る
。
前
掲（
注
9
）松
下
満
雄
・
渡
邉
泰
秀
三
〇
八
│
三
一
四
頁
。

（
100
） 

石
黒
一
憲
「
第
一
九
四
回
国
際
課
税
と
抵
触
法
（
国
際
私
法
）」
貿
易
と
関
税
（
二
〇
〇
七
年
八
月
）
八
二
│
八
三
頁
。

（
101
） 

内
国
財
産
に
基
づ
き
国
際
倒
産
管
轄
を
認
め
る
見
解
と
し
て
、
小
林
秀
之
『
国
際
取
引
紛
争
﹇
補
訂
版
﹈』
弘
文
堂
（
一
九
九
一
年
）
二
二
六

頁
、
伊
藤
眞
「
破
産
財
団
の
国
際
的
範
囲
一
属
地
主
義
の
再
検
討
」
法
学
教
室
四
八
号
（
一
九
八
四
年
）
六
五
頁
、
貝
瀬
幸
雄
『
国
際
倒
産
法
序

説
』
東
京
大
学
出
版
会
（
一
九
八
九
年
）
五
二
六
頁
、
高
桑
昭
・
江
頭
憲
治
郎
『
国
際
取
引
法
﹇
第
二
版
﹈』
青
林
書
院
（
一
九
九
三
年
）
九
三
頁

﹇
道
垣
内
正
人
﹈。

（
102
） 

Ｆ
Ｄ
Ｉ
Ｃ
（F

ederal D
eposit Insurance C

orporation 
連
邦
預
金
保
険
公
社
）
は
米
国
金
融
機
関
破
綻
処
理
手
続
に
お
い
て
、
債
権
者
の

み
な
ら
ず
、
破
産
管
財
人
ま
た
は
財
産
管
理
人
や
監
督
当
局
と
し
て
の
性
格
を
有
し
、
承
認
対
象
の
個
別
具
体
的
な
権
限
や
措
置
の
性
格
に
着
目
し

て
、
承
認
対
象
適
格
性
や
承
認
要
件
の
充
足
を
判
断
す
る
こ
と
と
な
る
。
具
体
的
に
は
、
破
綻
処
理
手
続
に
お
け
る
銀
行
法
違
反
に
対
す
る
罰
則
付

与
権
限
一
〇
一
等
は
監
督
当
局
と
し
て
の
権
限
行
使
の
態
様
と
し
て
評
価
し
得
る
こ
と
か
ら
、
承
認
対
象
適
格
性
を
否
定
す
べ
き
こ
と
に
な
ろ
う
。

Ｆ
Ｄ
Ｉ
Ｃ
がC

ross-G
uarantees

権
限
に
基
づ
き
、
破
綻
米
国
金
融
機
関
の
在
日
関
連
法
人
に
対
し
破
綻
処
理
手
続
に
伴
う
損
失
を
求
償
し
て
く

る
場
合
、
我
が
国
所
在
の
債
権
者
に
対
し
て
米
国
所
在
の
同
順
位
債
権
者
に
比
し
て
差
別
的
な
配
当
を
行
う
場
合
、
非
民
事
事
象
と
は
い
え
ず
、
承

七
〇



国
際
取
引
に
お
け
る
域
外
適
用
ル
ー
ル
統
一
化
な
ら
び
に
秩
序
形
成
に
向
け
て
（
藤
川
）

（
七
一
）

認
対
象
適
格
性
を
否
定
し
得
な
い
ま
で
も
、
民
事
訴
訟
法
一
一
八
条
の
所
定
の
要
件
に
基
づ
き
内
国
効
力
の
承
認
を
否
定
す
べ
き
と
考
え
ら
れ
る
。

実
際
の
事
案
を
想
定
す
れ
ば
、
米
国
の
金
融
機
関
破
綻
処
理
手
続
の
内
国
効
力
を
国
際
民
事
手
続
法
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
っ
て
承
認
し
得
る
機
会
は

極
め
て
限
定
さ
れ
る
と
思
わ
れ
る
。
嶋
拓
哉
・
前
掲
「
米
国
金
融
機
関
破
綻
処
理
手
続
の
内
国
効
力
の
承
認
に
つ
い
て
」
一
七
三
三
│
一
七
三
四
頁
。

（
103
） 
松
下
満
雄
「
多
角
的
観
点
か
ら
の
日
本
の
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
モ
デ
ル
の
重
要
性
と
東
ア
ジ
ア
に
つ
い
て
」『
日
本
と
東
ア
ジ
ア
に
お

け
る
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
モ
デ
ル
と
実
際
』
早
稻
田
大
学
Ｇ
Ｃ
Ｏ
Ｅ
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
（
二
〇
一
三
年
一
月
一
二
日
）。

（
104
） 

①P
rinciples for enhancing corporate governance issued by the B

asel C
om

m
ittee on B

anking S
upervision, 4 O

ctober 2010. 

金
融
庁
「
バ
ー
ゼ
ル
銀
行
監
督
委
員
会
に
よ
る
「
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
を
強
化
す
る
た
め
の
諸
原
則
」
の
公
表
に
つ
い
て
」（
二
〇
一
〇

年
一
〇
月
五
日
）。
②P

rinciples for enhancing corporate governance issued by B
asel C

om
m
ittee, 16 M

arch 2010. 

金
融
庁
「
バ
ー

ゼ
ル
銀
行
監
督
委
員
会
に
よ
る
市
中
協
議
文
書
「
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
を
強
化
す
る
た
め
の
諸
原
則
」
の
公
表
に
つ
い
て
」（
二
〇
一
〇

年
三
月
一
七
日
）。
③B

asel C
om

m
ittee issues guidance on corporate governance for banking organisations, 13 F

ebruary 2006. 

金

融
庁
「
バ
ー
ゼ
ル
銀
行
監
督
委
員
会
「
銀
行
組
織
に
と
っ
て
の
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
強
化
」（
改
訂
）
の
公
表
に
つ
い
て
」（
二
〇
〇
六

年
二
月
）。
川
名
剛
「
多
国
籍
金
融
機
関
の
法
的
規
律
│
多
国
籍
企
業
に
対
す
る
管
轄
権
の
新
た
な
態
様
と
し
て
│
」
二
一
世
紀
Ｃ
Ｏ
Ｅ
国
際
関
係

法
研
究
会
（
二
〇
〇
四
年
三
月
八
日
）。

（
105
） 

ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
な
ど
米
国
の
み
が
域
外
適
用
を
図
ら
ん
と
し
て
お
り
、
問
題
を
発
生
さ
せ
て
い
る
。
以
前
は
各
国
毎
に
完
全
に
法
体
系

が
異
な
っ
て
い
た
が
、
近
年
は
Ｗ
Ｔ
Ｏ
加
盟
、
ウ
ィ
ー
ン
売
買
条
約
な
ど
諸
条
約
の
締
結
に
よ
り
、
法
体
系
の
接
近
・
近
似
化
が
図
ら
れ
つ
つ
あ
り
、

域
外
適
用
の
た
め
の
条
件
が
整
備
さ
れ
つ
つ
あ
る
こ
と
が
域
外
適
用
が
し
や
す
く
な
っ
た
背
景
に
あ
る
。
他
方
で
、
イ
ン
コ
タ
ー
ム
ズ
二
〇
一
〇
、

バ
ー
ゼ
ル
Ⅲ
な
ど
世
界
標
準
化
も
進
ん
で
お
り
、
国
際
取
引
法
の
概
念
は
過
去
五
〇
年
間
を
み
て
も
完
全
に
変
化
し
て
い
る
。
し
か
し
、
域
外
適
用

の
問
題
は
こ
う
し
た
世
界
標
準
化
と
は
異
な
る
問
題
で
あ
る
。
各
国
が
自
発
的
に
（voluntary

）
決
定
す
る
事
柄
で
あ
り
、
強
制
さ
れ
る

（com
pulsory

）
こ
と
は
問
題
を
生
じ
る
。
域
外
適
用
ル
ー
ル
の
統
一
化
の
試
み
に
し
て
も
、
あ
く
ま
で
自
発
的
ル
ー
ル
と
し
て
で
あ
る
。
世
界
規

準
と
し
て
の
イ
ン
コ
タ
ー
ム
ズ
二
〇
一
〇
、
バ
ー
ゼ
ル
Ⅲ
は
域
外
適
用
の
問
題
と
は
切
り
離
す
こ
と
に
な
る
。
背
景
・
環
境
は
域
外
適
用
を
し
や
す

く
な
っ
た
と
い
え
る
が
、
別
の
問
題
で
あ
り
、
域
外
適
用
自
体
は
な
お
も
各
国
の
自
発
的
領
域
で
あ
る
と
い
え
、
そ
こ
に
留
ま
る
事
柄
で
あ
る
。
各

七
一



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
一
号
（
二
〇
一
三
年
六
月
）

（
七
二
）

国
間
で
Ｍ
Ｏ
Ｕ
等
が
締
結
さ
れ
れ
ば
、
各
国
の
自
発
的
領
域
を
侵
さ
な
い
こ
と
に
な
る
た
め
、
も
は
や
域
外
適
用
の
問
題
に
は
な
ら
な
く
な
る
。
各

国
の
自
発
的
領
域
を
侵
す
こ
と
と
な
る
と
き
は
、
域
外
適
用
と
し
て
争
訟
と
な
り
、
最
終
的
解
決
は
当
該
企
業
か
ら
の
利
益
の
ク
ロ
ー
バ
ッ
ク

（C
law

 B
ack

）
で
あ
る
。D

r. T
hom

as S
choenbaum

（P
rofessor of L

aw
, T

he G
eorge W

ashington U
niversity L

aw
 S

chool

）
と
の

discussion
に
よ
る
（
於 

日
本
大
学
法
学
部
二
〇
一
三
年
二
月
二
六
日
）。
海
商
法
、
域
外
適
用
の
分
野
の
世
界
的
権
威
で
あ
り
、
本
論
稿
作
成
に

当
た
り
多
く
の
示
唆
を
い
た
だ
い
た
こ
と
を
謝
す
る
。T

hom
as S

choenbaum
 “International B

usiness T
ransactions” 

（2010

） A
spen, 

“International T
rade L

aw
” 

（2012

） A
spen, “T

he A
ge of A

usterity

（D
odd-F

rank

）” 

（2012

） E
dw

ard E
lgar

（U
K

）
参
照
。

（
106
） 

Ｅ
Ｕ
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
オ
ー
バ
ー
フ
ォ
ー
ル
は
単
一
市
場
、
共
通
通
貨
ユ
ー
ロ
、
Ｅ
Ｕ
の
経
済
成
長
・
雇
用
に
関
す
る
リ
ス
ボ
ン
戦
略

（L
isbon S

trategy

）
を
骨
子
と
す
る
。
財
政
規
律
の
重
要
性
に
加
え
て
、
今
次
金
融
危
機
後
は
マ
ク
ロ
経
済
不
均
衡
も
重
視
す
る
。
欧
州
の
ガ
バ

ナ
ン
ス
改
革
と
し
て
はE

uropean S
em

ester

（
二
〇
一
〇
年
導
入
）、S

ix P
ack

（
二
〇
一
一
年
一
二
月
一
三
日
発
効
）、
Ｔ
Ｓ
Ｃ
Ｇ
（T

reaty 

on S
tability, C

oordination and G
overnance 

安
定
、
調
整
と
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
関
す
る
条
約
二
〇
一
三
年
一
月
一
日
発
効
）、T

he E
uro P

lus 

P
act

：S
tronger E

conom
ic P

olicy C
oordination for C

om
petitiveness and C

onvergence

（
ユ
ー
ロ
プ
ラ
ス
パ
ク
ト
：
競
争
力
と
収
斂
の

た
め
の
経
済
政
策
調
整
の
強
化
二
〇
一
一
年
三
月
二
四
│
二
五
日
欧
州
理
事
会
採
択
）、E

uropean B
anking U

nion

（
銀
行
同
盟
二
〇
一
二
年

一
二
月
合
意
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。
嘉
治
佐
保
子
（
慶
応
大
学
教
授
）「
欧
州
の
ソ
ブ
リ
ン
危
機
」『
ソ
ブ
リ
ン
危
機
と
国
際
金
融
の
新
た
な
枠
組
み
』

東
京
大
学
金
融
教
育
セ
ン
タ
ー
・
日
本
政
策
投
資
銀
行
設
備
投
資
研
究
所
主
催
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
（
二
〇
一
三
年
二
月
一
二
日
）。
こ
の

他
パ
ネ
リ
ス
ト
：
東
大
教
授
伊
藤
隆
俊
、
財
務
省
財
務
官
中
尾
武
彦
、
一
橋
大
学
教
授
小
川
英
冶
、
シ
テ
ィ
バ
ン
ク
・
シ
ニ
ア
ア
ナ
リ
ス
ト
尾
河
眞

樹
、
日
本
政
策
投
資
銀
行
設
備
投
資
研
究
所
副
所
長
武
者
秀
明
。「
国
際
通
貨
制
度
の
諸
課
題
│
ア
ジ
ア
へ
の
イ
ン
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
全
国
銀
行

協
会
金
融
調
査
研
究
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
（
二
〇
一
三
年
二
月
一
日
）。

（
107
） 

私
見
で
あ
る
が
、
Ｅ
Ｕ
の
金
融
・
財
政
規
律
が
主
な
内
容
と
す
る
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
オ
ー
バ
ー
フ
ォ
ー
ル
の
議
論
も
、
こ
う
し
た
国
際
的
取
引
・

金
融
面
の
域
外
適
用
な
ど
に
関
す
る
問
題
が
将
来
は
含
ま
れ
て
く
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
の
ボ
ル
カ
ー
ル
ー
ル
の
域
外
適

用
に
し
て
も
、
我
が
国
金
融
庁
な
ど
か
ら
主
と
し
て
国
益
に
反
す
る
と
す
る
反
論
が
出
さ
れ
る
こ
と
を
述
べ
た
。
今
後
、
ア
ジ
ア
域
内
の
実
質
的
な

通
貨
統
合
の
動
向
を
勘
案
す
る
と
、
米
国
な
ど
他
国
法
制
か
ら
の
域
外
適
用
の
問
題
は
、
ア
ジ
ア
域
内
の
共
通
問
題
と
も
な
っ
て
、
Ｅ
Ｕ
域
内
の
ガ

七
二



国
際
取
引
に
お
け
る
域
外
適
用
ル
ー
ル
統
一
化
な
ら
び
に
秩
序
形
成
に
向
け
て
（
藤
川
）

（
七
三
）

バ
ナ
ン
ス
・
オ
ー
バ
ー
フ
ォ
ー
ル
同
様
、
ア
ジ
ア
域
内
の
共
通
利
害
に
基
づ
く
域
内
共
通
の
施
策
面
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
オ
ー
バ
ー
フ
ォ
ー
ル
に
も
繋

が
る
も
の
と
な
り
得
よ
う
。
大
き
く
は
バ
ー
ゼ
ル
規
制
な
ど
に
お
け
る
マ
ク
ロ
・
プ
ル
ー
デ
ン
ス
の
論
点
と
も
重
複
し
、
収
斂
す
る
も
の
と
も
い
え

よ
う
か
。

（
108
） 
独
禁
法
に
お
け
る
域
外
適
用
の
検
討
と
の
整
合
性
に
関
連
し
て
、
独
禁
法
の
域
外
適
用
に
つ
い
て
は
効
果
主
義
を
修
正
す
る
局
面
で
相
当
性
原

則
が
用
い
ら
れ
、
他
方
証
券
法
に
お
け
る
域
外
適
用
で
は
、
行
為
効
果
基
準
（
テ
ス
ト
）
に
お
け
る
行
為
テ
ス
ト
の
う
ち
詐
欺
の
準
備
行
為
で
あ
る

場
合
は
事
物
管
轄
権
が
否
定
さ
れ
る
と
い
う
準
備
行
為
の
概
念
を
用
い
て
い
る
。
域
外
適
用
を
狭
め
る
方
向
性
と
し
て
は
同
一
で
あ
ろ
う
が
、
独
禁

法
に
関
す
る
米
国
対
外
関
係
法
第
三
リ
ス
テ
イ
メ
ン
ト
§
四
〇
二
│
§
四
〇
三
で
は
他
国
の
利
益
の
た
め
の
譲
歩
の
考
え
方
を
掲
げ
る
が
、
証
券
法

適
用
に
こ
れ
を
応
用
し
た
§
四
一
六
で
は
密
接
関
連
行
為
プ
ラ
ス
実
質
的
効
果
と
い
う
行
為
効
果
基
準
に
沿
っ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
独
禁

法
の
域
外
適
用
に
関
し
て
は
、
事
物
管
轄
に
つ
き
合
理
の
原
則
に
関
連
し
て
マ
ニ
ン
グ
ス
ト
ン
・
ミ
ル
ズ
判
決
（
一
九
七
九
年
）、
ハ
ー
ト
フ
ォ
ー

ド
火
災
保
険
会
社
判
決
（
一
九
九
三
年
）
な
ど
で
比
較
衡
量
論
と
共
に
国
際
礼
譲
（international com

ity

）
の
規
準
が
用
い
ら
れ
る
に
至
っ
て
い

る
。
域
外
適
用
の
ル
ー
ル
の
統
一
化
に
つ
い
て
は
、
こ
う
し
た
独
禁
法
分
野
の
蓄
積
と
い
え
る
国
際
礼
譲
の
考
え
方
等
が
一
つ
の
柱
と
な
っ
て
く
る

も
の
と
み
ら
れ
よ
う
。

﹇
本
稿
は
、
財
団
法
人
民
事
紛
争
処
理
基
金
の
研
究
助
成
金
を
利
用
し
た
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
﹈

七
三




